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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２８年９月１４日（第２日） 

開会  ９時１０分 

散会 １７時１６分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  堀 江 和 博   ８番  蒲 生 行 正 

 ２番  後 藤 勇 樹   ９番  冨 田  幸 

 ３番  奥 平 英 雄  １０番  髙 橋  渉 

 ４番  山 田 人 志  １１番  東  正 幸 

 ５番  谷  成 隆  １２番  池 元 法 子 

 ６番  中 西 佳 子  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  齋 藤 光 弘  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教 育 長  今 宿 綾 子  総 務 政 策 主 監  池 内 俊 宏 

 教 育 次 長  古 道  清  総 務 課 長  髙 橋 正 一 

 企 画 振 興 課 長  安 田 尚 司  税 務 課 長  増 田 昌一郎 

 住 民 課 長  橋 本 敦 夫  住 民 課 参 事  山 田 敏 之 

 福 祉 課 長  宇 田 達 夫  介 護 支 援 課 長  夏 原 英 男 

 農 林 課 長  藤 澤  隆  商 工 観 光 課 長  外 池 多津彦 

 建 設 計 画 課 長  望 主 昭 久  上 下 水 道 課 長  長 岡 一 郎 

 生 涯 学 習 課 長  山 本 和 宏  学校教育課参事  野 瀬  薫 

 会 計 管 理 者  福本  喜美代  代 表 監 査 委 員  東   源一郎 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  西 河  均  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第４８号から議第６７号まで（人権擁護委員の候補者の推薦に

ついてほか１９件）および報第４号から報第６号まで（私債権の

放棄について（水道料金（上水道））ほか２件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ２ 議第４８号から議第４９号まで（人権擁護委員の候補者の推薦に

ついてほか１件）について 

〔採 決〕 

 〃  ３ 請願第 ８号 平和堂日野店の閉店に向けた町行政の対応に関す

る請願書 

 〃  ４ 請願第 ９号 ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める請願 

 〃  ５ 請願第１０号 国に対し「所得税法第５６条の廃止を求める意見

書」の提出を求める請願書 

 〃  ６ 議第６８号 決算特別委員会の設置について 

〔および委員会付託〕 

 〃  ７ 選第 ２号 決算特別委員会の委員の選任について 

 〃  ８ 議第６９号 日野町立認定こども園の設置等に関する特別委員会

の設置について 

〔および委員会付託〕 

 〃  ９ 選第 ３号 日野町立認定こども園の設置等に関する特別委員会

の委員の選任について 

 〃 １０ 議第５０号から議第５１号まで、および議第５３号から議第５８

号まで（滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更についてほか

７件）について 

〔委員会付託〕 

 〃 １１ 一般質問 

 ４番  山田 人志君 

 ３番  奥平 英雄君 

 ９番  冨田  幸君 

１２番  池元 法子君 

 １番  堀江 和博君 
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会議の概要 

－開会 ９時１０分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、ご起立お願いいたします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第48号から議第67号まで（人権擁護委員の候補者の推薦についてほ

か19件）についてを一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 また、報第４号から報第６号まで（私債権の放棄について（水道料金（上水道））

ほか２件）についても質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） おはようございます。 

 それでは、大きく３点ほど、質疑をさせていただきます。 

 まず、議第52号、日野町立認定こども園の設置に関する条例の制定についてお尋

ねいたします。 

 この議案については、後藤議員が一般質問されることでもありますので、後藤議

員の質問以外のことについての質問を行いたいと思います。 

 現在、県内でこの幼保連携型は何園あって、そのうち公立は何園あるのかをお尋

ねいたします。 

 また、その他幼稚園型、保育園型にも、公立は何園あるのでしょうか。それも一

緒にお願いいたします。 

 今回、保育園と幼稚園であったところを、認定こども園として一体化することに

なるわけですが、今までと何がどう変わるのか。例えば、保育料金についてとか、

また給食について等をお尋ねしたいと思います。 

 そしてまた、この認定こども園として設置するにあたり、保育園児、幼稚園児は

定員何人になるのでしょうか。そして、そのことで、今年、今年度と比べて、何人

待機児童の解消になるのか、以上をお尋ねいたします。 

 ２つ目に、議第56号、日野町一般会計補正予算（第１号）についてお尋ねいたし

ます。 

 まず13ページの、歳出の民生費、障害者作業所整備事業費補助金が997万5,000円

計上されています。この件は、説明の中で、高度障がい者の作業所を、中之郷の旧
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診療所跡に設置すること。そして、農業班の作業所を大谷に設置することへの補助

との説明でありました。 

 そこで、それぞれの町の負担額と、国・県・町の負担割合をお尋ねいたします。 

 また、それぞれの作業所に、利用者、職員の予定人数があれば教えて下さい。 

 わたむき作業所は、県下でも大きな作業所となっておりますが、このように事業

内容をいろいろと広げていくことに、問題とか不安とかないのかどうかをお尋ねい

たします。 

 ３つ目に、17ページの歳出の教育費、幼稚園管理運営事業について、お尋ねいた

します。 

 西大路幼稚園に、３歳児保育を実施するための改修費との説明がありました。現

在、４歳児、５歳児は何人の園児がいるのでしょうか。３歳児保育を実施すること

は、保護者の要望に沿うものだとは思いますが、今、日野町では、幼稚園より保育

園に入所希望の多い中で、どれぐらいのこの３歳児の入園数の見込みがあるのでし

ょうか、お尋ねをいたします。 

 また、現在、預かり保育は、幼稚園では２時間、４時までとなっていると聞いて

おりますが、今後この預かり保育を、４時ないし５時までされることは可能なので

しょうか。そうなれば、保育園の待機児童の解消につながるかとも思われますが、

いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 12番、池元法子君の質疑に対する当局の答弁を求めます。福祉

課長。 

福祉課長（宇田達夫君） ただいま池元議員の方からいただきましたご質問について、

お答えをさせていただきます。 

 現在、県内である認定こども園の数は56でございます。その中に、公立および私

立の数につきましては、申しわけございません、後ほどお答えをさせていただきま

す。 

 また、そのことにおいて、今後、料金とか給食とか何が変わるのかということで

ございますが、料金につきましては、現在のままでというふうに考えております。 

 また、給食につきましても、現在幼稚園の園舎において保育をしている子どもた

ちについては、桜谷小学校の方から運んでいるわけですけれども、そのことにつき

ましても、変わらず今後もそのような方向で進めたいというふうに考えております。 

 また、補正予算に絡みまして、わたむきの里の作業所についてでございます。現

在計画されております中之郷の作業所につきましては、定員７名の作業所を予定し

ております。これにつきましては、来年４月に開所を予定しているわけですが、当

初につきましては、利用者は４名、また平成30年に５名、その後随時７名に向けて

ということでございます。職員につきましては、当初４名のときには、正職員２名
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にパートさんなりであと２名、平成30年には正職２名、そこへパートさん３名で５

人の体制でというふうなことでおります。 

 また、大谷の方でございますが、大谷につきましては、農業班の方の作業所とい

うことで、比較的作業がされるという方でございます。その方につきましては、当

初から定員が13名で予定しておりますが、当初から13名でというふうに考えておら

れるということでございます。職員につきましては、こちら、正職２名、パートさ

ん２名の体制で運営をするというふうに聞いております。 

 また、わたむきの里さんにつきまして、この間、大きくいろんな事業を拡大され

ているところでございます。そんな中で、職員の方の不安とかそういうこともある

かと思いますが、こちらの方につきましても、随時連絡を取りながら、状況はお聞

きをしております。 

 そんな中でお聞きをしますと、わたむきの里には現在47名の職員さんがおられま

すが、例えばここ３年間で、退職された方は３名だけと。それも結婚なりで遠くに

行かれて、仕方なくというふうな方ばかりというふうに聞いております。わたむき

の里の中で、しっかりと職員間で研修など積まれながら、しっかりと運営をされて

おられるというふうにお聞きもしておりますし、こちらも職員の方に過大な負荷が

かからないように、しっかりとそのあたりはチェックをしながら進めていただきた

いというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） こども園の定員は。 

福祉課長（宇田達夫君） 定員について抜けてございました。 

 こども園の定員につきましては、60名の定員を予定しております。 

 待機児童の解消についてでございます。 

 現在、さくら園、合同運営をする中で、今65人の子どもさんを預かっております。

その中で、保育園舎にいる３歳以上の子どもたちの数というのが、保育園として預

かっている子どもさんのうち、３歳以上の子どもさんが28人おられます。その方た

ちは、実際は保育園舎で預かっているんですが、現在は保育園として募集をして入

所決定しておりますので、保育園の建物でカウントしております。その方たちが、

今度しっかり認定こども園にすることで、籍ごと幼稚園舎の方に移っていただくこ

とができますので、保育園舎の方で28人分の枠はあくわけでございます。子どもさ

んを預かるには、１人当たりの平米数とかございますので、丸々28人預かれるかと

いうと、なかなかそうはいきませんが、約20名程度は現在よりも多く預かれるとい

うふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） おはようございます。 

 現在、西大路幼稚園の状況でございますが、現在、４、５歳児の施設として運営
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しておりますが、現在のところ、５歳児が17人の在園児数となってございます。 

 ３歳児の見込みにつきましては、西大路幼稚園で申し上げますと、まだ未確定の

要素がございますが、４人を見込んでおります。そこにモデル事業等で来られる方

が、いらっしゃるかどうかというところかなというような思いを持ってございます。 

 町内全体では、見込みとしまして170名余りの３歳児の方がいらっしゃいます。そ

のうちの約半数程度が、幼稚園の方に来られるんではないかという思いを持ってご

ざいます。 

 次に、預かり保育の部分でございますが、時間延長のことをお尋ねいただきまし

たが、幼稚園の預かり保育につきましては、幼児教育を主体としたニーズの中で、

さまざまな保護者のニーズに応えるということで預かりをしているということで、

保育所との、ある面では区別というか差別化を図っているという部分で、時間が若

干短いという部分がございます。 

 ただ、今後の待機児解消の問題等も含めまして、検討の余地はあろうかと思いま

すが、現時点では、現状の状態でという考えで思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） ちょっと今聞いたところで答弁漏れか、私が聞き逃したのかな

と思うんですが、ちょっと教えて下さい。 

 さっきの、県内で公立、私立の、あれはまた後でというて言っていただきました。 

 障がい者作業所の方のなんですけれども、町のそれぞれの新しくできる作業所へ

の、それぞれの町の負担額と、国・県、町の負担割合というのをお尋ねしたんです

が、それが返答がないようです。 

 それともう１つは、これは返答漏れではないんですけれども、３歳児保育を実施

するにあたってのことで、預かり保育を４時、５時までにされるということは、可

能であるということなんですか。検討の余地はあるということは、可能であるとい

うことと考えてよろしいんですか。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） 申しわけございません、答弁漏れでございます。 

 作業所につきましてでございますが、中之郷の作業所は、事業費が4,480万円を予

定されております。国・県が４分の３の3,360万円の予定、法人が４分の１の負担で、

町が法人負担分の半額の560万円を予定しております。 

 大谷につきましては、事業費が3,500万円、国・県が４分の３、法人が残りの４分

の１の875万円、町がその半分の437万5,000円を予定しております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 預かり保育の延長につきましては、全体の保育所、幼稚園

の入園入所申し込みの状況も鑑みながら、判断しなければならない問題もあるかと
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思いますし、延長保育というのか預かり部分について、例えば、保育所ニーズの中

にあっても、短時間で済まれる方もいらっしゃるかもしれませんし、そういうよう

な状況全体を見きわめて判断すべきことがあると思いますので、今現時点では、す

ぐできるとかできないという話には、なかなか困難かなと思います。 

 そうしてもう１つは、預かりをすることによって、当然人員体制の整備も必要に

なってございますので、全体的に、やはり幼稚園、保育士、教諭の確保が困難な状

況の中でありますので、そういう中で町全体で見ていかないと、次の段階へ進むの

は困難かと考えております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは質疑をさせていただきます。 

 議第52号、日野町立認定こども園の設置等に関する条例の制定について、お伺い

いたします。 

 幼保連携型認定こども園として、日野町立桜谷こども園を設置されるということ

でございますが、定員は現在では、幼稚園が60名、さくら園も60名というふうにな

っていたと思いますが、こども園としての定数としては何名となるのでしょうか、

教えていただきたいと思います。 

 また、池元議員とも重なるかも分かりませんが、職員体制、また施設整備として

どのような部分が変わるのか。また、現在は合同運営をされておりますが、現在通

園されている保護者への説明状況を、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、議第56号、平成28年度日野町一般会計補正予算について伺います。 

 農林水産業費のグリム冒険の森管理運営事業560万6,000円についてでございます

が、劣化等により、施設修繕経費とお聞きいたしました。当初予算では、修繕備品

等で262万7,000円が計上されておりました。補正と合わせると823万3,000円です。

平成27年度主要施策の成果から見てみますと、コテージ、テラス修繕や、野外ステ

ージ修繕工事費等で1,213万2,720円、平成26年度は、階段補修工事と工事請負費で

914万5,764円でございました。年数がたってくると劣化が進んでまいります。安全

や集客面から考えると、修繕は当然必要になってくるというふうには理解いたしま

すが、今後の修繕計画、工事計画をお伺いいたします。年間の利用者数も、分かれ

ば教えていただきたいと思います。 

 同じく、補正予算の教育費、日野小学校管理運営事業についてお伺いいたします。 

 日野小学校給食室の設計料でございましたが、給食室の改築の概要をお聞きした

いんですけれども、改築の位置を、まずお聞きいしたいと思います。また、予定さ

れている床面積、現在との違いについてお伺いいたします。また、ランチルームは

設置をするのか、太陽光の設置についてもお伺いしたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。福祉

課長。 

福祉課長（宇田達夫君） まず、申しわけございません、先ほどの池元議員の質疑に

ついて、訂正および追加申し上げます。 

 認定こども園の滋賀県内の数につきましては、こども園全体で58施設ございます。

うち、公立が29、私立が29でございます。うち、幼保連携型につきましては、県内

で52施設でございます。内訳は公が24、私立が28ということでございます。 

 ただいま中西議員から、議第52号について質疑をいただきました。 

 幼保連携型の認定こども園ということで、定員につきましては、現在と変わらず

60、60というふうに考えております。 

 職員体制についてでございます。職員体制につきましても、今、合同運営をして

おりまして、皆さん、こどもについて合同運営することによって、今まで１桁だっ

た子どもたちの数が、特に３、４、５歳児につきましては、十数名、20名近い集団

になって、非常に保護者の皆さんからもいい反応をいただいておりますので、その

ようなことで行かせてもらいたいと。職員体制についても、今と変わらず、合同運

営することによって人を減らすとか、そのようなことのないように、しっかりと進

めていきたいというふうに考えております。 

 施設につきましてでございますが、施設も今までどおりということでございます

が、保護者の皆様方からは、一部、保育園児は午後については昼寝をしますので、

静かな環境で、午睡というか午後の睡眠ができる部屋をというご要望をいただいて

おりますので、今後その点については考えていかなくてはいけないというふうに考

えています。 

 保護者の皆様への説明でございますが、８月６日に保護者説明会をしまして、約

２時間近くにわたりまして、保護者の皆さんからご意見を伺いました。その中で、

そういう午睡の部屋とか、そういうご要望もいただいておりましたが、おおむね保

護者の皆様方からは、合同運営でよかったというご意見をいただいておりますので、

そのような形で進めていきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） おはようございます。 

 中西議員より、議第65号の補正予算につきまして、ご質問いただきました。 

 まず、グリム冒険の森の修繕でございます。 

 議員おっしゃいましたように、施設全体が木造の建物がほとんどでございますの

で、大変修繕の方が近年増えてきております。 

 今回補正をさせていただきますのが、２番コテージの屋根の改修と、木工体験施

設の外壁の塗装と建具の改修で、工事請負費で補正をさせていただく予定をしてお
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ります。今後の予定としましては、実は長期的にどれぐらい補修をしていかなあか

んかということで、見てはいただいているんですけれども、まだコテージの方の改

修が、もう１棟改修が必要という予定をしておりますのと、もろもろ利用される方

がいろんなところ、通路を行かれる道路の整備とか残ってはいるんですけれども、

何とか今のところ大きな改修は、その今年度のコテージと来年のコテージの改修、

来年というか今後の、来年とは限りませんけれども、コテージの屋根の改修が残っ

ているというところでございます。あと、もろもろそういった整備が残っていると

いうような状況でございます。 

 これまで修理はしてきたわけですけども、何とか早いうちに整備をさせていただ

いて、利用者の数を維持して、人気を保っているというような状況でございます。 

 利用者の数でございますけれども、ちょっと今正確な数字が手元にないんですが、

１万人近くの利用が毎年ございまして、県内でも県外からも来ていただいて、人気

もある集客施設というふうに、今は保っているというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 日野小学校の給食室に係る分でございますが、位置につき

ましては、現在食材搬入口の方、アスレチック等の施設の側ですが、あの空きスペ

ースの方を活用させていただきたいと考えております。 

 床面積につきましては、現在191平米あるものでございますが、中学校ですと620

食に対しまして512平米ということになりますから、日野小学校の場合は今760食と

いうことで、512を超える面積、550平米ぐらいの範囲の中で納まるのではないかと

思いますが、その現在のところ、そのような想定をしております。 

 ランチルームにつきましては、中学校の場合はそういう広い場所がないというこ

ともありまして、議会のご意見もいただきながらつくらせていただいたわけですが、

日野小学校の場合は、科学教室の前に多目的ルームもありますし、そういったこと

から考えますと、特に現在のところはつくらないという方向で考えております。 

 それから太陽光の方につきましては、国の補助事業を受けながら進めてまいった

わけでございますが、補助事業としては適用するものがないわけでございますので、

現在のところは考えておりません。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） グリム冒険の森のことでございますけど、コテージは６棟あっ

たと思いますけれども、あと１棟が残っているということでございましたけれども、

やはり大変山の中でございますので、大雨が降ったりとか台風ですとか、大変な危

険な状態もあると思いますので、しっかりと安全面に留意していただきたいと思い

ますので、このあと残っている１棟については、すぐに修繕をしなくてもいいとい

うことで、理解してよろしいのでしょうか。 
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 そしてまた学校給食について、小学校の給食施設についてでございますけれども、

太陽光発電を現在のところ考えていないということでございましたが、やはり一緒

にされた方がいいのではないかなと思いますので、補助がつけば、太陽光発電の設

置もするというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 中西議員より再質問いただきました。 

 次年度以降、コテージの屋根の改修が必要だろうというような見込みをしている

というところでございますが、屋根の方のコケがひどくはびこっているというよう

な状況で、今のところ大丈夫ということで、次年度以降に延ばしているというとこ

ろでございます。 

 ただ、その他、手すりとかそういった部分は簡単な補修で対応していくというこ

とで、その大きな部分が残っているというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 太陽光発電につきましては、私どもの文科省ルートの中で

は、なかなかそういうルートがございませんので、総務課の方からのルートでとい

うことで適用を受けて、防災センターとあわせまして、今、審査でもさせていただ

いているところでございます。 

 現在、私の聞いている範囲でございますが、その諸事業そのものが適用がないと

いうことを聞いておりますので、もしあれば、また防災対応とかも含めまして、考

えていけるのではないかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） それでは、重なる部分もありますけれども、二、三点お聞きし

たいと思います。 

 議第52号の日野町立認定こども園の設置等に関する条例の制定についてでありま

すけれども、やはり今年３月、５月20日ごろに法律が成立した、改正が成立したと

思うんですけども、そんな中で、義務教育およびその後の教育の基礎を培うものと

して、満３歳以上の子どもに対する教育ならびに保育を必要とする子どもに対して

一体的に行うということで、そしてまた、全ての子どもに質の高い幼児期の学校教

育および保育の総合的な提供を行うため、改正認定こども園法10条に基づいて、幼

保連携型認定こども園の教育課程の内容に関する基準を策定し、教育を行わねばな

らないとなっているんですけども、もちろん要綱とかそういうようなのはできると

思うんですけれども、このように、教育が余りにも強調されているように私は思う

んですけれども、そんな中で、同法の主務大臣として文部科学大臣、あるいは厚生

労働大臣に加え、新たに内閣総理大臣が規定されていると思うんですけれども、あ
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る、そうした研究者においては、非常に教育について、余りにも幼いときから国に

よる教育の統制が、非常に強まりはしないかという危惧をされている研究者がある

わけでございます。この点については、どういうように思われるのかお聞きしたい

なと思いますし、もし、教育について特にこういう点に変わったという点がありま

したら、そこもあわせてお願いしたいなと思います。 

 また、先ほど来、聞いておりますと、仮に幼稚園対象児が多い中で、少数の保育

対象児となることも考えられますし、また、その逆、今の場合は、保育所児が多く

て、幼稚園対象児が少ない。同じ園児で、園児として、こういう教育とか指導がで

きるのかどうか、非常に難しいなという思いですけれども、そこら辺については、

どのように考えておられるのか。 

 また、この入園資格といたしましても、満３歳以上の子ども、および満３歳未満

の保育を必要とする子どもを対象とせよということでありますけれども、その点に

ついては、今のところどうなのかということをお伺いしたいと思います。 

 保育料については、先ほど来質問がありましたので、結構です。 

 また、議第55号、日野町企業立地促進条例の一部改正をする条例の制定でありま

すけれども、この中で、アの標準作業分類に掲げる大分類の製造業や、イの情報通

信業については、中分類全て含まれておりますけれども、運輸業、郵便業、これは

ほかのは関係ないんですけど、中分類には関係ないのは、募集というのかそういう

立地条件に入らないということでしょうか。 

 また、エについても、学術研究専門サービス業において、この中分類で学術開発

研究機関のみとなっておりますけれども、あとのやつはもうそういうようなのは、

関係ないということを理解していいのかどうか。 

 それから議第56号、平成28年度日野町一般会計補正予算でございますけれども、

財産管理事務について、旧集落の財産の売却に関し、売却についても補助するとさ

れておりますけれども、ほかにもいろいろ他集落もあると思うんですけれども、そ

うした割合はもう決まっているのかどうかということを、お伺いいたします。 

 教育費につきましては、先ほどお話がありましたけども、日野小学校の給食室の

改築でありますけれども、跡地の利用は、やはりそういう入学児童が多いので、そ

ういう教室として使用されるのかどうなのかということも、お聞きしたいなと思い

ます。 

 もう１つは、平成27年度決算の表にはないんですけれども、実質収支比率であり

ますが、26年度におきましては7.5パーセントであり、また27年度においても、多分

基準財政規模が五十五、六億だとしますと、6.8パーセントぐらいだと思われるんで

すけれども、そうした中で、もう少し何かの政策として経費に当てることができな

かったのか。 
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 なかなか難しいと思うんですけども、今年の実質公債費比率につきましても、健

全財政といいますか、２パーセントずつ、3,000円か下がっている。そういうところ

はいいんですけども、やはり単年度の実質収支比率につきまして、いつも言うんで

すけど、五、六パーセントぐらいが一番ええのかなと思いますけども、何かもう少

し使い道はなかったのか。使い道というたらおかしいですけども、なかったのかお

尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、東 正幸君の質問対する当局の答弁を求めます。教育次

長。 

教育次長（古道 清君） 認定こども園にかかる教育部分の見解でございますが、現

在、学校現場というのか、就学前、就学後も含めて言われているのが、保幼小の接

続ということが大変重要視されております。小学校１年に入っても、なかなか落ち

着いて学習、集団の中になじんでいけないとか、そういうようなことが大変問題と

なっておりまして、地域、家庭だけでは、そういう力がなかなかつきにくくなって

いるような状況があるんではないかと思います。 

 そういった中で、就学前教育をどうするかというのが、大変大きな課題となって

ございます。そうした位置づけの中で、認定こども園につきましては、教育基本法

上の位置づけとしましては、公の質を有し、教育を受ける者の心身の発達に応じた

体系、組織的な教育を行う、そういうような中で位置づけられておりまして、学校

教育法の中で幼稚園、認定こども園法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の中では、幼保連携型認定

こども園というのが、学校教育と保育を提供する施設として位置づけられています。

そういった中で、教育の中で体系づけられているということでございます。 

 ということで、文科省、厚労省、それから内閣府と、内閣総理大臣ということで、

三者ということでありますが、内閣につきましては、それまで縦割り行政といいま

すか、そういうような中での、連携のかなめとしての役割を位置づけているんでは

ないかというように見てございます。といったことで、共通した就学前教育ができ

るようにという見解のもとで、そういうような位置づけがされているというように

解釈しております。 

 それともう１つは、今後中教審が今現在審議されているわけでありますが、幼児

教育では、自己制御や自尊心などの非認知能力の育成を重視した教育内容の見直し

を図るとなってございまして、そういった意味での変更点というか、さらに高めて

いこうという流れにあるという意味で、そういう位置づけにあると思います。 

 具体的に申しますと、健康、人間関係、環境などの５領域をもとにして、幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿として、自立心や協働性、道徳性、規範意識の芽生

えなど10項目を示す中で、５歳児後半の評価の手だてをつくりながら、小学校教諭
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と共有することで、保幼小の接続が図られるというような考え方で変わっていくと

いうような方向にあると考えています。いわゆる、自然とできる力というのか、そ

ういうようなものではないかと考えております。 

 後半の部分のお答えさせていただきます。 

 日野小の給食室の跡の利用ということでございますが、現在、日野小学校、町内

の半分の児童を抱える学校として、大変重要な位置にございます。年々、やはり特

別支援を必要とする児童が増えているというのか、これは全国的な傾向と同様であ

りますが、そういうような中で、特別支援に要する部屋の確保というのは、大変課

題となってございます。現在もございますが、やはり従来の教室を間仕切った状態

でしているということで、大変音が漏れやすいとか、そういった意味では、支援児

さんの落ち着きの問題とかに影響も及ぼしているということで、そういった意味で

のきちっとした教室があればという思いはございますし、通級指導教室もございま

して、通常学級に通いながら、特定の時間だけが特別に１対１で指導受けていくと

いう、そういうような教室が今、桜谷で運営しているわけでございますが、それに

つきましても、定員というのか、解消できるぎりぎりの線いっぱいでございますの

で、さらに増設要望等もあるという中で、日野小学校で通級指導教室ができれば、

そういうような形でかなりのニーズの解消にもなっていくのかなという思いを持っ

てございますので、特に特別支援を要する部分での教室に利用できればという学校

からの要望がございます。ただ、詳細につきましては、さらに詰めていく必要があ

るかと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） 議第52号について、ご質問をいただきました。 

 まず、同じ合同運営をしているわけですが、その中で、幼稚園児なり保育園児な

り、どちらかが多かったり少なかったりということで、うまくいくのかというのよ

うなお話でございますが、現在の合同運営のいろんな内容をお聞きする中では、幼

稚園児で早く帰る子どもさんは、何か子どもたちの間では、わくわくさんというこ

とで、保育園児は昼寝をするので、星を見るきらきらさんというふうに呼ばれてい

るらしいんですが、そんな中で、子どもたちの中では、わくわくさんは早く帰るん

やとかということが、うまく合同運営の中で浸透し、最初いろんなことも議員ご指

摘のように心配もあったかと思いますが、現在はうまく子どもたちの間でも、また

そこにいる保護者なり教員の中でも、うまくいっているというふうに聞いておりま

す。 

 続きまして、こども園法11条での入園資格でございますが、３歳以上３歳未満で

保育の必要な子どもって、当町ではどうかということでございますが、当町におき

ましては、０歳児から２歳児までは保育園舎の方で預かり、３歳児から５歳児は幼
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稚園舎で預かるというふうに、全て預かるというふうなことで考えております。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 東議員の方から、企業立地促進条例につきまして、

ご質問いただきました。 

 議員おっしゃるとおり、大分類ということで、アならびにイについては、大分の

製造業および情報通信業ということで入れさせていただいていますが、ウおよびエ

につきましては、例えばウにつきましては、運輸業、郵便業というのが、いろんな

業種を含んでおります。例えば、鉄道とか船舶とか航空機とか、ちょっと日野町の

工業団地とかへ誘致するには、どうかなというような部分もありましたので、その

中から、道路貨物運送業という形、および倉庫業ということで、実態に即したよう

な形で、小・中分類を選ばせていただいたということでございますので、ご理解よ

ろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 東議員から、まず２点ご質問いただきました。 

 まず、１点目の議第56号、一般会計補正予算の総務費の財産管理事業に関連しま

して、いわゆる旧部落有財産の扱いということで、他の地区との関係でご質問いた

だきました。 

 まず、旧部落有財産、今回処分をさせていただきますけれども、といいますのは、

昭和の時代に１町６村の合併以前の旧日野町において、昭和３年当時に旧日野町内

の部落有財産である土地について、旧日野町、町として統一した基準を決定された

取り扱い方法に基づいて、現在も日野、今の町としても継承している土地財産の取

り扱いでございます。 

 この旧日野町における旧部落有財産については、一定筆ごとの目録もございます。

今回の松尾３区地先の土地につきましても、この部落有財産に該当するということ

で、これに基づいて補正予算を提案させていただいているところでございます。 

 そしてお尋ねございました、それ以外の町内の今現在の日野町の地区ということ

のお尋ねやったと思うんですけど、これにつきましては、今申し上げました旧部落

有財産の定めについては、旧日野町に係る分でございますが、いわゆるそれ以外の

地区につきましても、本来の所有者は各自治会等であった土地でございましても、

土地登記の名義が、登記が大変やとか、そういうことで、いわゆる寄附採納等によ

って日野町に寄附をされたと、そういうような土地があるかと思います。このよう

な土地につきましては、現在では、土地の登記ができる地縁団体というのを設立さ

れてございます各自治会さん等につきましては、今申し上げましたような土地につ

いては、土地が日野町になった名義の事情をお聞きして、相談の上、対象となる土

地については、無償で譲渡を行うということで進めをさせてもらっているところで
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ございます。 

 そういうもの以外につきましては、先ほどの旧部落有財産、旧日野町の部落有財

産に同様にならいまして、そういう土地名義料と管理料とそういう名目もありまし

て、そういうものを処分がされた場合には、９対１ということで、地元自治会さん

に９、日野町に１という割合で、慣例上させていただているというのが実情でござ

います。 

 それから２点目に、27年度の決算に関係しまして、実質収支についてお尋ねをい

ただきました。 

 おっしゃっていただきましたように、平成26年度の実質収支につきましては、比

率は7.5パーセントでございました。27年度は、少し下がりまして6.8とおっしゃっ

ていただきましたが、6.7パーセントということになっているところでございます。

普通会計の平成27年度の標準財政規模に対する比率ということで、6.7パーセントと

いうことになりました。26年度の決算で、実質収支比率が高いというご指摘も、ず

っと受けているところでございまして、３月補正で一定のチェックを行い、不用額

の精査に努めてきたところでございますけれども、１つは27年決算でいいますと、

歳入で町税が予算額、予算現額に比べて5,000万円ほど多く収入があったこと。また、

地方交付税で7,000万余り多く収入があったこと。そういうこともございまして、一

般財源のベースで足しますと１億7,000万ほどの収入不足なったと、そういうことも

ございました。 

 また、歳出では、不用額が２億1,000万ほど出ているわけでございますけれど、こ

れにつきましても、３月補正で一定のチェックを行いましたけれども、実質、実際

には実績見込みが難しい医療費とか扶助費とか、そういうものの歳出割合が増えて

きてございますので、そういうものが精査をしましたけれども、一定程度不用額が

出たと、そういうことになってございます。 

 しかしながら、実質収支が6.7というのは、おっしゃるように、それぞれの自治体

で考え方の差異もありますけれども、一般論といいますか、一般的に言われていま

すのは、３パーセントから５パーセント程度が望ましい範囲と言われてございます

ので、今後もさらにしっかりと、決算を見込んでの精査に努めていきたいと思って

います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 先ほども、認定こども園でございますけれども、やはり気にな

るのは、質の高い幼児期の学校教育ということで、具体的にどういうものがあるか、

ちょっとまた僕らでは分かりませんけれども、やはり小学校行くのに絶対字ぐらい

覚えようとか、ちょっとぐらいの計算はできるようになるとか、そういうようなこ

とではないでしょうか。もしできたら、お願いしたいんですけれども。 
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議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 教育の質ということでございますが、いわゆる、冒頭申し

上げました、どのように就学前から義務教の期間を見通して育てていくかという面

を見通した教育ということが今、主眼となってございます。ですから、小学校１年

のときに字が書けてなあかんとかそういうことじゃなくて、自分からやり遂げる、

学んでいける力であったりとか、周りの人と協調してやっていけるような力とか。

いわゆる、先ほど言いました非認知能力や自尊心という意味の部分で、高めていこ

うという考え方がございます。 

 ですから、その辺について、もう少し踏み込んだというのか形に、今後なってい

くというところになろうかと思います。 

 先ほど来、人間関係とか健康とか環境など、そういうような部分でございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 私からは、補正予算案の概要について、３点ほどお伺いしたい

と思います。 

 企画事務事業の近江鉄道日野駅舎改修事業に伴い、補助金3,120万を計上されてお

ります。補助金3,120万と地方交付金、これ2,000万を足すと5,120万となります。こ

のことに対して、近江鉄道さんの方の補助というのか、近江鉄道さんの方から出さ

せるお金というのはあるのかないのか。また、近江鉄道さんとのいろんな協議を重

ねる中で、何回も、８回ほど会議をされていると思うんですが、それから何か進化

したことがあるのかどうかということと、町から要望されていると思うんですが、

そのことも飲み込んでいただいているのかどうかということも、お聞きしたいと思

います。 

 ２点目に、道路維持補修事業ということで、行政懇談会の中で、緊急性の高い道

路の維持補修を行うという1,111万2,000円。これは緊急性の高い道路ということで、

どのような基準を持たれて、高い基準のところを選ばれているのかをお聞きしたい

のと、場所と金額を教えていただければありがたいと思います。 

 ３点目に、同じく土木工事等補修事業の145万7,000円の、これも場所と金額が分

かれば教えてほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ５番、谷 成隆君の質問に対する当局の答弁を求めます。企画

振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、谷議員の方からご質問いただきました、日

野駅改修整備事業補助金関係でございます。 

 補助金につきましては、先ほどおっしゃっていただきましたように、地方創生交

付金事業の加速化交付金という中の2,000万を充てさせていただくのと、今回補正さ
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せていただきます3,120万という形でございます。当然、近江の所有の建物でござい

まして、これにつきましての改修という部分についての、町の方から補助をさせて

いただくというものでございます。 

 おっしゃいますとおり、実際に近江鉄道の方からの、実際のこの負担金という部

分についての協議は整っていない部分でございます。 

 ただ、近江さん自身が、今年度の予算というのが全く上がっていない中で、こち

らの方も進めていくという分でございますので、もう少しその協議を詰めていく部

分があるかなと考えています。 

 独自でいろいろ事務、駅の方の機能は、近江さんの方で独自でされるのでござい

ますので、それにつきましては、自分の方でされるということなんでございますけ

ども、今言いましたように、補助金を出す分についての、近江の負担についてはど

うなかという部分につきましては、直接的な建物についての補助というのは、負担

というのは、現在向こうの方、予算はないんですが、ただ、改修に伴う部分も含め

まして、電気設備の移設等がございますので、それ自体が1,500万云々という大きな

金額がかかるという部分もございまして、その辺も含めました全体として考えざる

を得んのかなということで、もう少し協議を詰めていきたいというように考えてお

ります。 

 また、町の方からの要望といいますか、ということでさせていただきまして、谷 

議員もご存じのとおり、この駅の分につきましては、日野駅利用促進活性化懇話会

ということで、地元の方々をはじめ、皆さんでご協議をいただきまして、一定、再

生を基準とした方式での改修をしたらどうかということで、ご提案をさせていただ

きました。当初、近江さんとしては、若干難色を示しておられたんでございますけ

ども、その辺の地元としての言い分については尊重させていただきたいということ

で、それについてはご了承いただいて、その方向で進めたい、進めるということで

話をさせていただいております。 

 今、まだもう少し実施設計の方を詰めていく段階でございまして、一部やりとり

もさせていただいていますけども、できるだけ日野駅利用促進活性化懇話会の中で、

ありてい示させていただいて、決めさせていただいた部分に沿うような形で、こち

らのとしても折衝させていただいているというところでございまして、もう少し細

部変わる部分については、地元の方ともやっぱり相談をさせてもらいながらという

ことで考えています。現在そんな状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） おはようございます。 

 谷議員から、補正予算案の道路維持補修事業に対する質疑の方をちょうだいいた

しました。 
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 15ページの道路維持補修事業の1,111万2,000円につきましては、需用費で531万

2,000円、これは主に修繕費ということで、道路の小さな負担であったり、そういう

ふうな小さなものの構造物の修繕工事の方を予定しております。 

 そして、工事請負費につきましては、舗装補修であったり、もう少し大きな金額

でまとまった補修をするということで、両方の費目につきましても、道路の維持補

修ということで予定をしています。 

 今回、６月、７月から始まっています行政懇談会の方でございますが、かなり要

望箇所の方も、小さなものから大きなものまで、いろんなご要望いただいてまして、

建設計画にかかわるもので、現在267件ほどのご要望をいただいていますので、その

中でも、この部分につきましては、修繕として速やかにしなあかん、危ないことで

あったり、そういうふうなところを主に、行政要望が出たところから、そこらを見

て、執行していきたいなというふうに思っております。 

 ２点目の、土木工事費等補助事業でございますが、これは各集落で維持管理をし

ていただいています里道であったり水路である、そこの補助金でございます。 

 当初は、毎年10月ごろに、前年に聞かせていただいて当初予算を計上するわけで

ございますが、それ以降、新しい年度になって地元さんからの要望があったことに

ついて、また補正で、今回上げさせていただいて見ています。 

 まだ発注されていないところを含めますと、11ヵ所程度の集落の方も予定してお

りまして、そこで執行していただきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 今も日野駅の補修改修事業の、まだこれからも協議をされてい

くと思いますので、十分またこちらの要望も向こうに伝わるように、あとはよろし

くお願いしたいと思います。 

 今、道路の維持補修事業ということで267件、これ、緊急性と書いていますけど、

この緊急性という言葉を聞くだけで、ただ修繕費ということで理解したらよろしい

ですか。 

 箇所的には、もう267ということで、たくさんあるということなんですが、土木工

事補修事業の11ヵ所も、場所的に分かればちょっと教えてもらいたいんですけど。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 先ほど申しました、建設計画に絡む分で二百六十何ヵ

所ございますが、その中でも県道であったり町道であったり、いろんな補修がござ

いますが、補修では55ヵ所程度、小さなものから大きなものまで要望を聞いており

ますので、そこの対処にさせていただきたいと考えています。 

 そして、土木費補助の方でございますが、11集落ほど聞いておりますが、まだ具

体的に計画の上がっている部分であったり、補正がついてから事業計画そのものが
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上がってまいりますので、現在松尾２区さん、内池東さん、下駒月さん、野出さん

とかそれぞれ聞いておりますので、その中が今現在11ヵ所というふうに把握をして

いるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 緊急性ということを、単なる修繕じゃないのかと。 

建設計画課長（望主昭久君） 緊急性につきましては、溝が欠けて、ふたが欠けてい

たり、その辺、通行安全に支障が出るとか、その辺のところにつきまして、補修の

方ですぐに対応したいというところが、緊急性ということで思っております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 分かりました。ほなまた確認させてもらいますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） それでは、大きく３点について質問させていただきます。 

 議第50号の、滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について、質問をさせて

いただきます。 

 交通災害共済が、平成29年度の加入募集をもって廃止となります。加入率の減少

というふうに聞いておりますが、そのようになった要因は何かということで、お伺

いをいたします。 

 次に、日野町における現在の加入者数、そして加入率というのはどうなのかとい

うこと。そして、交通災害共済が終了することによる日野町への影響、そして町民、

加入者への影響はどうなのかというところを、お聞かせ願いたいと思います。 

 そして、廃止後の２年間の見舞金の請求はできるのかというところも、お聞かせ

願いたいと思います。 

 そして、交通災害共済が終了することによる収支決算はどうなのかということも、

お伺いをいたします。 

 ２つ目に、議第55号、日野町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、お伺いをいたします。 

 今回の条例改正は、５年の期限の延長のための更新されるのですが、要件の拡大、

緩和といった条例改正がされますが、今回の企業立地促進の狙いは何かというとこ

ろを、お伺いいたします。 

 ３つ目に、議第56号、平成28年度日野町一般会計補正予算について、２点ほど質

問いたします。 

 公園管理運営事業の大谷公園に、キュービクル式高圧受電設備を設置するという

ことであります。これを設置する要因は何かというところを、お伺いいたします。 

 次に、幼稚園管理運営事業は、西大路幼稚園が来年４月から３歳児保育を開設さ
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れるための改修とお聞きしております。 

 その中の工事請負費、備品購入費の内訳内容について、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。住民

課参事。 

住民課参事（山田敏之君） まず、議第50号の、滋賀県市町村交通災害共済組合の規

約の変更に伴います、平成29年度の日野町での加入者数でございますが、平成28年

３月31日現在での加入者数は9,183人で、加入率は41.3パーセントまで減少してまい

りました。 

 そして、２つ目にいただきました加入率の減少の要因でございますけれども、考

えられます要因としましては、自治会加入の方が多かったわけでございますけれど

も、自治会の組織率の低下でございますとか、県内では、個人情報保護の導入によ

りまして、金融機関での取り扱いが中止になってきたというようなこともございま

す。そういったことでの個人加入が増えてきたということで、また民間の傷害保険、

あるいは共済制度が普及してきた、こういったような点が大きな要因でございまし

て、そういった収支の悪化によりまして、会費の一部を積み立ててまいりました交

通災害共済基金の取り崩しなどを行いながら運営を行ってきた。そういったことに

よって、廃止に迫られたと申しますか、廃止に至ってきた経過が、大きな要因であ

ろうというふうに思っております。 

 そして、日野町での、交通災害共済を廃止することにつきましての影響でござい

ますけれども、日野町では、今申しましたように、約４割ぐらいの方、40パーセン

トぐらいの方がお入りをいただいているわけでございますけれども、同じように民

間の保険等も普及をしてまいりまして、かなり率としましても低くなってきており

まして、そちらの部分では、ホームページ等でもその内容につきまして周知をさせ

ていただき、また、来年２月には、平成29年度の加入の募集を全世帯に送付させて

いただきます際に、交通災害共済は平成29年度をもって最終募集といたしまして、

平成31年度をもって廃止させていただく旨のお知らせも、添えさえていただくこと

にいたしておりまして、そんな大きな影響というのは、ある程度抑えられるのでは

ないかなと、そんなふうに考えているところでございます。 

 そして、廃止後の見舞金でございますけれども、共済加入期間中に事故に遭われ

た場合は、交通事故の発生より２年間適用することになってございまして、例えば、

平成30年３月31日に交通事故に遭われた方の見舞金の請求期限は、平成32年３月30

日までということになるわけでございますので、２年間、行われるということでご

ざいます。 

 そして、終了につきまして、その終了の決算はどうなるのかと、こういうことで

ございますが、今回は事業が終了することの規約の改正をお願いしておりまして、
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平成31年12月の議会で、財産処分でございますとか、平成32年３月31日付の組合解

散につきましては、改めて各市町の議決をいただく必要がございます。その際に、

共済金の積立金、出資金とかございますけれども、それについても改めて協議をさ

れ、そして議決をいただくというようなことになろうかと思いますので、ご理解を

よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 企業立地促進条例につきまして、ご質問いただきま

した。 

 今回改正させていただきます促進条例、本来の目的といいますのは、やはり新た

に優良な企業さんに日野町で立地していただき、雇用環境、これを図るというとと

もに、税収の増により町の方への利益ということも含めまして、今回そういうこと

も含めて、場所を対象となる区域の拡大と業種を増やすということにより、真剣に

進出していただける企業さんを、広く誘致したいなということがございまして、今

回の改正、また５年間の延長ということになったことでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 齋藤議員から、補正予算に係る大谷公園の運営事業の

中の、工事請負費のことでご質問いただきました。 

 キュービックにつきまして、大谷公園に現在ありますので、そのキュービックの

更新ということで考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 西大路幼稚園の３歳児保育の実施に伴います工事請負費で

ございますが、改修ということでございますので、個々の費用を申し上げるという

のはちょっと困難でございますので、中身について申し上げたいと思います。 

 現在、職員室が玄関入りますと右側にございますが、その部屋を保育室にすると

いう考え方を持ってございます。 

 職員室につきましては、その職員室の隣に、保健室、教具庫等がございますが、

そこの部分を職員室に改造していくという考えでございます。さらには、職員室の

前方に教具庫と更衣室があるわけですが、その分については、職員室が狭くなりま

すので、会議スペースとして部屋を設けるというような考え方でございます。 

 そうしてさらに教具庫が減ってまいりますので、中の荷物の整理もございますの

で、若干小さくはなりますが、東側の開口部を使えるようにするということと、外

に屋外の物置を設置するという考えでございます。 

 備品購入につきましては、３歳児保育を実施する上での備品ということで、詳細

まだまだ今後詰めていくわけでございますが、主なものとして現在考えているのも

のとしましては、やはり年齢が低いということで体格の問題もありますので、すべ
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り台であったりとか、あと、３歳児に必要なロッカーであったりとか、当然、教室

には１台ピアノが必要ですので、そういったピアノ、あるいは、プール等の整備、

備品を考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問はしませんが、交通災害共済につきましては、多くの方、

半数近い住民の方が加入されているということもありますので、今後廃止になると

いうことも、きちっと案内をしていただき、また次にかわる保険といったものの情

報提供等も、していただければというふうに思います。 

 そして、西大路幼稚園の方ですけど、３歳保育をしていただけるということは、

従来保護者の要望を応えての実施をしていただくことにつきましては、大変ありが

たいというふうに思います。開始に向けて、今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは３点ほど質問を考えてきておりましたが、谷議員、齋

藤議員で終わりましたので、１点だけ質問をさせていただきます。 

 今回、平成27年度日野町各会計決算審査意見書が出されました。これを見せても

らいまして、一般会計のまとめの中で、実は私が、１回、３月に質問させていただ

いたことが出ておりましたので、もう一度お伺いをしたいと思います。 

 このまとめの中の４番目で、監査委員さんが、建設工事等の指名競争入札におい

て辞退者や失格者が多い場合は、日野町契約審査会において案件ごとの検証を行い、

今後の入札に対する方策の検討を願いたい。また、公共工事の発注者は、公共工事

の入札および契約の適正化の促進に関する法律、これに基づき、入札および契約の

適正化の取り組むことが求められており、日野町においても入札監視委員会の第三

者機関を設置されたいと、この項目だけは、はっきりと設置されたいと指摘をされ

ております。ほかの項目は、皆、研究をされたい、行われたい、検討をされたいと

いうことでございましたが、はっきりここでは、第三者機関を設置されたいという

ご指摘をいただいておりますが、当局のお考えをお伺いするものであります。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（髙橋正一君） 冨田議員さんから、決算の監査委員さんの意見書の中の９

ページ４番の関係で、入札監視委員会の設置についてご質疑をいただきましたので、

お答えをさせていただきます。 

 これは、以前からといいますか、そういうごろにもいただいているところでござ

いまして、入札監視委員会を設置する方向で検討すべきと、そういう監査の意見を
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いただいたところでございます。 

 町の方としましては、この入札監視委員会等の第三者機関を設置する方向で検討

していきたいというふうに、今のところ考えてございますが、その監視委員会の設

置につきましては、さまざまな手法がございます。また、またと言いますか、その

中でも、規模の大きな自治体、小さな自治体によって、それぞれその監視委員会の

設置の方法があるわけでございます。それで、私どもとしましては、その監視委員

会の置き方の中で、１つの案として、監査委員さんの方に今ご提案をさせていただ

いているところで、これから具体的にご提案の詳細をお願いするということで、お

話だけはさせてもらっているところでございますけれども、現在の監査委員さんの

機能の中に、この入札監視委員さんの機能を加えていただけるような方向で、入札

監視委員会としての機能を追加をさせていただければありがたいということで、協

議をさせていただきたいと現在は思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 皆さんよくご存じのように、あれだけの辞退、あるいは棄権と

いうんですか、そういう入札が各社が多いとか、ああいう状況を見ているには、や

はり何かそういう第三者が見る、チェックする機関がいるんではないかなと思いま

すので、自治体の大小ということもあろうかと思いますが、これは日野町に即した

委員会を設けてもらったらいいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いし

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） 私からは、大きく２点についてお聞きしたいと思います。 

 １点目は、議第55号、日野町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでありますが、この条例改正の趣旨は、先ほど齋藤議員の質疑に対するご答弁

のとおりだと思います。 

 この中で、第２条第３号の、対象の地域を拡大するということについては、もう

既に工業団地の残り区画が少ないことから、工業団地以外の地域というのを想定し

ておられるかと思うんですが、じゃ、具体的に、どこのどのような地域を想定して

おられるのか教えていただければと思います。 

 また、この企業立地促進条例第３条を見せていただきますと、既に工業団地とか

に立地されている企業が、たとえ今回の条例改正後に、いわゆる従業員割合の要件

をクリアされたとしても、それは奨励措置の適用にはならないというふうに解釈で

きるんですけども、そのような解釈でよいのか確認させて下さい。 

 それから２点目ですが、議第59号、平成27年日野町一般会計歳入歳出決算につい

てに関連して、いささか枝葉の話で恐縮ではございますが、一般会計決算書のうち、
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歳出第７款・商工費の中で、夏と秋のそれぞれの氏郷まつりの補助金額が計上され

ています。夏が80万円、秋が80万円の補助金ということでありますが、一方、この

補助金交付先のイベント実行委員会が計上している、それぞれ夏と秋のイベント事

業費総額がどれぐらいになるのか、またその中で、財源としての協賛金がどれぐら

いになっているのか、財政援助団体の話になってしまうかと思うんですが、分かる

ようでしたら、参考までに教えていただきたいなというふうに思います。 

 また、氏郷まつりの費用に関連してもう１つ、補助金とは別に、夏と秋、合計で

66万6,680円の委託料が計上されています。決算資料を見ますと、会場警備の費用で

あるとか、草刈りの費用ということが分かるんですが、これは補助金の中に含めて

しまうわけにいかなかったのか、その辺もあわせて伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志君の質問対する当局の答弁を求めます。商工観

光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 山田議員から、企業立地促進条例につきまして、ご

質問いただきました。 

 区域の想定なんですが、現在の、今までの条例におきましては、工場適地という

ような表現の仕方がされていまして、工業団地とかというところを想定されていた

んですけれども、今回、今現在、長年、松尾地先とかで休閑地みたいになっている

状態の場所もございますので、広く、そのほかにも後から造成されたような区域も

ございますので、そういう場所も含めまして、工業地域および工業専用地域という

ことを対象にすることで、またその場所への造成も含めまして、新たな企業の誘致

に結びつくことを想定して、拡大の方をさせていただいたところでございます。 

 また、町内雇用率ということで、今回30パーセントに下げさせていただきました

が、現在、日野町全体の町内雇用率というのを調査いたしますと、大体25.3パーセ

ントぐらいになっておりまして、ちょっと30パーセントはハードル高いのかなと思

うんですけども、改正前の50パーセントからは、要件の方を緩和させていただきま

して、雇用率に鑑みまして30パーセントということにさせてもらいました。 

 ただ、既存の企業さんにおきましては、ちょっと対象の方はできないと。新規に

建設される、建設または増築された場合の、新規に雇用される従業員さんに対して

ということでございますので、そういう形でございます。 

 ただ、イベント実行委員会の決算書につきまして、今持ってきませんでしたので、

後ほど答えさせていただきます。 

 それから委託料と補助金の関係なんですけども、昨年まで、そういう形でガード

マンの費用とか、町で旧代、町の職員が駐車場警備とか対応させていただいたんで

すけども、やはりちょっと現代になってきますと、専門の業者さんやないとそうい

う警備はしていはいけないようなことになってきましたので、その部分を委託料と
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いうことで見させていただいたんですけども、昨年もご指摘いただいた中で、今年

度からは、まとめて補助金として、イベント実行委員会の方へ入れさせていただい

たというような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ２点目に関しては、また後ほど教えていただくということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

 １点目について、ちょっと再質問なんですが、既存立地の企業が対象にはならな

いということで分かりました。そうなってくると、これもご答弁の中に少しありま

したように、現に開発が進めておられる民間開発の部分、１件か２件が対象になる

可能性がありますですね。仮にそういうことだとして、それが対象になって、万が

一その状態が今後長く続けば、限られた民間開発、１件か２件に対して条例改正を

したというような結果になっては、余り好ましくないような気がしますので、同時

並行的に複数の企業立地が進むことが肝要かなというふうに思います。もちろん、

そのための企業立地を進めるための条例改正ですから、この条例改正とともに、い

ろんな地域で複数の引き合いがあることが望ましいと思うんですが、ご当局のその

辺の見込み、考え方はいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 今現在１ヵ所、造成の方を進めていただいておりま

す。そちらにつきましては、今現在５万平米という形で、ちょっと今回のこの条例

の対象にはならないんですけども、引き続いて、松尾地先とか広い場所もまだ残っ

てございますので、そういうところの、今回というか、条例の中では造成について

は20ヘクタール以上となっていますが、そこの部分については十分面積はあります

ので、そういう場所については対象にさせていただきたいなというふうに思ってい

ますので、なかなかそのほかとしては、ちょっとまだ想定はないということで、そ

ういうことでございます。 

 それから、先ほどの決算の方なんですが、平成27年度の氏郷まつり楽市楽座の方

の決算としましては、歳入が255万186円、歳出が253万9,436円で、繰り越しは１万

750円になっています。また、夏の陣の方につきましては、歳入の決算が428万9,163

円、歳出が370万837円で、58万8,326円の繰越金が出ているというような状況でござ

います。夏の陣の方の協賛金は、企業さん個人さんからいただきましたのが238万

4,050円になっております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 具体的なイメージがないということですけども、せっかくの条

例改正ですから、雇用創出のために、この条例改正を生かしていただきますように

お願いして、私の方は終わります。 
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議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は10時55分から再開いたし

ます。 

－休憩 １０時３９分－ 

－再開 １０時５５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、質疑を許可いたします。質疑はありませんか。 

 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは１問だけお伺いをいたしたいと、こういうふうに思い

ます。 

 日程第11 議第56号、平成28年度日野町一般会計補正予算、小学校管理運営事業

についてお伺いいたしたいと思います。 

 施設等々につきましては、先ほど来、質問がありご答弁いただきましたので、違

う観点からお聞きをいたしたいと、こういうふうに思っております。 

 日野小学校につきましては、給食施設の老朽化によりまして移転改修を行うと、

このような説明を受けておりますが、近年におきましての、小学校給食施設等の老

朽化対策として、桜谷小学校、それから必佐小学校に続いての、改築老朽化対策と

して実施されるものというふうに理解をいたしております。 

 その中で、桜谷小学校の給食棟改築時に、それまで議会に設置されておりました

学校給食問題特別委員会での議論におきまして、施設を自校方式、あるいはセンタ

ー方式で行うものか、また調理運営にあたりましては、直営にするのか民間に委託

するのか結論を出ないままでの改築計画であったため、争点となったことがござい

ました。そのことにより、日野町立小学校における給食のあり方懇話会が組織され、

一定の方向が示されました。日野小学校給食施設の改築につきましても、この意見

書に基づいたものと理解をいたしておるところでございますが、それでいいのかど

うかという形もお聞きしたいのと、なお、調理運営につきましては、現行の直営で

の運営になるのか、これについてお聞かせ願いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、髙橋 渉君の質問対する当局の答弁を求めます。教育次

長。 

教育次長（古道 清君） 給食室の改修にあたりましてのご質問でございますが、ご

質問のとおり、桜谷小学校の改築の日程におきましては、一定、日野町立小学校に

おける給食のあり方懇話会において意見をお伺いし、町長が判断をいたしまして、

議会に提案をさせていただいて、ご承認を得て着工という運びになったわけでござ

いますが、日野町の小学校における給食のあり方懇話会の会議結果としてご意見を

いただいたわけでございますが、このときにつきましては、１つは、現行の直営を

ずっとやっているわけですが、それについて現行のやり方がいいというご意見と、
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そして今後のあり方につきまして、桜谷小学校については、そういうやり方でいき

ましょうというご意見であったと思います。 

 それと、今後の部分につきましては、当然、町政の執行については、町長の責任

において判断され取り組まれているところでありますから、引き続き議会の審議を

経て推進されたいというご意見をお伺いしております。そういった中で、桜谷小学

校においても、そういうような流れの中で、議会のご審議をいただいて、改築を進

めさせていただいたのであります。 

 また、なお、少子化の進展等により、町全体の小学校教育のあり方や学校整備計

画を見直す必要が生じたときは、住民の意見も聴取し対応することというご意見を

伺っておるところでございます。 

 今回の日野小学校の改築にあたりましては、こういった中で、いわゆる町長の責

任において判断し取り組むということで、引き続き議会の審議を得て推進するとい

う立場の中で、今議会の中で提案をさせていただいているということでございます。 

 それと、次に、現行の直営での運営になるのかというご質問でございますが、こ

れにつきましては、現状の直営方式ということで考えてございます。これにつきま

しても、当時の議論としましては、現状のやり方がいいのではないか。そこは桜谷

小学校に関しての議論であったわけですが、そういうような方向が踏襲されておる

という考え方で、今のところ考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 今お聞きしますと、その当時における懇話会の趣旨を捉えて町

長提案だと、このような形の話だったんじゃないかなというふうに思います。 

 それでお聞きいたしたいと、こういうふうに思います。その点でのお聞きをいた

します。 

 意見書につきましては、自校運営方式の利点を最大に生かすこと。それには給食

調理員と児童生徒、教職員との顔の見える関係を築くこと。地域とのつながりを重

視して、教育および食育の推進に取り組むこと。また、効率的な運営に努め、一層

の効果を得るようにすること。これが意見書のポイントとなっております。 

 それで、考えてみますと、こういうことじゃないかなというふうに思います。自

校方式にする、直営にする、その意味はここにありますよと、裏返しの言葉じゃな

いかなと、こういうふうに思います。目的がここにあるということです。あくまで、

やることは、それは手段であるということ、自校方式にするとか直営にする。ここ

がポイントになっているわけです。それで、ちょっとお聞きをしたいと、こういう

ふうに思います。 

 今言いましたことにつきまして、現状はどのように取り組みがなされているのか

どうか。ここについて、お聞かせ願いたいというふうに思います。 



 

2-28 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 現状の取り組みでございますが、まず、学校現場におきま

しては、当然自校に給食施設があるわけでございますので、日常的に機会を捉えて、

調理員が児童生徒の間に入っていくということが大事かと思いますし、そのような

取り組みがされております。 

 また、中学校におきますと、ランチルームにおいて、生徒に給食配膳の指導であ

ったりとか、一緒に給食を食べての顔の見える関係というのは、重視して取り組ん

でいただいているところであります。 

 また、小学校におきましては、給食週間を中心に調理員が教室に出向き、給食の

説明をした後で一緒に給食を食べる交流給食なども行っております。 

 さらには、生産者さんとの関係ということで、作付、栽培に関するそういうよう

なお話も聞きながら、食べる物に対してのそういう認識を新たに深めていくような

給食に取り組んでいます。 

 さらには、日野町にも、いろいろなかなか地場産野菜の調達、苦労するところで

ありますが、地域で取れるものを積極的に宣伝していこうということで、例えばジ

ビエの鹿肉料理に関しても、そういうメニューがあるときに職員がインタビューに

出かけ、その成果を、結果を、また新聞形式で児童・生徒に知らせる。あるいは、

日野町でのヨーグルト生産とかもありますので、そういうようなものについても、

出かけて行って取材して生の声を届ける。あるいは、地場産野菜ということであり

ますので、農業委員会さんの方にもいろいろご厄介になっているわけですが、そう

いうような部分でも、きちっと伝えていくというような努力もしております。 

 また、今年の夏におきましては、まだまだ浸透するまでには至っていないわけで

ありますが、親子クッキングという形での、調理員と保護者さん、子どもさんと一

緒にメニューを定めて、一緒にクッキングするというような取り組みしているとこ

ろでございます。現状の取り組みとしては、そのような取り組みをしてございます。 

 それと、効率的な運営という面でございますが、当然、現状人員の中で、どうい

うように効果的に職務を遂行するかという意味では、職員も大変苦労している部分

でございますが、特に近年は、新衛生基準ということで、何かにつけてのチェック

であったりとかが、厳しくなっています。行程の中で、それを必ずしていかなけれ

ばいけないということで、作業数も大変増えてございます。 

 さらには、例えば、家庭でございますと、生ものなくてもそのまま調理するわけ

ですが、給食の場合はそれが絶対許されないわけですので、一旦衛生消毒をして、

さらには服までも着がえて、履くものも変えてということで、常にそういう切りか

えを行わなければならない。さらにそういうような、動きとすると大変流れがしに

くいという部分があるわけですが、そういうような制約のある中で、きちっとそう
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いう打ち合わせをしながら、効果的な動きができて、現員の中で何とか頑張れるよ

うに対応しているというのが現状でございます。 

 また、施設管理におきましては、光熱費水費等につきましても、学校全体でのチ

ェックという形になってはまいりますが、常日ごろ、やはり浪費というのか、漏れ

がないとか、そういうことのチェックもしながら、冗費の節減に努めているという

ところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 近年、センター方式という形のものが、かなり進んできており

まして、そういった意味の中で、日野町は自校方式をとっているわけです。だから、

その意味を捉えて、意味を捉えるならば、食育に関して日野町はやっぱり進んでい

るよと、児童の理解が高いよと、これが出なければいけないわけです。 

 そういった意味の中で、きちっと現場の方が児童たちにそういったことを教えら

れているところが、結局食育なんですけど、そういったことが大切じゃないかなと

いうふうに思います。最大限、やっぱり活用していただく。これが１つかなという

ふうに思います。 

 それからもう１つなんですけど、地場産ということなんですけど、１つ、地場産、

地場産に限定してしまいますと、弊害が出るということもあるわけなんです。ちょ

っと聞いておりますと、現場における調理での作業効率が非常に悪い面があって、

なかなか調理の時間に間に合わすのが大変だという作業も、あるように聞いており

ます。いらいら感が調理員の方に出ている。例えば、キャベツの切る、それからふ

ぞろいのじゃがいもとか、ふぞろいのやつ。こういった形のものにつきましては、

非常に苦労されているということも聞いております。そういったものを考えますと、

必ずしも地場産じゃなくて、先ほど言いました調理の効率的なものにつきましては、

やっぱりそういったものを、取り入れていく必要があるんじゃないかなというよう

な形で考えられます。 

 そういった意味の中で、給食のあり方について、やっぱり日野町は全てに関して

進んでいるよというようなことの部分が出るような形で、ひとつ学校における現場

の調理員の方を含めまして、意見の調整ならびに進展をしていただきたいと、この

ようにお願いを申し上げまして質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 １番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） おはようございます。それでは早速質疑に移らせていただきま

す。 

 私から、大きく３点の質問をさせていただきます。 

 まず、決算審査意見書、監査委員さんがおつくりいただいたこちらの６ページ目
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になります。歳入の収入未済額ということで、平成27年度が収入未済額が１億4,500

万云々ということでございます。昨年度と比較すると５パーセントの減となったと

いうことでありまして、確かに依然として１億5,000万近くこういう状況であるとい

う部分は、解決をしていかなあかんというテーマであるとともに、昨年度と比較す

ると、減ってきているという状況であると思います。そのあたりの経緯といいます

か、現状、そして今年度への対策等について、まず１点目をお伺いさせていただき

ます。 

 次、２点目、議第56号、平成28年度日野町一般会計補正予算について、残り２点

をお伺いいたします。 

 まず１点目、先ほどご質問にもございました、旧部落有財産の補助ということで

168万2,000円、松尾３区のある場所の売却という、それに対して、自治会に対して

補助をするということであると思います。先ほど、総務課長の方から、１対９の割

合で補助金で出すということでありますので、事項別明細書の方も見させていただ

くと、そのようになっておるかと思います。 

 そこで、１つそれに付随しての質問でありまして、そもそもは旧の松尾町の土地

であったというわけで、時代を経て１区、２区、３区に松尾が分かれてきて、たま

たま３区に属したと思います。そういったところに、この補助金自体は、そもそも

は松尾町全体のものだったにもかかわらず、松尾３区に入るというようなことにな

ってくるのでしょうか。そのあたりの取り決めといいますか合意といいますか、そ

ういったものがあるのかないのか、そのあたりを２点目にお教えいただきたいなと

思います。 

 そして３点目でございます。 

 こちらは、企画事務事業、近江鉄道の日野駅舎改修についてお伺いをさせていた

だきます。今回頂戴しましたこの資料の一番後ろに、寄附金ということで合計額

3,000万円ということで募ってくださるということで、私も本当に大事な事業である

と思いますので、頑張らなあかんなと、そんな思いでございます。 

 そこでお伺いしたいんですが、その手法として、ガバメントクラウドファンディ

ングを用いるということでありますが、これについての見通しといいますか概要、

その中でもどういったクラウドファンディングの使い方をして、お金を募集してい

くのかということを、３点目にお伺いをさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博君の質問対する当局の答弁を求めます。副町長。 

副町長（平尾義明君） それでは、決算の報告にありました収入未済額の件につきま

して、私、税等の滞納対策の会長をやらせていただいておりますので、ちょっと私

から報告をさせていただきます。 

 今、監査委員さんから、収納未済額の対策についての決算審査の報告があったわ
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けでございます。 

 今、繰り返しになりますけども、平成27年度の一般会計および各特別会計、なら

びに水道事業の会計をあわせた収入未済額は、対前年度、26年度が２億7,690万でご

ざいます。その差につきましては約900万円減、率にして3.3パーセントの減となっ

たところでございます。27年度末の収入未済額については、２億6,770万程度まだあ

るというふうなことでございます。 

 この中身を見てみますと、一般会計につきましては、27年度が１億4,520万程度の

滞納でございまして、対前年度が１億5,300万程度となっておりまして、その差が約

770万ぐらい減となっているところでございます。この件につきましては、27年９月

に策定をいたしました、日野町の債権管理マニュアルに基づきまして、税等の公債

権にあっては、法令等に基づきまして、督促、折衝、また納付相談、滞納処分を積

極的にやっていただいておりまして、私債権等につきましては、公債権同様に督促、

折衝、納付相談をやらせていただいて、強制執行までは至っておらない状況ではご

ざいますが、鋭意努力をいたしているところでございます。 

 今後におきましても、町内の横断的な組織でございます、日野町町税等の滞納対

策会議におきまして情報の交換など行い、住民負担の公平性の確保を重視し、また

一層の効果的な収納対策の取り組みを今後も進めてまいりたい、このように思って

いる次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 堀江議員さんの方から、議第56号、一般会計補正予算の部

落有財産に関係しまして、質疑をいただきましたのでお答えさせていただきます。 

 そこの、今売却をしようとする土地が、もとをたどれば旧松尾町なり、そういう

変遷があるのではないかというご質問でございました。 

 そういう旧日野町から引き継いだ財産でございますので、そういう変遷があると

ころもあるかも分かりませんが、現状まで、その土地について、地元松尾３区さん

の方で維持管理等をしてきていただいたという土地でございます。そういうことで、

私どもとしては、今の松尾３区さんの方に歳入されるのが適当ではないかというふ

うに思ってございます。そのことについて、松尾３区さんの方に、こういうことで

収入がありますよということで、お話もさせていただいているところでございます

けど、現状のところでは、そういう疑問といいますか、そういうことは聞かせてい

ただいてございませんので、そのような形で適切ではないかと、私は現在のところ

は思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまご質問いただきました、ガバメントクラウド

ファンディング、いわゆる寄附等の話でございます。 
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 事前に説明させていただきましたとおり、目標額としまして3,000万ほど、目標と

して集められないかということで、今、検討させてもらっています。 

 その中の3,000万という目標につきましては、全てがクラウドファンディングばっ

かりということではなくて、町内の方々、縁者の方々含めて、寄附の方を募ってい

きたいというふうに考えております。 

 ご質問ございましたガバメントクラウドファンディングにつきましては、クラウ

ドファンディングと申しますのは、基本的には一般の方もできる、ネットでできる

部分もございまして、いわゆる１つのものを目標達成するために、例えば目標設定

額を100万円とすると、その100万円を90日以内とか、そういう区切って目標額と期

間を区切って、それから返礼を、こういうもの、今のよくふるさと納税されていま

すけれども、いくら頂いたら、こういうことのお礼をさせてもらいますとかという

ような形でやるのが、クラウドファンディングでございます。 

 ガバメントクラウドファンディングも、同じようなやり方なんですが、違う部分

は、目標額があって、目標額達成するまで、ずっと上がり続けられる。目標、もし

くは期間をずっと設定して、目標額いくらになるか分からんけども、その期間、ず

っと募集できる。いわゆる一般のクラウドファンディングの厳しさよりも、若干緩

い形のクラウドファンディングができるということで、ガバメントクラウドファン

ディングという形で、若干税優遇の、補助納税等の優遇の部分も含めながらできる

ものでございますので、そういう形でさせてもらえたらというふうに考えておりま

して、特に返礼につきましては、近江さんとのお話をさせてもらいながら、例えば

１日車掌とかそういうようなのも、当然レール等の文鎮とか、そういうような鉄道

関係に特化したものという形で、協議をさせていただいております。 

 見込みとしましては、非常に、どうだと言われると難しいところがあるんですが、

ただ、とりあえず、いかにＰＲを目立つようにしていくかというのが１点と、それ

からやはり今のＳＮＳを活用する中で、それを知り合いの中でどんどんと広げてい

くということも必要かなというふうに考えております。 

 今、現段階では、このような形で、何とか、税ではなしに、皆さんの志といいま

すかそういうものの中で、協力いただける分については近江さんと協力して、より

よい町の玄関口になるようにということで、ともに検討させていただいているとい

う状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） ３点目の近江鉄道の駅舎改修について、再質問させていただき

たいと思います。 

 今、安田課長の方からご説明をいただいたかと思います。 

 お伺いしたいんですけれど、そのクラウドファンディングも含めて、通常のご寄
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附も含めて、目標ということだと思うんですけども、それが仮に達さない、到達し

ない。結構3,000万、大きな額やなというご認識やとも思うんですけれども、そうな

った場合、それをどういった形で穴埋めをされていくのかというのを、まず１点目

にお伺いさせていただきたいと思います。 

 そして、それにプラスして、クラウドファンディングに関しては、私も過去に立

ち上げた経験がありまして、いかに返礼品を工夫するかというところが、非常に重

要な部分になるかと思います。今回特にガバメントクラウドファンディングという

手法を用いられるということで、いろいろ私も調べてみますと、そのほかの市町村

でも同じような取り組みをなされておられるみたいでして、あるところは、福井城

のある１つの何たら御門という１つの入り口を、当時によみがえるようにちょっと

復元しますと。それのために、目標金額400万円を上げていらっしゃって、インター

ネットで募集をされている。今のところ、それが２ヵ月ちょっとたって、集まった

金額がいくらだと思いますか。14万円です。 

 じゃ、返礼品がどんなものかというのを見てみますと、じゃ、城の何かモニュメ

ントか何かとかそういったものでなくて、ふるさと納税の返礼品の制度によくある

ようなその町の物産品、お肉だったりとかフルーツだったりとか、そういったもの

をすごく用意して、興味持ってもらえるように最大限努力しても、今、２ヵ月たっ

て、インターネット上で集まっているのが14万8,000円という、そんな少額なわけな

んです。ですので、非常にクラウドファンディングというもの、運営するというの

も、すばらしい手法なんですけれども、非常に工夫をしないといけないなと、すご

く感じている次第であります。 

 ちょっと２点目、長くなりましたが、その返礼品の工夫という部分について、私、

これを最初に見たときに、いわゆるふるさと納税制度、返礼品と一緒というんです

か、ほとんど構造的に似ているものだと思いました。クラウドファンディングとい

うのは、返礼品が基本的にある前提で募集されるものですので、そういった中で、

今回、ずっとふるさと納税制度については見送るといいますか、そういった判断を

されてきたと思うんですけれども、今回の手法に関して、それにすごく似ているこ

のクラウドファンディングというのを用いられた経緯と、何が違うのか、ちょっと

そのあたりを、２点目にお伺いをさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまご意見いただきました部分の、ガバメントク

ラウドファンディングとふるさと納税の違いのこと、手法としては、ふるさと納税

とほぼ同じ状況だと思います。ただ、ふるさと納税は、町も今もやっていますし、

同じようにＰＲもさせてもらっていただいていますので、ただ、返礼の合戦をして

いるかどうかだけの話でありまして、ふるさと納税はさせていただいています。 
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 あと、じゃ、このやり方をなぜ選択したのかという部分でございますが、これは

あくまでも、駅という部分をしっかりと皆さんに認識をしていただく。これで大切

なんだという分をどんだけ出していくかということと、それからもう既に町外から

何人かの方が、この日野駅に重要なものがあるといことで、ぜひとも寄附もさせて

もらってもええけども、そういうようなことをするんやったら、その辺、協力させ

てもらいたいという話も聞いていまして、一定、そういうマニア的な方につきまし

ては、ある程度それらしい方がおられるんだなということと、もう１つは、今回返

礼品を云々の話は、クラウドファンディングは必ず返礼品があるので、返礼品をど

ういうものにしようかというのは考えて、今おっしゃったように、一般の特産品み

たいなの、合戦に使っているようなやつ、どうやろうなという検討もさせてもらっ

たんですけども、やはりここはそれについて、やはりやるべきやという思いを持っ

ていただく方からいただこうやないかという部分の中で、結局それに関連するもの

という形でいえば、銘板も１つ候補に今上がっています。だから、いただいた分が

後世に、いわゆる建物の中でどこかに張らせていただくとか、そういう残させてい

ただくというのも、１つの魅力ではないかという話も聞いていますので、それも含

めて検討して、おっしゃるとおり、どのような形になるかは、確かに全国に立つの

で、おっしゃっているとおりなかなか難しい部分でございますが、町としましては、

今言いましたように、町に関係する方、町内の方も含めて、寄附はその分について

は、今の先ほどから出ています日野駅の利活用活性化懇話会の皆さんとともに、こ

の辺についても運動していきたいというように考えておりますので、このような考

えであるということでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 先ほど堀江議員さんの方から質問がございました、部落有

財産の関係で、先ほど一般論として、そういう土地の変遷もあるという可能性もあ

るということで申し上げましたけれども、ここの限定されます、この現在、今回売

買をさせてもらいます土地につきましては、旧日野町のときの土地の目録の中に、

大字松尾乙組ということで、御倉敷地ということで記載がされているものでござい

まして、乙組につきましては現在の３区ということで、この土地につきましては変

遷がなかったという土地でございますので、追加して申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） もう一度、ちょっとお答えがなかったので質問でございます、

近江鉄道に関して。 

 3,000万という金額の設定と、それに達さなかった場合、達さなくてもいいのか、

いや、達さなあかんのやけれども、じゃ、達さなかった場合に、どういう対応を考

えられるのかということを、もう一度お教えいただきたいというのが１点です。 
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 もう１点は私の意見でございまして、この私が調べましたインターネット、これ

はふるさとチョイスという、ガバメントクラウドファンディングばっかりを集めて

いるところでありまして、すごく各地域、例えば、先ほどもありました城の一角を

補修したい。そのために皆さんちょっと募ってくれというのもあれば、例えば、鉄

道関係ですと、養老鉄道というのが岐阜県にあるみたいで、養老鉄道の存続を目指

すために、これ、2,400万目標金額でクラウドファンディングに上げておられます。

これ、５ヵ月間たって今460万円集まっていて、それなりに着実に集めておられるの

かなと思います。 

 先ほど安田課長がおっしゃられた中で、ターゲットをある程度絞って、特に鉄道

マニアの方々とか、本当にその方々に訴求するような返礼品、先ほど、プレートも

もちろんそうですし、何か写真を撮れるとか１日駅長といいますか、そういったこ

とができるとかということは、すごく東京からでも、そういう人はわざわざ来られ

るぐらいの、いい魅力ある返礼品になるのかな。知恵次第で、そういうものはつく

れるのかなと思いますので、引き続き魅力的な返礼品になるように、ちょっと頑張

っていただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 先ほどおっしゃっていただきましたのに、漏れていま

して済みません。 

 3,000万の設定は、説明にもいろいろお渡しさせてもらったのに書いていましたよ

うに、駅全体の中の話で、駅の中に重要なタッグローダーという、そういうような、

日本でも数台、もしくは１台あるかないかと言われるようなものもあるということ

でございますので、それも１つの財産として管理できるようなこともしたいなと。 

 それから、できるだけ、向かい側にあります上屋、上り線にあります上屋も、何

とか保存してほしいという声がかなり多くございまして、それにかなり金額が要る

ようでございます。そうした部分でいいますと、私ども、単年度で云々というの、

ちょっと考えていませんので、できれば３年ぐらいの計画の中で、順次できるもの

については優先順位の中でできないかということで、近江さんとも話をさせていた

だいているというような状況で、全体として、このぐらいの事業規模のものがある

なと。でも、やる順番については、その３年間ぐらいの中で、その必要な緊急度の

方から先にさせてもらうというような形で、計画をしているということでございま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） それでは質疑をさせていただきます。 

 議第52号と議第55号についてお尋ねしたかったんですけど、議第52号は、もう前
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半の質疑でたくさん活発に質疑が出ましたので、議第55号の方についてのみ、お尋

ねしたいと思います。 

 議第55号の、日野町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますけれども、この中で第２条の第２号中で、次のア、イ、ウ、エと書いてあり

ますものを加えるということが書かれておりますけれども、アが統計法第２条第９

項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類の製造業、そしてイ

が標準産業分類に掲げる大分類の情報通信業、ウが標準産業分類に掲げる大分類の

運輸業、郵便業のうち、道路貨物運送業および倉庫業。エが標準産業分類に掲げる

大分類の学術研究専門技術サービス業のうち、学術開発研究機関と書いてあります

けれども、これは具体的にいうと、例えば何業に相当するような企業さんであるか

とか、いくつか例を挙げていただければ、さらに分かりやすいかなと思いますので、

これをちょっとお尋ねしたいのと、もう１つは、第４条第２号および第３号中、日

野町に住んでいらっしゃる方の雇用率ですけど、50パーセントを30パーセントに改

めるというふうに書いてございますけれども、この日野町に住んでいらっしゃる方

という定義の中に、例えば、最近の企業さん、工場などは、派遣業、派遣会社さん

と契約していらっしゃる方が非常に多いわけですけれども、こういった派遣社員の

方の住所地も含めていかれるのかというようなことも、ちょっとお尋ねしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問対する当局の答弁を求めます。商工観

光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 後藤議員さんの方から、第２条の中の、業種の選定

について、具体的にどんなものがということでご質問いただきました。 

 今までは、物の製造もしくは加工を行う事業のように、直接供する施設および当

該事業のための試験研究のように供する施設ということで、基本的には製造業、一

般的に製造業といわれるもの、物をつくると、加工するというような業種というこ

とで、今現在、立地いただいています薬品から食品、鉄、それから電線とか、いろ

んなものを印刷も含めまして、製造業という範囲に入ってございます。 

 そこへ情報通信業という、イの情報通信業というのは、例えば、ゲームソフトを

製作する大きな会社とか、データをお預かりするような、そういうようなデータベ

ースの保管のための管理をするような施設とか、そういうようなのも含めて、今現

在、ＩＴ産業といわれるような、そういう業種を新たにお迎えしたいなと。 

 また、ウの方につきましては、現在、町内各工業団地にも、倉庫業、運輸の運送

業の方もたくさん進出していただいています。倉庫業さんの中でも、やっぱり仕分

けとかそういうようなので、60名を超えるような雇用のされているそういう業種さ

んも、企業さんもおられます。そんなことから、想定されるのは、そういうような
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集配というんですか仕分けして、またそこから発送するようなターミナルみたいな、

そういうようなのも含めた業種を想定しております。 

 また、エの学術開発研究機関ということについては、例えば、新規の製品という

んですか、製薬とかそういうようなのを研究開発するような大手のそういうような

施設が町の方へ来れば、例えば、日野町から、そのような専門の大学とか都会の方

でいろいろ勉強を積まれてきた方が、そういうような自分の技能を生かせるような

企業さんが来ていただければ、日野へ戻ってきていただいて、また、就職していた

だけるのではないかというようなことも含めて、入れさせていただいたというとこ

ろでございます。 

 それと、町内の雇用の率なんですけども、対象としましては、正規社員というよ

うな位置づけをさせていただきますので、ちょっと派遣については入らないのかな

というふうに思いますし、規則の方でも１年以上日野町に住んでおられる方という

ようなこともありますので、そのような形で進めていきたいなと思っています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） この新たに加える業種の中のエの部分なんですけれども、今お

話を伺っておりますと、製薬会社などの研究機関とか、そういったものというふう

に伺ったわけですけれども、科学的なものとか理学的な研究とかをやっているよう

な、専門の機関が入ってくる可能性もあるわけですけれども、そういった場合に、

薬品を使用するとか、あるいは血液なんかの検査を行っているような機関が入って

きた場合には、その血液からの感染であるとか、こういったものに対する対処であ

るとか、あるいは動物などを使った実験を行う、そういった機関もここに入るかと

思うんですけれども、こういった場合に、そういった対策といいますか、対応とい

ったところも、既に対処済みなのでしょうか。その辺をちょっとお聞かせ願えます

でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 当然、その業種、業種、専門的な管理という部分も

ございますので、環境面には十分配慮した、そういうきちっとした企業さんに来て

いただいて、町の方も、当然それらの対応をきちっとしていただくということを前

提で、誘致したいなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 当然、既にある条例なども含めまして、そういった環境に対し

ては、しっかり対処していただいているとは思うんですけれども、やはり地域の住

民の方とのトラブルとか、そういったものがあると、その企業さんだけじゃなくて、

町の行おうとしている方針そのものにも影響が出てくると思いますので、その辺は

地域住民の方の理解をしっかり得ていただいた上で、進めていただければなと思い
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ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、私もいつものように質疑に参加させていただき、既

に多くの方々が質問をされました。ただされました点につきましては、できるだけ

除きまして、何点か質問を行わせていただきます。 

 まず、議第53号、特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について。前もって町長に通告をいたしておりますので、この点をお伺いいたし

ます。 

 前回、平成24年９月の今回と同様の減額改正時にも、私は質疑を行っております。

今回の改正は、前回以上に疑問に感じておるところでございます。前回までの減額

改正は、藤澤町長の選挙公約であり、また、平成17年度から平成21年度までの５年

間は、日野町行政改革実施計画集中改革プランの期間であり、特別職のみならず、

議員も職員も減額をしておりました。その後、そのつどの選挙公約でもあり、町長

の任期期間中、平成24年６月まで、また平成28年６月までとなってまいりました。 

 今回の疑問の第１は、去る９月２日の藤澤町政第４期目の所信表明で、特別職の

職員の給与の減額を述べておられず、また、６月21日付、これです、町民への公約

として新聞折り込みをされた藤澤直広さんを励ます会、あたたか日野町みんなの会

のニュースにおいても、減額を掲げておられない点であります。日野町が財政再建

団体であるとか、財政がことのほかに厳しく、行政改革実施中であれば、特別職の

みならず議員も職員も減額しなければなりません。しかし、日野町の財政は、今議

会に報告されています平成27年度決算に基づく日野町健全化判断比率を見ましても、

年々財政の健全化が進んでおります。４年前の減額改正時と比べても、各段に好転

をいたしております。 

 そこで１点目として、なぜ今特別職三役のみの給与減額なのか、町長にお伺いい

たします。 

 ２点目として、平成24年９月の減額改正時にも申し上げましたが、私は、特別職

の給与は、その激務と責任の重さからして安価であると思っております。もっと正

当に評価されてしかるべきと思っております。もっともっと高くてもよいとも思っ

ております。だから、このようなパフォーマンスを、私は決して好みません。そし

て、前回の減額改正時にも申し上げましたが、私は、教育長の年収が校長級の年収

を下回るようなことになってはいけないと思っております。そこで、教育長の給与

の削減にあたって、校長級の年収と比較検討を今回もされたのか、お伺いをいたし

ます。 

 次に、議第55号、日野町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について
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お伺いいたします。 

 この件に関しましては、山田議員、東議員、齋藤議員、後藤議員と、多くの方か

らご質問があったところでございますが、前回の改正時に、５年前の平成23年９月

15日にも私は質疑を行っておりますので、今回も行います。 

 ５年前私は、工場に限った企業誘致促進策は、もう少し古いのではないかと考え

るところでございます。これからは、各種の研修所や研究機関、また健康サービス

業や福祉関連産業を含めた第３次産業、また、1.5次産業といわれる農業、食品関連

産業を含めた農業関係、これら全ての産業を対象とした企業誘致促進策が必要にな

っておるのかなと、こういうふうに思うところでございます。おそくとも５年後、

平成28年の改正時には、ぜひともそのような企業誘致促進条例であってほしいと願

うところでございますと、このように申し上げました。 

 今改正で、私の提案の一部を取り上げていただきました。その点については評価

するところでございます。後藤議員の質問とダブるかもしれませんが、１点だけお

伺いいたします。 

 今回の改正にあたり、先進市町を参考にされたのかなと思いますが、もっと具体

的に先進市町、私たちがよく知る市や町のどのような企業、○○会社や××会社の

企業立地を想定して、第２条の改正を行われるのかをお伺いいたします。 

 次に、議第56号、平成28年度日野町一般会計補正予算第１号について、２点お伺

いいたします。 

 １点目は、民生費の障害者作業所整備補助事業に関連してお伺いいたします。 

 障がい者作業所にお勤めの方から、平成28年から30年にかけて、滋賀県内の多く

の市町が、養護学校の施設からの卒業生を受け入れるピークを迎えると。そしてそ

の中に、高度、重度の障がい者が多くおられるとお聞きしたのですが、日野町では、

どのような状況なのかをお伺いいたします。 

 ２点目は、教育費の幼稚園管理運営事業についてお伺いをいたします。 

 この事業費は、西大路幼稚園の３歳児保育開始にあたっての事業費であります。

私は一般質問で、３歳児保育の町内全幼稚園での実施について、今日まで８回ただ

してまいりました。16期の議員となりましてからでも、昨年12月議会と今年３月議

会にただしてまいりました。ようやく実現となり感無量であります。 

 そこでお伺いいたしますが、提案説明では、職員室を教室に、保健室を職員室に

改修するとのことでありましたが、そうすると、保健室はどうなるのか。また、各

室が狭くなってまいりますが、なぜ増築を考えられなかったのか。また、幼稚園開

園中は、改修工事を行うことができませんが、いつ工事をされるのかお伺いいたし

ます。 

 最後に、議第59号、平成27年度日野町一般会計歳入歳出決算について、１点のみ
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答弁席にめったに立たれることのない会計管理者に、あえてお伺いをいたします。 

 私が町の財政係長であったときの収入役さんは、山村辰雄さんと大野武男さんで

ありました。当時は、バブル絶頂期に向かう自治体の財政好調期であり、収入役さ

んの資金管理次第で預金金利を大幅に増やし、また、一時借入金利子を減らすこと

ができ、収入役さんの腕の発揮できる時代でありました。山村さんが収入役の時代

でありますが、支払いはぎりぎりまでおくらせて、どういうわけか、いつも財政係

長が業者からの苦情処理係、おくらせて、憎まれ役でありました。山村さんと大野

さん、ともに預金は１ヵ月から半年の定期、大口や小口に分けて、少しでも金利の

よいところにと知恵を絞っておられました。 

 平成27年度の預金利子は、43万5,841円とわずかであります。一時借入金はゼロ、

借り入れをされなかったのかと思います。そこで平成27年度の資金管理における資

金運営についての預金の預け入れと、資金枯渇時の一時借入金等の運用をどうされ

たのか、お伺いいたします。 

 また、ご苦労なされたことがあれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、４議案についてお伺いし、明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問対する当局の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 特別職の報酬の削減についてのご質問をいただきました。４年

前にも、こうしたご質問をいただいたところでございます。 

 ご指摘のとおり、私、就任いたしました平成16年というのは、地方財政危機が、

全国でとても大変な時代でございました。特に三位一体改革ということで、地方交

付税がどこまで削減されるのかと、こういうような厳しい時代でありまして、これ

を乗り切るために、住民の皆さんにもかなりのご理解を得て、また職員の皆さんに

もご理解を得て、そのためにも、自らの報酬についてカットをするという判断をい

たし、議会でも、当時いろいろご論議をいただいところでございますが、これをお

認めいただいたという経過がございます。 

 こうした中で、今、一定地方財政については改善をしてきているんではないかと、

こういうことでございますが、確かに、平成16年の地方財政危機といわれる状況か

らすると、平成20年ぐらいから少し交付税が下げ止まり、その後、一定の議論のも

とで、地方財政対策も少し上向いたところであります。 

 しかしながら、この間の民生費をはじめとしたいろんな諸施策に対する経費につ

いては、伸びているというのはご承知のとおりでございまして、決して財政運営が、

平成16年当時のああした状況とはまた違いますけれども、必ずしも余裕があるとい

うことにはならないわけでございます。 

 現在の町実質公債費比率も、毎年毎年低減をしているところでございますが、額

的には、公債費、いわゆる起債の発行残高も、特に臨時財政対策債の発行をしてお
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りますことから、地方債残高自体はなかなか減ってこないと。一般の建設債等につ

いては低減をいたしておるわけでありますが、臨時財政対策債については、なかな

かこれが伸びてきているということでございます。 

 ところが、臨時財政対策債は、今年度地方交付税において措置をされるというこ

とでございますので、これは実質公債費比率の中では、割り引いてといいますか、

削除されて計算がされるので、計数的には、これは下がっていくと。しかしながら、

地方債残高については、これは伸びるというか、一定、微増していくということに

なっているのが現状でございます。 

 そうした中で、そういう臨時財政対策債見合いの、元利償還見合いの交付税措置

が別建てでされるのであれば、これはありがたいわけでありますが、この間の地方

財政対策全体については、そう大きな伸びになっているわけではなくて、したがっ

て、地方交付税についても大きく伸びているわけではないので、地方交付税の総枠

の中で、臨時財政対策債に対する元利償還についても負担をしていかなければなら

ないと、こういうことになりますと、一般的な裁量的経費が余裕があるわけではな

いと、こういうのが現状でございまして、蒲生議員ご指摘のとおり、かつてと比べ

れば、何とか融通をきかせてやることができているというようなご指摘のとおりで

ございます。そして、私も副町長も教育長も、全力で町政運営にあたるという心構

えは持っておるところでございます。 

 そうした中でパフォーマンスというわけでは、ご指摘をいただきましたが、では

ございませんが、必ずしも、現在の地方財政構造が余裕があるというものではない

という状況のもとで、これは三役については、この私の任期の期間については、こ

うした形で削減をさせていただくことによって、現在の状況についての１つのメッ

セージという思いで、今回提案をさせていただくものでございます。 

 特別職についても、激務であるということで、ねぎらいの言葉をいただいたこと

については、大変ありがたく思っておりますが、現在の町財政をめぐる状況という

のは、余裕があるわけではないということを含めたメッセージとして、今回につい

ても引き続き実施をさせていただきたい、このように考えておるところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 西大路幼稚園の改修についてでございますが、現在職員室

につきましては、予定といたしまして、厳密に申し上げますと、教具庫と保健医務

室、そして物入れの３室を、約40平米程度あるわけでございますが、それを統合し

て職員室にするものでございます。 

 そのうち、現有の保健医務室の部分につきましては16平米程度ございますが、今

現在シャワーパンであったりとか、水回りと一緒の部屋という形でベッドも設置さ
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れております。この辺につきましては、水回りを分離するような形で、ベッドにつ

いては、職員室のコーナーに設けていくという形で対応したいと考えております。 

 トータル的に申しますと、現有の保健室をやや下回りますが、同等程度のスペー

スが確保でき、なおかつ職員の目の行き届くところで、保健の対応をさせていただ

くという形を考えてございます。 

 次に、増築について考えなかったのかということでございますが、基本は現有施

設をどう活用するかという観点で考えておりまして、現時点で行きますと、十分そ

の現有施設の中でいけるんではないかという判断をして、改修という形をとらせて

いただきました。 

 次に、工事の時期についてでございますが、今年度におきましては、教室が１つ

空き教室がございますので、そこを活用しながら回していくという考え方を持って

ございますので、園行事も、秋は行事が大変多い時期でもありますので、その状況

も踏まえながら、２学期中には着工して、早期に完了したいという考え方でいって

おりますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 先ほど蒲生議員さんの方から質疑の中で、議第53号の特別

職の報酬の議案に関しまして、教育長と校長職の給与の比較ということでご質問が

ございましたので、資料として答弁させていただきます。 

 現時点での給料額、手当等を基準に、平年ベースで試算した金額でございます。

教育長については、減額後の金額で試算をしたものでございます。教育長につきま

しては、年収額の試算では875万7,900円ということになります。内訳につきまして

は、給与額55万5,000円の12月分で666万円。あと、期末手当は、給料月額の２割増

しした額に3.15月を掛けるということで、209万7,900円ということで、合計875万

7,900円ということになります。 

 それから校長職の方でございますけれども、これは校長職の最高年収は、試算し

ますと888万9,833円となります。内訳は、県内の小・中学校の教諭の給料表の最も

高い給料表が44万8,000円でございますので、これに12月を掛けまして537万6,000

円。あと、この月例の手当として、地域手当が7.15パー分で３万6,007円掛ける12

月。それから管理職手当が、月５万5,600円で掛ける12月分。それから、教員特別手

当が月額8,000円掛ける12月分ということで、これを合計しますと657万1,284円とな

ります。あとそこに期末手当でございまして、給料月額にさらに足しまして地域手

当の加算額ということで３万2,032円。そして役職加算額の７万2,004円の合計に2.6

月分ということで143万5,293円ということと、あと、勤勉手当が同様に、その同じ

基礎額の1.6月分ということで88万3,256円ということで、合計しますと888万9,833

円というふうに試算をしております。 
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議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 議第55号の企業誘致立地促進条例の一部を改正する

条例の制定についてのご質問でございます。 

 具体的に、他市町のということで参考にさせていただいたのは、優遇制度自体が

他市町にどのようなことをされているかということも含めまして、業種の選定とか

も参考にさせていたきながら、日野町にふさわしい製造業以外で追加するんでした

ら、こういう業種ではどうかということで選定させていただいたのが、先ほど出て

おりましたア、イ、ウ、エの４種類、業種になってございます。 

 情報通信業におきましては、滋賀県でもクリエイティブ産業というのの誘致に力

を入れておられまして、ゲームソフトであるとかアニメーション、映画製作とか、

そういう新たなコンテンツを制作するような、そういうような誘致を頑張っておら

れますので、そういう拠点施設となるようなものができないかなということと、あ

わせて、自然災害が日野町は少のうございますので、先ほど申しましたように、情

報データのサーバーとかいうのは、大変地盤的にも堅固のものも必要だということ

でございましたので、そういうような業種を誘致できたらなというふうに思ってい

ます。 

 また、倉庫業は、先ほど後藤議員の方からもご質問がありましたように、工業団

地内にもたくさんの従業員さんが働いておられるような倉庫業というんですか、ご

ざいますので、そういうようなのとあわせて、物流の拠点ということで、トラック

ターミナルとか、そういうような大きな拠点となるような施設が誘致できないかな

ということと、研究施設については、先ほど言いましたように、例えば天文台とか

何かそういうような設備を持ったような研究施設とかが、ちょっとなかなか難しい

かと思いますけども、ということで、研究施設も含めて入れさせていただいたとい

うことでございますので、ちょっとそういうようなイメージをしていただけたらあ

りがたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） ただいま議第56号、補正予算第１号における民生費の、障

害者作業所整備補助事業に関連してご質問をいただきました。 

 今回の整備におきましては、町内の社会福祉法人が新たに開設する作業所の整備

に係る補助について、補正を上げさせていただいております。 

 現在、町内にお住まいで各養護学校に通学されている児童・生徒さんは、小・中・

高等部合わせて33名おられます。また、その中で養護学校高等部を卒業される生徒

さんは、今後29年春に７名、30年春に３名、31年に６名卒業されることが見込まれ

ております。一時的ではありますが、全県的に見ても多くの卒業が見込まれている

ところでございます。 
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 国・県の方針といたしましては、新たな入所施設はつくらないで、地域で生活す

る方向が打ち出されており、その方たちの進路といたしましては、その方に応じた

就職等を、各学校および事業所、市町が協力して検討することとなります。 

 現在の大きな課題といたしましては、その中で、行動障がいと呼ばれる障がいの

ある方が、今後数年間で、６名地域に帰ってこられることが見込まれております。

このことから、この方たちに日中活動の場と暮らしの場を、両面から支えていく必

要がございます。このことについて、事業所とともに町が主体となって進めていこ

うというのが現在の状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者。 

会計管理者（福本喜美代君） 蒲生議員より、資金運営についての預金の預け入れと

一時借入金の運用について、ご質問をいただきました。 

 歳計現金といわれる預け入れにつきましては、基本的には、普通預金としまして

指定金融機関に預けております。また、資金に余裕があると判断した場合は、以前

と同じように、定期として預けております。諸収入の預金利子は、その分でござい

ます。 

 一時借入金につきましては、以前は借り入れをしておりましたが、近年は一時的

に資金が不足するというふうになった場合には、期間を定めて、基金を振替運用し

ております。平成27年度につきましては、財政調整基金から運用いたしました。資

金管理につきましては、収支計画に基づいて計画を立てております。そのためには、

歳計現金の動きを正確に把握することが大事ですけれども、それを把握して見込み

を立てるということは、難しいということは感じております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは２点だけ、再質問をさせていただきます。 

 今、総務課長の方から、教育長さんと校長級との給料を申し述べていただきまし

た。 

 前回４年前は、年収で70万円強の差があったと、こういうところでございます。

今はわずか13万円余りの差と、こういうところでございます。このわずかの差でし

たら、５パーを減らすのを、せめて４パーにでもしなきゃ、そのくらいは埋まった

のかなと。なぜそのくらいのちょっとしたことが思いつかれなかったのか、されな

かったのか非常に疑問に思いますので、その点をお伺いいたしたいなと思います。 

 そして、今、会計管理者からご説明があったんですが、基金を繰りかえ運用して

いると、こういうところでございます。そうすると、基金の利息はどうなってくる

のかな。普通、毎年基金の利息は年度末に積み立てていかねばならんと、こういう

形になります。その点がちょっと分かりませんので、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（髙橋正一君） 蒲生議員から、議第53号に関しまして再質疑をいただきま

した。 

 この条例を改正するにあたりましては、実額といいますよりも、前回との、今ま

での平成24年から28年までの減額の率といいますか実額といいますか、そこを基準

として私どもの方としては考えたということもございまして、この実額での差し引

きといいますか、それで減額の率を重点を置いて考えなかったと、そういうことで

ございますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者。 

会計管理者（福本喜美代君） 蒲生議員の方から基金の利息について、再質問いただ

きました。 

 基本的には、基金はそれぞれ積み立てをしておりまして、決算書38ページにござ

いますそれぞれの基金の利子ということで、積み立ての分を入として見ております。 

 今の借り入れにつきましては、借り入れをする期間が、今までの過去の経過でい

きますと、年度末の１ヵ月もしくは２ヵ月のあたりで、一番資金が底をつくという

状況もありますので、期間を決めて利率を定めてということで、その期間について

は無利子ということで、一般会計の方に繰りかえ運用をしているような状況でござ

います。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 今の総務課長の答弁、もう１つ納得がいかないんですが、前回

ちゃんと私は申し上げていた。教育長の給料が校長の給料を下回らないように言っ

ていました。反対討論もいたしました。そういうのを踏まえていられれば、十分分

かっているはずであった。だから、前回のことを、４年前のことを、先ほどの企業

誘致やらやったら、きちっと企業立地やったら、前回のことを調べて、５年前のこ

とを調べて対応される。なぜ、この特別職の給与の教育長に関しては、前回のこと

を調べて対応ができなかったのか非常に疑問に思いますので、その点、再度お伺い

いたしたいと思います。 

 今の利息の点は、無利子で行うと。それは運用次第ですので、会計管理者の運用

次第で、それはそれでいいのかなと、若干疑問も残りますが、いいのだ、了といた

します。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 特別職のカットについて、４年前にも指摘したのではないかと、

こういうことでございますが、これは行政上出てくる議決の中で提案しているとい

うよりも、むしろ私が、10パーセント削減を、先ほど申し上げました形で、町民の

皆さんへの財政状況に伴うメッセージということで、提案をさせていただいたとこ

ろでございまして、副町長ならびに教育長についても、大変な激務の中で仕事に邁
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進いただいておるということで、ここの部分まで削減することについて、おっしゃ

るご指摘のとおりではあると思いますけれども、この間、こうした形で対応してき

たということから、今回もその同じ対応をさせていただいたということでございま

して、校長職を下回らないことはおかしいのではないかということは、職責上のこ

とからいうと、そのとおりだと、このように思いますけれども、町民の皆さんへの

メッセージということで、今回提案をさせていただいておるところでございますの

で、何分、この点についてはご理解をお願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、最初にいろいろ述べられましたので、簡潔に述べて

いきたいと思います。 

 １つは、議第52号の認定こども園の設置等に関する条例の制定であります。いろ

いろ述べられましたので、１点だけ聞かせていただきます。 

 今回の保育所のさくら園の部分が、定数の設置条例に対して人数が削減、削除さ

れます。といいまして、同時に条例制定では、新たな人数は幼稚園も含めて載って

いません。それは町長が別に定めるという規則か何かに載るんかなと思いますけれ

ども、なぜこういった条例の中に、こども園としての人数を載せられないのか、何

か理由があったら、その点を聞かせていただきたいと、このように思います。 

 それから議第55号の、日野町企業立地促進条例の中で、いろいろお話しされまし

た中で、今現在の現行の条例の中で、第４条の、奨励処置がされる、企業への奨励

金の交付がされるわけでありますけれども、この５年間の中での実績がありました

ら、その点をご報告願いたいと思います。 

 それから、議第56号の平成28年度一般会計補正予算の中で、特に13ページの、財

産管理事業費であります。先ほどから言われました、旧部落有財産の売却に伴う自

治会への支払い補助の部分でありますけれども、この旧部落有財産というのは、日

野町の財産の決算上でいう町の普通財産にあたるのかなと思いますけれども、その

点がどうかということと同時に、こういった旧部落有財産を町の名義としている部

分が、この町の財産の中でどれだけ占めているのかということを、ぜひ聞かせてい

ただきたいと思います。 

 もうあと１つは、以前の旧部落有の経過の中で、日野地区は特にそうでありまし

たけれども、町の財産としなければならんとなりましたけれども、それ以後新たに

他の地域からも、町有地の財産になっているところがたくさんあるわけです。そう

いうところとの違いは、当然あってしかりだと思います。 

 つまり、先ほど言われました９割を地元にお金を返します、補助しますというこ

とでなくて、現在の状況であれば、100パーセント地元へ返しますということに、本
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来なるんではないかなということで、そこの区分けをきちっとすべきではないかな

ということを思います。ぜひ、その点についてご説明願います。 

 あと、駅舎の問題なんかありますけれども、これは除きます。 

 民生費の中で、例の行動障がいの関係です。近江学園で卒業される方が、来年以

降増えてくるということで、その把握されていることは、それでいいと思います。

その中で、作業所も中之郷に設置されます。同時に、来年以降、グループホームを

湖南サンライズあたりで今探されている話も聞きます。なかなか行動障がいという

のは、住民に理解されない部分がまだまだ多いということもあって、単に事業者と

いう、わたむき作業所だけに任せておくわけにいかない。行政としても、当然タイ

アップしていく必要があるんではないかなと思います。このグループホーム設置に

対しても、やっぱり円滑に進めるために、町の支援なんかどのように考えておられ

るのか、ぜひその点、聞かせていただきたいと思います。 

 それから、17ページの教育費であります。幼稚園費の先ほどからも言われました

西大路幼稚園が来年３歳児保育が実施され、それに伴う園舎の整備であって、人数

的ないろんな面がありますけれども、各学区分け隔てなく実施されるということに

対しては、私は評価されるべきではないかなと思います。 

 そこでいろいろちょっと聞かせていただきたいのは、１つは、地域的において絶

対的な幼児数に限界がある中で、やはり教育委員会としては、理想とされる幼児数

は大体１クラス２桁、10名をめどにすべきではないかという話、以前ありましたけ

れども、その考え方は今も変わりないのかどうか。 

 そして同時に、幼児数によっては、４歳児、５歳児を、異年齢を一緒にしてしま

う学級も中にあるんかなと思います。これは、例えば南比都佐でいきますと、４歳

児が９人、５歳児が２人という、これになっておられますけれども、これが具体的

にどう現在されているのか。こういう異年齢学級もあり得るわけでありますけれど

も、今後もこういった考え方は生きているのかどうか、その点、聞かせていただき

たいと思います。 

 また、３歳児保育の幼児数についてであります。これは私たちの鎌掛地区で実施

してもらっていた、運用してもらっていたように、日野幼稚園で３歳児40名です。

この中で、45名ほどおられれば、５名ほどが入れないわけです。その入れなかった

幼児、または、他の地域から希望される方も、全てこの鎌掛の幼稚園に入ってもら

ったわけです。つまり、弾力的な運営をされていたわけでありますけれども、当然、

西大路地域においても、そのようなことが頻繁に行われるんかなと思いますけれど

も、その点についてのお考えを聞かせていただきます。 

 また、３歳児保育についても、１クラスやっぱり10人はどうか。鎌掛の場合が、

最終的に３歳児が10名でピリオドを打って、今年から保育所に変わったわけです。
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つまり、この10名というのは１つのボーダーラインというのか、そこが今でも、絶

えずこの地域の住民も含めて頭に入れておかなきゃならないのかどうか。子どもの

教育上、発達上、この点は崩せないのかどうか。その点についてのお聞かせを願い

たいと、このように思います。 

 最後になりますけれども、議第59号の、平成27年度一般会計補正予算、ならびに

議第60号の国保の特別会計の決算に関連して、１つだけ述べさせていただきたいと

思います。 

 これは監査委員さんが決算審査意見書の中で述べられ、本会議でもその説明がな

されました。この８ページには、そのまとめが載っております。その中で②として、

町税などの未納額解消、滞納整理の項目には、納付勧励や滞納処分を強化し、差し

押さえ処分が行われるなど滞納額の圧縮に努められ、一定減少していることは評価

できると述べられているわけであります。 

 今、私ここで言いたいことは、全国的に特に今、差し押さえの問題が議論になっ

ているわけです。税金などの徴収額の中で、差し押さえ額はどのくらいになってい

るのか。できれば滞納の世帯数、さらに差し押さえ件数、差し押さえ金額、どれく

らいなのか、町税とか国保税で分かる範囲で一度明らかにしてもらいたいと、この

ように思うわけです。 

 当然私は、税金や国保税の高い、安いなどの問題、いろいろありますけれども、

社会制度を維持するために必要なものであるわけです。財産を隠すなどして払わな

い人には、断固としてやっぱり処置が必要だと私は思っております。 

 ただ、問題になるのは、生活や事業の状況によって支払いが困難な状況に陥って

いる人への、ある意味では人権を無視した差し押さえは、大きな問題であるわけで

あります。国におきましても、過剰な差し押さえの制限がなされているわけであり

ます。そういった立場から、差し押さえの状況はどのようなものであるのか、分か

る範囲でご説明も願いたいと思います。 

 最後になりますけれども、当然、滞納徴収にあたっては、訪問も含めた道理を尽

くした滞納整理の業務がなされるのが、当たり前であります。差し押さえに至るま

での手順について、ぜひ分かる範囲でのご説明もお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問対する当局の答弁を求めます。福祉課

長。 

福祉課長（宇田達夫君） まず、對中議員の方から、議第52号の認定こども園の条例

について質疑をいただきました。今回の条例の中で、定数についてでていないので

はないかということでございますが、ご指摘のように、規則で定めさせていただい

ております。この規則で定めることにつきましては、私ども、今回、この条例を新

しく制定するにあたりまして、周辺市町、県内市町の各条例を参考にさせていただ
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きました。その中でされていたのが、このような形が通常であるということもあっ

て、このようにさせていただいたところでございます。 

 また、議第56号、補正予算に関連いたしまして、行動障がいの方の、作業所なり

グループホームということでございます。作業所だけに任せないということでござ

いますが、確かに行動障がいについては、なかなか理解がまだまだ得られていない

というところもございます。そんな中で、設置するにあたりましては、地元への説

明もされているわけですが、そのときにも、法人だけには任せずに、町の方も常に

同行して、お願いの文章についても、できる限り連名でお願いし、また説明にも一

緒に同行する中で、町もおもてに立ってともに苦労するというのか、そういう姿勢

で臨ませていただいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 企業立地促進条例で、この５年間の実績なのでござ

いますが、この５年間では実績はありませんでした。この今の改正で、要件の方の

緩和とかも検討させていただいた中で、今後またこの条例を生かしていきたいなと

いうふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（髙橋正一君） 對中議員さんから、議第56号の補正予算の財産管理に関係

しまして、部落有財産のことでお尋ねをいただきました。 

 まず、この該当する土地は、町の財産としては、どこに入っているのかというこ

とでございますが、いわゆる決算の資料としてつくらせてもらっております、普通

財産に関する調書の中の含まれているものでございます。 

 それから、その町の財産の中で、今回のような旧部落有財産等に類するものの率

はどのくらいかと、そういうお尋ねでございました。これにつきましては、町の名

義となってございます、その土地の一筆ごとの寄附採納されました経過ですとか、

そういうことを確認していかないと、それがそういう名義の登記が大変やから寄附

したとか、その辺の経過をしっかり調べないと、どちらに類するものかというのが、

決めるのがなかなか困難かなというふうに思ってございまして、それにつきまして

も、現在、公共施設の管理計画、および固定資産税台帳ということで、去年から今

年にかけまして整備をさせてもらっている、調査をしているところでございますけ

れども、その辺の中では、一定、そういう経過についても整理ができるのかなとい

うように思ってございまして、現在のところ、どれだけの割合というのが、ちょっ

と整理ができていないという状況でございます。 

 それから、旧日野地区以外の地区での、そういういわゆる旧部落有財産に準じた

扱いの率ということでございますが、これにつきましては、これまで慣例というこ

とで、そのような割合で実施をさせてもらってきたところでございまして、現時点
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では、これが適切な方法ではないかなというふうに思ってございます。また、いろ

んなご意見をお伺いしながら、研究はしていかなければならないと思っています。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 對中議員より、幼児教育における適正な人数はどうだという

ようなご質問をお伺いしたのですけれど、確かに適切な集団としての人数は、必要

な人数が保育に関しては生じるかなというふうに思っております。友達との交流を

通して、もまれたり、それから挑戦をしたり、また友達に憧れを持つといった心情

を育てるということが大事なことでございまして、これまでにも適切な集団は何人

かというような議論もあったかと思いますが、私も４人ぐらいの集団が３グループ

ぐらい、10人から12人ぐらいの集団があるのが、望ましいというふうに考えている

ところでございます。 

 現在、南比都佐幼稚園で２名という５歳児でございますけれども、南比都佐幼稚

園におきましては、やはり４歳児、５歳児の交流も、学級としては４歳児学級、５

歳児学級としてございますけれども、一緒に活動する異年齢の活動ということも進

めておられますし、また、南比都佐幼稚園と、それから西大路幼稚園との合同の活

動も計画的にされておられるという状況でございます。そのときの５歳児ですと、

少ない子どもさんの様子を見ておりますと、やはり新しいとか大きな集団に入った

ときは、もとの園に帰ったときは少し疲れた様子も見られるけれども、２人だけで

しているということよりも、今までしなかったような活動に挑戦してみるとか、ち

ょっと今までは無理やなと思っていたことに取り組んでみるとか、そういった姿が

見られているということでございましたので、やはり適正な人数というのは、ある

のかなというふうには思っております。 

 そして、先ほどから出ております、これからの幼児教育というものを非常に大切

なものと考えましたときに、これまで幼稚園におきましての教育要領の中で、健康、

人間関係、環境、言葉、表現という５領域で進めておりましたが、新指導要領の検

討の中で、育てたい10項目が示されております。その項目を見ておりますと、やは

り友達とのかかわりの中の協働性ですとか、それから社会生活のかかわりですとか、

そして言葉による伝えあいとか、そういったことが10ほど掲げられておりますので、

先ほども東議員が、質の高い教育とはというふうにおっしゃったんですけれども、

これは決して数字、言葉を早く覚えるとか、特別な英才教育のことを指しているの

ではなくて、小学校に上がるまでに必要な、集団としての力がどれだけつけられて

いるのか、どういったことにあるかというふうに思っておりますので、幼児教育に

おきまして、そういった力をしっかりつけていくということが大事であるというふ

うに考えているところでございます。 

 10名でどうだ、この数字はどうだ、ボーダーラインかということでございますけ
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れども、ただ、やはり29年度から町内の全ての幼稚園におきまして、３歳児保育を

実施させていただくということでございますし、３歳児の幼稚園教育ということに

ついても、大変保護者の方からの期待もございますので、その３歳児の重要性とい

うことと、それから幼小連携ということを取り組んでおりますので、やはりそれぞ

れの校区に幼稚園があるということは、大事なことかなというふうに思っておりま

すので、その人数ということと、それから集団としてどうあるかということを、や

はり慎重に考えながら、今後も進めていきたいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま對中議員から、町税等の収納対策、とりわけ差

し押さえに関する部分を含めて、ご質問をいただきました。 

 町税等の収納対策につきましては、先ほど堀江議員からも質問がありましたよう

に、全庁的には、町税等滞納対策会議におきまして、情報交換、あるいは情報共有

をして、取り組みを進めているわけでございますけれども、それぞれ各債権につき

ましては、公債権あるいは私債権という性格がございまして、それぞれの債権を管

理する担当課において、具体的に進めることになるのかなというふうに思います。 

 その中で、町税ならびに国民健康保険税について、私の方から述べさせていただ

きたいと思います。 

 町税等につきましては、基本的には、自主的な納付を促すというのがまず第一に

あるかなというふうに思います。ですから、あくまで納税者自らが収めるというの

は、基本でもありますし、そういうところから入っていくということになるかと思

います。 

 ただ、残念ながら、納期限を過ぎても納付に至らないケースというのは、まま、

あるわけでございますことで、納期限を過ぎますと、次は督促状ということで、こ

ちらの方は法的法令等で定められた措置ですので、督促状を出すということになり

ます。残念ながら、それでも収まらないケースというのもございますので、その次

は、これは法令等で決まったものではないんですけれど、催告ということで納付を

促すということで、通知等をしております。これと並行しまして、訪問徴収という

形で、未納額が増えないうちに早期に対応するということで訪問徴収、こちらの方

は、主に、税務課の方に徴収嘱託員の方を２人雇用しておりますので、この方が中

心に対応していくということで、未納額が膨らまないうちに対応していくというこ

とになります。 

 ただ、それでも再三、催告等で納付を促す、あるいは呼び出しを行っておっても、

やはり何の連絡もない、納付もないという方もございますので、これと並行しまし

て財産調査、主に預貯金になります。それ以外になりますと、保険ですとかあるい

は給与を調べるということで、収入の状況、財産の状況を調べるなどして、次の段
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階に進んでいくわけでございます。ですので、自主的な納付ということになります

ので、この間、大部分につきましては、納付あるいは一度にどうしても納付ができ

ないということもありますので、そういう場合につきまして、分納という形も可能

な範囲では応じておりますので、大部分の方につきましては、このあたりで対処が

していけるのかなというふうにも思います。 

 ただ、収入等の状況も見まして、預貯金もあるし、あるいは一定の収入もありな

がら、なかなか収めていただけない、連絡もないという方につきましては、やはり

滞納処分ということで、差し押さえというふうに、入っていかなければならないと

いうものもございます。 

 件数がどれくらいかというご質問がありましたけれども、現在、町税ならびに国

民健康保険税の滞納者数というのは、複数の税目で滞納している方もおいでですの

で、実数としては1,200ぐらいです。国保税は世帯になりますけれども、大体1,200

ぐらいになります。国民健康保険税につきましては、460ほどございます。この460

というのは、もう既に国保でなくなったけれども、過去に国保税の滞納がある方も

含めての件数になるわけでございます。これらの方に対しまして、催告、それから

訪問なりもしているわけですけれども、どうしても呼び出し等に応じないという方

につきましては、財産調査の結果、差し押さえをさせていただいております。 

 平成27年度の差し押さえ件数を述べさせていただきますと、実数としては47件、

金額でいいますと643万7,502円でございます。こちらの方、複数の税目で抑えた分

もありますので、延べ件数で言うと72件になりまして、このうち町税が58件、金額

でいいますと443万104円、それから国民健康保険税が14件で200万7,398円というよ

うな状況になっております。 

 そういうことで、對中議員のご質問にもありましたように、事業あるいは生活が

苦しくて、なかなか日々の生活も立ちいかないケースも当然ございますので、そこ

はそれぞれ折衝する中で、その人の状況に見合って、先ほど言いましたように、分

納誓約という形で分納に応じるなどもしておりますので、特に過剰な差し押さえと

いうことはないかとは感じておりますけれども、また差し押さえにあたりましても、

一定のルールもございますので、特に給与等については、ここまでは差し押さえで

きないよという部分もありますので、一定、滞納者ではありますけれども、その生

活の状況、あるいは収入の状況も見ながら、その人の生活を困窮に至るような形で

の差し押さえ等についてはやっておらない状況ですので、ご理解をいただければと

いうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますがご異議ございません

か。 
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－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第２、議第48号から議第49号まで（人権擁護委員の候補者の推薦についてほ

か１件）については、人事案件の関係上討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 

 議第48号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり適任と認めるこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第48号、人権擁護委員の候補者の推薦について

は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

 議第49号、日野町教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに

に賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第49号、日野町教育委員会委員の任命について

は、原案のとおり同意することに決しました。 

 日程第３ 請願第８号から日程第５ 請願第10号まで、平和堂日野店の閉店後に

向けた町行政の対応に関する請願書ほか２件についてを、一括議題といたします。

本日まで受理いたしました請願表は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。

朗読を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 請願は、文書表のとおり、総務常任委員会および産業建設常任委員会に付託し、

審査をお願いいたします。 

 日程第６ 議第68号、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、議第59号から議第67号まで、平成27年度日野町一般会計歳入歳出決算に

ついてほか８件についての審査のため、６名の委員で構成いたし、決算特別委員会

を設置し、これに付託するものですが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、議第59号から議第67号まで、平成27年度日野町一般会計歳入歳出決算に

ついてほか８件については、６名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、審査

することに決しました。 

 日程第７ 選第２号、決算特別委員会の委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置いたしました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第６条第６項の規定により、お手元へ配付いたしました名簿表のとおり指名し、選

任いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました名簿表のとおり

選任することに決しました。 

 なお、休憩中に決算特別委員会を開催をお願いいたします。 

 日程第８ 議第69号、日野町立認定こども園の設置等に関する特別委員会設置に

ついてを議題とします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、議第52号、日野町立認定こども園の設置等に関する条例制定についての

審査のため、13名の委員で構成いたします日野町認定こども園設置に関する特別委

員会設置について、これに付託するものでご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議第69号、日野町立認定こども園の設置等に関する条例の制定について、

13名の委員で構成する日野町認定こども園の設置に関する特別委員会を設置し、審

査することに決しました。 

 日程第９ 選第３号、日野町立認定こども園の設置に関する特別委員会委員の選

任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置いたしました日野町立認定こども園の設置等に関する特別委員会の

委員の選任ついては、委員会条例第６条第６項の規定により、お手元へ配付いたし

ました名簿表のとおり指名し、選任いたしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました名簿表のとおり

選任することに決しました。 

 なお、休憩中、日野町立認定こども園の設置に関する特別委員会の開催をお願い

いたします。 
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 日程第10 議第50号から議第51号までおよび、議第53号から議第58号まで、滋賀

県市町村交通災害共済組合規約の変更についてほか７件については、委員会付託を

行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託については、付託案件の朗読を省略し、お手元へ配付いたしました付

託表により、総務常任委員会、産業建設常任委員会、厚生常任委員会および予算特

別委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元に配付いたしました付託表により、

産業常任委員会、産業建設常任委員会、厚生常任委員会、および予算特別委員会に

付託いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 なお、休憩中に、日野町立認定こども園の設置等に関する特別委員会を第２委員

会室において、決算特別委員会を第１委員会室において開催いたしますので、委員

の皆様方のご出席をお願いいたします。 

 それでは、再開を２時といたします。休憩中に、先ほど申し上げました決算特別

委員会、それぞれ審査をしていただき、再開後に委員長、副委員長の報告をお願い

いたします。 

 それでは、ここで暫時休憩いたします。 

－休憩 １２時４７分－ 

－再開 １４時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に蒲生行正君、副委員長に谷 成隆君

を決定していただいた旨の報告がありました。また、日野町立認定こども園の設置

等に関する特別委員会が開かれ、委員長に東 正幸君、副委員長に堀江和博君を決

定された旨の報告がありました。 

 なお、決算特別委員会委員長より、付託案件に対する審査等については、会議規

則第71条の規定に基づき、閉会中の継続審査とすることの申し入れがありました。 

 お諮りいたします。 

 決算特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご

異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、決算特別委員会委員長からの申し出のとお

り、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 日程第11 一般質問を行います。 
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 お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） それでは通告に基づきまして、これより質問させていただきま

す。 

 １つ目の質問は、氏郷まつりについてということですが、氏郷まつりは、夏と秋

に、それぞれ夏の陣、秋には楽市楽座として開催されています。 

 このうち、秋のイベントの方につきましては、武者行列などの蒲生氏郷公を顕彰

するようなプログラムもありますし、またその時期がちょうど農産物の収穫時期で

もあって、収穫祭というような意味合いも感じられますし、そういうことで、観光

や産業の振興に向けた意識づけというか基盤づくりなのかなということは理解でき

ます。 

 一方、夏のイベントにつきましては、開催の趣旨目的がよく分からないというの

が正直なところでして、昨年９月議会の際に、蒲生議員が氏郷まつりに関する一般

質問をされて、それで夏の氏郷まつりの方は、その前身が昭和62年から始まった「火

ふり曳山夜まつり」であることを知りました。また、かつては商店街で実施されて

いた夜市が、そのルーツであったんだということも、また別の機会に聞いたもので

す。そうしたことを考え合わせると、もともと夏のイベントの目的は、商店街にお

客さんが来ていただくと、顧客の拡大を図るということを基本に置きながら、火ふ

りや日野祭といった観光振興の要素を組み入れたものだったのかなというふうに理

解できます。 

 一方、県内の状況ですけれども、昭和40年代ごろから、地域によって当然時期は

まちまちなんですが、県内各地で、行政主導型の夏のイベントというのが実施され

るようになりました。行政主導型といっても、別に行政が直接イベントをするとい

うことよりも、観光協会の事務局を行政が持っているケースが多くて、観光協会を

通じてということ、そういう意味での行政主導という意味なんですが、経験上でい

えば、そうした夏の夜のイベントというのは、まずあたり外れというのがありませ

ん。夏の夜に出かけるきっかけをつくってあげれば、若い人やお子様連れを中心に、

住民は自然にたくさん集まってくるというものだということを経験しています。 

 大事なのは、たくさん人が集まることが成果なのか、あるいはそこから何かにつ

なげていくのかということだと思うんです。それは、多分イベントの趣旨目的次第

だと思うんですが、そうしたほかの地域のイベントの中で、これは随分前のことに

はなるんですが、ある行政の担当職員さんから、これは住民福祉のためにやってい

るんやと。すなわち、住民の皆さんに喜んでもらうためにやっているんやという説

明を聞いたこともありまして、ああ、なるほど、それならたくさんの人が集まって

楽しんでくれたら、それで目的達成しているんやなと当時は思ったものです。 
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 ただ、だんだん近年は時代の変化とともに、イベントの費用や労力に対する成果

効果というものが問われるようになってきて、特に費用というよりも労力、行政や

関係団体の職員も限られた人数でやっていて、その労力、時間とかエネルギーに対

する成果というのを、だんだん求められるようになってきました。 

 そのことから、まず、目的を明確にした上でありますが、その目的に応じてイベ

ントの実施主体を見直していこうという動きは、最近いくつか知っています。イベ

ントの内容を見直すというよりも、目的に応じて実施主体を見直していこうという

動きがあるように見えます。そうした他の市町の最近の夏のイベントの目的、成果、

そして実施体制を明確にしていこうという動き、変化の中で、日野町のこの夏のイ

ベントは、逆にだんだん不明確になってきたようにも思えてしまうんです。 

 そこで、改めて氏郷まつりの、特に夏の陣に関してですが、８つの点でお聞きし

たいと思います。ただし、２番目から７番目の質問は１番目の質問と全部連動した

ものですので、１つ聞いたら全部連動して理解できるという場合もありますので、

あらかじめご了解いただきたいというふうに思います。 

 １点目ですが、そもそも氏郷まつりの趣旨目的は何なのでしょうか。これについ

ては、念のために、夏の氏郷まつり、秋の氏郷まつり、両方について教えていただ

ければと思います。 

 ２点目、なぜ、イベントの名称が氏郷まつりなのでしょうか。 

 ３点目、なぜ、イベント会場が役場の駐車場ということになっているのでしょう

か。 

 ４点目ですが、商工観光課の職員さんが随分汗をかいておられるように見えます

が、なぜ現場の仕事を商工観光課の職員さんがされているのか、その理由を伺いた

いというふうに思います。 

 ５点目ですが、一般会計予算、決算を見せていただくと、秋の氏郷まつりの補助

金は商工振興費で計上されているのに対し、夏の氏郷まつりについては観光費で補

助金が出ています。その違い、その理由は何なのでしょうか。 

 そして６点目ですけれども、製造建設から商業サービス業に至るまで、かなりた

くさんに業種の企業が、このイベントの協賛金を払っておられます。この他業種に

わたって、企業に協賛金を募っておられる理由は何なのでしょうか。逆に言います

と、日野町では、さまざまな団体が住民に協力金とか協賛金を募っているケースと

いうのは結構ありまして、それが必ずしもいいということではないんですが、なぜ

氏郷まつりに関しては、住民や住民団体が協賛していないのか、その理由もあわせ

て教えていただけるとありがたいです。 

 それから７番目ですが、一番目にお聞きしたイベントの趣旨目的に対して、その

成果と効果というのは、何をもって測定されているのでしょうか。教えていただき
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たいと思います。 

 そして最後、８番目は、少し種類の違う質問なんですが、ここまでの質問と連動

としたものではありません。県内各地で夏のイベントには花火が打ち上がります。

この夏の氏郷まつりでも、エンディングの15分間に花火が上がっています。花火の

打ち上げには、保安距離というのがあるかと思うんです。例えば、半径100メートル

の場合でしたら、保安距離の場合でしたら、打ち上げができる号数は３号玉、ある

いはスターマイン１基とか、そういうことが、これは都道府県ごとに違いがあって、

決められていると思うんです。今年の夏の陣を見せていただきますと、スターマイ

ンが３回上がりましたので、恐らく三部構成の花火だということは、３段階以上の

大きさの花火が上がっているのかなと思うんですが、果たして保安距離を何メート

ルで設定して、何号玉までの打ち上げで構成されているのか、これは参考にために

教えていただければと思いますので、以上です。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 山田議員から、氏郷まつりについてのご質問をいただきました。 

 今年８月の氏郷まつり夏の陣につきましても、天候にも恵まれまして、大変たく

さんの住民の皆さんを中心としてお集まりいただき、元気に開催できたということ

は大変ありがたいことであったなと、このように思います。また、花火の時間が約

15分間でございますけれども、これを楽しみに皆さんが鑑賞していただき、今年も

いい花火が上がったものと、うれしく思っております。 

 毎年、こうしてたくさんの皆さんにお集まりいただき、毎年ある人が、今年は多

かったなと、こういうふうに言っていただけるということは本当にありがたいこと

でありますが、こうした企画につきましては、町と商工会が中心になって、イベン

ト実行委員会の皆さんのご協力によって開催をいたしているものでございますが、

こういう日野町という町にとっては、町の元気とか活性化という意味では、いつも

商工会の皆さんとともに、両輪としていろんな企画をしていただいているところで

ありますが、それが輪を広げて、イベント実行委員会ということで協力いただける

ということは、これは日野町のこれまでの積み上げということで、ありがたい仕組

みだなというふうに思っております。 

 そうしたことで、氏郷まつりの趣旨でございますが、夏の陣につきましては、町

内に住む、または働く人々が企画、出店、参加し、また盆踊りや花火、屋台などを

楽しむということで、交流と親睦を図ってもらう場という思いで開催をいたしてい

るところでございます。 

 また、秋の楽市楽座につきましては、日野町の歴史と伝統を見つめ直し、先人が

築いてこられた農林業、商工業など、日野の産業の振興につなげようと開催をいた

しているものでございます。 
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 次に、イベントの名称についてでございますが、地域住民の皆さんが楽市楽座の

ように出店できること、さらには蒲生氏郷公の顕彰と、氏郷公が楽市楽座などの産

業振興に尽力されたことにちなみ、平成16年度から、氏郷まつりと名づけ、開催を

しているものでございます。 

 次に、イベント会場でございますが、文字どおりたくさんの人にお集まりいただ

くということでございますので、一定の広さも必要でございますし、駐車場の確保

も必要、さらには火気などの安全対策、交通規制などの観点から、役場駐車場を会

場に開催を予定しているところでございます。 

 次に、商工観光課がイベントの現場担当をする理由についてでございますが、商

工会、観光協会、役場の三者が事務局を担っておりまして、日野町イベント実行委

員会が主催であり、町の商業観光振興に係るイベントでありますことから、商工観

光課が担当をいたしております。 

 次に、イベント実施に伴います予算科目でございますが、夏のイベントは交流や

親睦を図る目的であることから、観光費で執行いたしております。秋のイベントは

日野町の産業の振興を目的としていることから、商工振興費で、それぞれ予算執行

しているというところでございます。 

 次に、企業や事業所、団体の皆様にお願いしております協賛金についてでござい

ますが、日野町に住む、もしくは企業、事業所、団体にお勤めいただく人々が集う

イベントでありますことから、花火などの各種イベント開催経費に充てるため、協

賛をお願いしているものでございます。企業、事業所、団体の皆さん、さらには個

人の皆さんもしていただいておりますが、地域貢献活動の一環として協賛いただい

ていることに、心から感謝を申し上げる次第でございます。 

 次に、イベントの成果の測定についてでございますが、なかなか数値であらわす

ことは難しいと思います。そうした中で、出店関係者へのアンケート調査や売上額

などを参考にし、いろんな意見もアンケート等を通じて集約をしながら、結果の総

括をしておるところでございます。 

 次に、夏の陣の花火についてでございますが、今回は三部構成で、約780発を打ち

上げました。保安距離につきましては、山林や人家にかからない距離を確保する必

要があり、打ち上げ場所からの地形から、確保できる保安距離は半径200メートルで

ございます。なお、保安距離200メートルの場合は、打ち上げの最高号数は７号玉、

直径21センチと、こういうことになる中で、花火についても打ち上げをしておると

ころでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ご質問申し上げたことに、特になぜという部分で、あんまり答

えてもらえなかったのかなという印象があるんですが、ただ、１問目についてはも
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ともと素朴な疑問でもありますし、一部問題提起というのを含めて取り上げており

ますので、再質問はいたしません。 

 そのかわり、ちょっと意見というか提案という形で、この質問を締めさせていた

だきたいんですが、先ほど質問の中で申し上げましたように、最近の傾向として、

趣旨目的に沿った実施主体という形に見直す傾向というのが、各地でそんな検討が

されています。既にそういう変更されたところもございます。 

 そうした中で、今ご答弁にあったように、この特に夏の陣の話なんですが、その

イベントの目的が、町内に在住、あるいは在勤する人たちの交流と親睦を図ると、

多分、そういうことだったと思うんですが、それであるなら、平たく言えば、住民

に夏のひとときを楽しんでもらうということが目的であるならば、実施主体も住民

の方になっていただくと、住民団体になっていただくと、そういうことも検討の余

地があるのではないのかなというふうに思います。 

 もちろん、行政の顔が見えるほうが、物事が進みやすいということはあるかもし

れませんけども、ただ、行政が顔を見せるのは物事の前後左右の部分であって、真

ん中の部分ではないような気がします。 

 それ以前に、この夏の氏郷まつりに関して、今伺った趣旨目的でいいますと、や

り方では、商工振興とか観光振興のやり方が踏襲されているんですが、目的そのも

のでいうたら、もはや商工でも観光でもないような気がするんです。そもそも、商

工観光課の仕事とは違うのちがうかなというような気さえしてきます。したがって、

去年も実施したら、今年もこうやっていこうということも、そういう継続も大事で

はあるんですけども、それ以上に大事なのはＰＤＣＡだと思います、最近の傾向と

しては。したがって、氏郷まつりも、ぜひ評価して検討して見直しを取り入れなが

ら進めていっていただければとお願い申し上げまして、１点目の質問は終わらせて

いただきます。 

 ２点目は、地域商業振興とゾーニングということについてお聞きします。 

 ゾーニングという単語は、いろんな場面、場合に使われていますが、ここで質問

させていただくゾーニングというのは、都市計画関連法、あるいはまちづくり計画

などに基づいて、地域ごとに施設の立地を誘導するとか、あるいは逆に利用制限を

講じるという意味、政策の意味で、ゾーニングというふうに言わせていただいてい

ます。 

 その前提で、地域商業振興との関連で、このゾーニングということについて、一

問一答形式で伺いたいと思います。 

 まずはじめに、建設計画課にお聞きしますが、都市計画上の用途指定で商業地域

および近隣商業地域というものがありますが、それぞれどのような地域であるとい

うふうに定義づけされているのか、教えていただきたいというふうに思います。 
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議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 山田議員さんのご質問でございます。 

 一般論といたしまして、都市計画法に定まる用途地域には、住居系７種類、商業

系２種類、工業系３種類で、市街地の大枠としての土地利用を定めています。 

 商業系の１つである商業地域は、商業、業務、文化または行政等の中枢機能など

の集積を図る、中心市街地としての役割を想定しております。 

 もう１つの近隣商業地域は、近隣住宅地の生活サービス等のために、商業、業務

施設等を誘導する区域としての役割を想定しているところでございます。 

 これらの商業区域には、住宅や小規模な工場も建てられることから、社会生活の

基盤としてのそこの役割は、大きく住民生活にかかわる地域であると思っておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 分かりました。 

 同じようなことを、商工観光課にも一般論でお聞きしたいと思うんですが、まち

づくりを考えていくという中で、商業地域、そして近隣商業地域に期待する役割、

それぞれどのような役割を期待されているのか教えて下さい。 

商工観光課長（外池多津彦君） 今、建設計画課長も申しましたように、商業、また

近隣商業につきましては、商業振興を図るという区域やというふうな考え方という

のですが、位置づけをさせていただいていますし、逆にいうと、近隣商業地域なん

かは、生活の場でもあるというふうにも思っております。 

 工業系の工業団地とか、そういう区域についても、当然働く場という意味合いも

あるんですけれども、やはり商業、商業系、近隣商業につきましては、生活の場で

もある。同時に働く場でもあると、このように位置づけかなというふうに思います

し、町の商業の中心、先ほど、建設計画課長も言いましたように、中心市街地を形

成するものだというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 分かりました。 

 今伺った建設計画上の基本的な考え方、あるいは期待する役割ということをもと

にして、今度は日野町の場合に具体的に置きかえて伺いたいと思うんですが、まず、

近隣商業地域についてお聞きします。 

 日野町では、大窪周辺とか日野駅周辺、あるいは西大路の一部、そしてこの役場

の場所も近隣商業地域なんですかね。そういうものが近隣商業地であって、そのほ

かに、国道307号線沿いの、いわゆる松尾西、松尾北地先が、近隣商業地域になって

いるかというふうに思います。 

 商工観光課に具体的にお聞きしますが、先ほど一般論として役割をお聞きしまし
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たが、この日野町の具体的な近隣商業地域、それぞれ、いわゆる町なかも、それか

ら国道沿いも、同じ役割をイメージされているのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 同じような役割というよりも、国道307号線沿いに

つきましては、どちらかというと沿道のサービスを中心とするような商業地域。こ

ちらの町なか、ならびにこの役場周辺につきましては、町の商業の中核となるよう

な施設と、こういうような位置づけがなされているかと思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今、商工観光課長から、国道沿いは沿道サービスというイメー

ジをお答えいただきました。 

 松尾北地先は、平成23年５月に、それまでの松尾西につながる形で近隣商業地区

に用途指定されて、同時に、地区計画がかかっているかというふうに思います。 

 建設計画課に伺いますが、その地区計画の中にも、まさに商工観光課長がご答弁

いただいたように、沿道サービス施設の立地誘導を図るというふうになっています

が、沿道サービス施設とは、どのような施設を想定しておられるのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 沿道サービスでございますので、近隣の住宅に住む方

以外にも、また通過交通であったり、そのような方が利用する施設も必要かなとい

うふうな感じで思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ちょっと少し抽象的にお答えいただいたような気はするんです

が、私の理解では、沿道サービスというのは、一番狭く捉えればガソリンスタンド

とか自動車関連産業ですよね。もう少し広く捉えても、飲食店とかいわゆる外食産

業とかコンビニ。さらにもっと拡大解釈しても、カテゴリーキラーといわれるよう

なロードサービス型の専門店、そうしたものなのかなというふうに思います。 

 ただ、その中で、食品スーパー、ＳＭまでは、果たして沿道サービスといえるの

かどうか。これは食品スーパー、ＳＭの潜在顧客の捉え方、商圏の捉え方というこ

とを考えた場合に、沿道サービスといえるのかなと思いますが、商工観光課はどの

ように捉えますか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） スーパーマーケットとか、いろんな日常生活の物を

お買い物されますので、ですが、今の通過交通のための施設でもあるかなというふ

うにも思います。 

 日常的なスーパーマーケットというのは、やっぱり町なかの近所の、近隣の方が

買ってご利用されるものやと思いますし、沿道サービスなら、今、議員おっしゃっ
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たように、ガソリンスタンドとか通過交通などが、利便性を求めて購入されたりす

るとか利用される施設かなというふうに思いますので、スーパーマーケットは、ど

っちかというと中心市街地の方がいいのかなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今、外池課長から答えていただいたように、もうちょっとはっ

きり言いますと、スーパーマーケットは、近隣商業としての機能はありますね。恐

らく、立地戦略で半径何キロというような形で出店計画を立てるでしょうし、決し

て通過交通を当てにしているものではないでしょうし、そうすると近隣商業ではあ

りますし、沿道サービスとはなかなか言いがたいかもしれないです。 

 今の松尾北地先にちょっと特化して言いますと、近隣商業と沿道サービスと２つ

の機能が予定されているんですが、これは場合によっては異質なものを組み合わせ

ているという場合もあるんです。どちらかを優先していく必要があるかと思うんで

すが、当然、国道が交わる交差点ですから、沿道サービスが優先されるべきなんで

しょうけれども、その優先順位が余りはっきりしないままに、大型の食品スーパー

がキー店舗であるフレンドタウンがオープンして、それ以降、町全体の商業上のゾ

ーニングに大きな影響を及ぼしているのではないのかなと、私は感じています。私

は感じていますが、商工観光課はどのように感じていただいていますか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） あのぐらいのまた大型になりますと、最近でいいま

すと、やっぱり郊外型のスーパーという形で広がっておりますので、車社会の繁栄

の中で、あのような形が現在では一般的な形であって、逆に中心部では、ちょっと

交通渋滞とか、そういうようなことも招く中、形としてはあのような形になってき

たのではないかなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 郊外型もあり得るというご答弁だったと思うんですが、このこ

とについてまた後ほど触れさせていただいて、ちょっと先に進ませていただきます。 

 もう一方の、いわゆる町なかの近隣商業地域ですが、特に大窪周辺の近隣商業地

域は、もう人口が減少傾向、町なか、どこでもそうなんですけど減少傾向にあって、

特に大窪の場合は、その周辺で区画整理、宅地開発によって、周辺人口がすごく増

えました。その周辺人口を、いかに町なかに来ていただくか、代替していただくか

というのが、長年ずっと、このフレンドタウンよりも以前から大きな課題であった

わけで、さまざまな努力もしてこられたんですが、なかなかうまく行っていないん

ですよ、それが。うまく行っていない理由は何なんでしょうね。考え方を教えてい

ただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 
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商工観光課長（外池多津彦君） 銀座商店街とか、あの本当の昔の中心地につきまし

ては、やっぱり平和堂日野店の出店とかによりまして、そちらの方にお客さんも行

くようになったということもあるかと思いますし、お店の数もだんだんと減ってき

ているというような状況の中で、いろんなお店がたくさんあると、またそこへ人と

いうのは集まってくるかと思いますし、だんだんとちょっと減っていっている中で、

その集客力というのが、だんだんとなくなってきたのかなというふうに分析してい

るところです。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今ご答弁いただいたように、規模の論理で、商業集積の度合い

イコール吸引力というような計算が成り立ちますので、おっしゃっていただいたよ

うに、吸引力が減ってきたということは大きな理由でしょう。 

 ただ、それを乗り越えるために一生懸命努力してもうまくいかないのは、恐らく

それを乗り越える１つの振興のビジョンが、明確でなかったということもあるのか

なというふうには感じているんですが、それは後ほどまた触れさせていただきます。 

 先に１個１個片づけていきますが、今度は商業地域について伺います。 

 この役場近く、松尾線沿いの商業地域は、昭和48年の当初の都市計画で用途指定

されたものというように聞いていますが、商業地域の機能を発揮するために最も重

要なことは、マーチャンダイジングやというふうに言われています。 

 マーチャンダイジングは、日本語では品ぞろえというように訳されることが多い

んですが、今の場合は地域全体を指していますので、業種ぞろえとでも言ったらい

いんでしょうか。いかにその商業地域にふさわしい業種をそろえるかということが、

ポイントだというふうに言われています。 

 建設計画課に伺いますが、現在の日野町のこの唯一の商業地域に、今後必要な業

種が立地していける可能性があるか。土地活用の可能性というふうに言ってもいい

んですが、その辺はどのように見ておられるでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） この役場周辺から松尾の商店街の方に向いてが、商業

地域の位置づけになっているんですが、都市区画整理事業ができたときには、ぎょ

うさんというか、各ホテルであったり、今までない業種の方も出店をされていたと

いう印象があったんですが、ここ最近は、新しい店舗も開店というのが少ないよう

な状況になっています。 

 ただ、用地等もまだ十分にありますので、その辺については、地域の方を含めた

中で、この利用もまだまだできるのかなというふうには感じておりますが、建設計

画課が誘導してというのは、少しできないことではございますが、必要な場所がま

だございますので、その辺の利用の方を啓発できたらなというふうな感じはしてお
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ります。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 結果として、今の松尾線の商業地域は、先ほど言いました新た

に開発された区画整理で開発された宅地の居住地域と、それから旧来の商店街の町

なかと、それを結ぶ導線の役割をしているようなところがあって、したがって、そ

の面として機能しているわけじゃなしに、むしろ道路という線で機能しているのか

なという感じはしてしまいます。 

 今、建設計画課長からお答えいただきましたように、まだまだ土地の余裕はある

んだよということではあるんですが、その線として機能しているということと、ま

だもうちょっと土地もあるということも含めて考え合わせて、こういう条件のもと

での商業地域のあり方、役割というのは、商工観光課ではどうあればいいとお考え

でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 本来ですと、やっぱりたくさんのお店が並んで、道

路の構造からいっても、両側に歩道もございますし、街路樹もあって花壇もつくら

れているというようなことで、ショッピングを、たくさんのお客さんが楽しみなが

ら、俗に言う、都会で言うウインドーショッピングとかができるような、そういう

ようなことを想定した中での商業地域の設定やと、また、区画整理でもあったかと

思うんですが、今現状を見てみますと、なかなかそこまでは行かずに、途中でとま

っている、とまっているというか、とまってしまっているのかなというような感じ

で、もともとの構想としては、そういうような考え方だったというふうに思ってい

ます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ご答弁いただいたように、もともとの構想は、ウインドーがず

っと並んでいてと、そういうことだったんでしょうけども、土地の余裕はあるとい

っても、今後それを開発していくのは相当至難の話でしょう。それならそれで、現

状にあわせた都市計画上の用途指定があったとしても、それとは別に、その役割と

いうのを考えていかなあかんの違うかなとも思うんです。 

 そのことも含めて、近隣商業地域も、そして区画整理に書かれている方針とか、

いろいろ伺いました。 

 それを考え合わせて、今現在の実態ということを見ると、今いろいろ教えていた

だいたように、そのもともとの構想と実態とは、大分違うものになってきています

よね。大事なのはこれからであって、これからを考える上で、たちまち今の現状を

踏まえて、それぞれの商業地域なら商業地域、近商なら近商の地域の潜在購買力と

か吸引力、それから開発力、そういうポテンシャルを多分計算して知っておく必要
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があるのかなと思うんですが、そういうポテンシャルを計算されているようでした

ら、参考までに教えていただきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） ちょっとそこまでの計算というんですか、想定とい

うのはちょっとできておりませんので、昔の商店街の様子というのはまだ覚えてお

りますが、あのような形がそれはもう一番理想的なんではないかと思うんですけど、

いろんな業種も、先ほどおっしゃっていました業種ぞろえというんですか、食べ物

屋さんもあるし服屋さんもあるし、靴も。そこへ行ったら何でもそろうというよう

なのが、商店街というか商業地域であるかなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 分かりました。要は、計算は今のところしていないということ

ですから、そこから質問を展開することは、今日はもうやめておきます、時間も押

していますので。 

 ただ、これに関して１つ提案しておきますと、そういう計算をするのに、基礎資

料は役場であればすぐそろうと思うんですよ。テキスト資料があれば、別に外部に

専門業者に委託するとかしなくても、パソコンでエクセルがあれば計算できると思

いますので、一度実感してみると、現状を。ということで、そういう計算もしてみ

られたらどうかなと、これは提案として申し上げておきます。 

 ところで、フレンドタウンの話を先ほどしましたが、フレンドタウンのオープン

は平成26年４月です。大規模小売店舗立地法の届け出義務がありますので、恐らく

当局は、そのオープンから１年か、ひょっとしたらそれ以上前、そのほかの届け出

もあるでしょうから、出店計画を把握されたと、されていたことというふうに思い

ます。したがって、25年はじめぐらいには、出店計画を知っておられたのかなとい

うふうに思います。 

 一方、松尾北地先が近隣商業地域で用途指定されたのは、先ほど申し上げました

ように、23年５月です。ちょうどその時期というのは、第５次総合計画が策定され

た時期でもあります。その第５次総合計画を見てみますと、その中には、商店街等

の振興計画づくりを促進するというように書かれています。こうしたことが、この

二、三年の間に全て重なって起こっているのであれば、この時期にこそ、第５次総

合計画がスタートしたこの時期にこそ、そこに書かれている商店街の振興計画を進

める必要があったのではないかと。つまりは、先ほどから申し上げていますように、

現状を考えたら、もう都市計画上の用途指定でうたわれるその役割じゃなし、また

それぞれが新しい役割を考えるとか、そんなことも含めた地域ごとの見直しも含め

た、商店街との振興計画を進める必要があったのではないかなと思っています。少

なくとも、総合計画の後半になってからスタートするというような、ゆっくりした
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ものではないかと思うんですが、商工観光課のお考えと、この時期、これまでどう

いうお取り組みをしてこられたのか、参考までに教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 今ほどおっしゃいましたように、平成26年４月にフ

レンドタウン日野店がオープンされました。一方、第５次総合計画については、平

成22年度の最後、策定業務を進められて、進みまして、平成23年度からの計画とい

う形で策定されたところでございます。 

 総合計画策定時期に、商業などの振興計画に取り組むべきではなかったのかとい

うようなご指摘でございます。 

 平成22年におきましては、商工会の設立50周年という節目の年でもございまして、

商工会としましても、商業振興のために何かできないかという形で、まちづくり商

業活性化委員会をというのを立ち上げられまして、そちらの方に、町から、私ども

含めまして町の方も参画させていただく中で、商業振興のためどういうような施策

が必要なのかということを、ともに議論させていただいたところでございます。 

 その議論の中から、１つのアイデアとして、今現在、氏郷シールラリーという名

前で、毎年実施していただいておりますけれども、スタンプラリーというのが始ま

りました。これにつきましては、地域のつながりを生かした特色ある地域内経済循

環というような考え方で、そういう取り組みが始まったということで、住民の暮ら

しとつながる、商業の振興につながっていくものではないかというふうに期待して

いるところでございますし、また継続していきたいなと思っております。引き続き

商工会とは、常に地域商業の振興のための議論は重ねてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ご質問させていただいたのは、23年から大体25、26年にかけて

の取り組みということで、もともとこの取り上げている質問は、お願い半分で取り

上げているところがありますので、余り過去のことにはこだわるとは思っていない

んですが、ただいま22年のお取り組みを答えていただきましたので、平成22年です

と、まだ何も起こっていない時期かなと。この時期に、それから起こるいろんなこ

とは予見されていましたでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 予見というよりも、商業振興という面で、商工会の

会長さんはじめ、皆さんが商店街の皆さんも参加された中で、このままではいけな

いなと。何かいい方策はないのかということで、今のフレンドタウンができるさか

いに何しようという、そういうことではないんですけども、商業振興について、こ

れから50年の節目の年やし、さらに振興していかなければならないという中で、そ

ういうような委員会を立ち上げられたものと認識しております。 
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議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 先ほど来申し上げていますように、26年４月のフレンドタウン

のオープンというのは、それまでの町のゾーニングを一変させてしまうなという思

いで見ていましたし、これからの日野町のまちづくりは、なかなか難しいだろうな

という思いで、見させていただいていました。 

 その時期に何を考えていただいたかということをお尋ねしていて、これは時間の

関係で、これ以上この部分は突っ込みはしませんが、さらに話をしますと、ご承知

のように、一歩町なかの平和堂日野店ですが、平和堂は近い将来に日野店を閉店す

るというふうに予告してきました。フレンドタウンがオープンしたのが26年４月、

そうしますと３年以内に、仮に町なかの日野店が閉店するということになったら、

結果的には、大型店の町なかからの郊外店と同じことになってしまうように思うん

です。 

 平成12年に旧大店法が廃止されまして、それ以来、大店法の出店調整というのは

できなくはなりましたけど、旧大店法にかわって施行された、いわゆるまちづくり

三法、つまり中心市街地活性化法と大店立地法と、そのときに改正された都市計画

法、この３つの趣旨、目的というのは、市町村が主体的に大型店の郊外出店を抑制

して、町なかのいわゆる市街地の空洞化を防ぐという趣旨でできあがっているんで

す。先ほど、外池課長のご答弁で、郊外もあり得るということを申されましたけど

も、もともとまちづくり三法の趣旨というのは、町なかの市街地の空洞化を防ぐた

めに、市町村が判断して郊外型の出店を抑制していこうという趣旨があったのかと

いうふうに承知しています。それだけ、市街地の空洞化というのが大きな問題にな

っているんですが、ただ、日野町は、中心市街地活性化の認定を受けていませんよ

ね。ですから、それを根拠に郊外出店を抑制するということはできませんが、それ

でも市街地の空洞化を防ぐということは、大きな喫緊の課題のはずだと思うんです。

今、商工観光課では、この市街地の空洞化対策について、どのように考えていただ

いていますでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 確かに、現在の平和堂日野店の方も、近い将来とい

うことで閉店のお話もいただいておりまして、今後、あの場所から大きな店舗がな

くなっていくことにつきましては、今ほどおっしゃいましたように、商店街の構成

のお店の数も減ってきておる中で、どんどんと空洞化が進んでくるのかなというふ

うに思っておりますし、また、商店さんの承継といいますか、お店を継いでいただ

けるというようなことも、いろいろと事情も、それぞれのお店で事情もあると思い

ますし、その中で、昨年度ぐらいから、新たな創業ということで、創業を支援する

というような、そういうような町の計画もつくり出してもらいながら、そこを後ろ
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からバックアップするというようなことも考えておりますので、そちらの方をこれ

からできるだけ力を入れていきたいなというふうに思いますし、そのようなことで、

また若い人が新たにお店をつくっていただくという中から、活気が生まれてくるん

ではないかと。 

 またあわせて、ひなまつり紀行とか、桟敷窓アートとかという形で、地元の方で

町並みを生かしたイベントなどにも取り組んでいただいておりますので、そういう

ことと関連づけながら、新たな活気のあるまちづくりにしていきたいなというふう

に思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 昨年６月議会で、私、一般質問させていただいた中で、商店街

の中でご商売を継続されているお店というのは、町にとって貴重な地域資源やとい

うお話をさせていただきました。それは人と人、人と地域がつながっている証拠や

と、あかしやというふうに思うんです。逆に、誰とも話せんでもええ町というのは、

定住促進ということを図る意味でも、マイナスなのかなと思っています。いかに交

流をつくるかというのが大事かなと思っています。その資源というふうに思ってい

ます。 

 したがって、何としてもこの既存のご商売事業を継続、守っていかなきゃいかん

というふうに考えているんですが、しかし、一方で、地元商業の役割というのも見

直していかないかんのでしょうね。これまでの地元商業の役割というのは、単純に

商品を提供するというような、そういう機能だったのですが、これからは地域に根

づいて、そこに根づいてご商売されている人たちですから、その地域を守っている

事業者として、例えば高齢者対策とか子育て支援とか、市街地に暮らす人々の困り

事全般に応えることを通じて、交流の機会を提供すると。商品だけじゃなしに、生

活全般に通じた交流の機会を提供するという役割に、多分変わっていかなきゃなら

ないのかなと思います。 

 また、そのための機能を強化、拡大するための拠点というのも必要になってくる

かもしれないですし、さらには、商業振興においても、今まさに外池課長がおっし

ゃっていただいたように、創業支援という話をしていただきましたが、これからは

女性や移住者の考え方、行動というのを全面に出すような、そういう発想の転換も

必要になってくるかもしれません。 

 先ほど少し触れさせていただきましたが、これまで一生懸命努力しても、なかな

か成果が出んかったと、その町なかへの導入というのが。というのは、こうしたビ

ジョンがないまま、旧態依然とした消費者ニーズの捉え方というのが、ずっと続い

ていたのかなというふうにも思っています。 

 そこでこの一連の質問の最後に、町長の見解を伺いたいと思うんですけども、今
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からでも、市街地のあるべき姿を描いた上で、今申し上げましたように、地元商業

者の役割も見直すというような意識改革も含めた、商店街との振興計画を明確にし

て、ぜひ町なかの空洞化を防ぐゾーニングに取り組んでいただくことが、急務であ

るのではないのかなと思っておりますが、町長のお考えはいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま縷々お話しがありましたが、既存の商店街の振興とい

うのは大変大事な観点でございます。これは銀座商店街だけではなくて、日野町の

日野駅からずっと続く商店街含めて、そういうところが元気に活躍されるというこ

とが、大変大事であると思います。 

 一方で、近年のこの社会の状況というのは、ワンストップショッピングというよ

うな形がまかり通るといいましょうか、そういう中で、郊外型店舗に多くの人が買

い物に行かれるというのも、これまた現実でございまして、滋賀県下はもとより、

全国的にも、商店街の振興というのは大変難しい課題になっているというところで

ございます。 

 しかしながら、日野町、歴史のある町として、そうした商店街を元気に活躍して

いただくということは大事な課題でございますので、そうした中で、現在頑張って

いただいております商店や、近隣の住民の皆さんなどが思い描かれる思い、将来像

とも整合性が取れなければならないというふうにも思いますので、どういう形でそ

ういう思いを把握し、どのように支援をしていくのか、一緒に考えていくのかとい

うことについては、商工会や商店街の皆さんとともに連携をしながら、考えていか

なければならないものと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） これ以上、質問のやりとりはもうやめますが、私自身の以前の、

区画整理によって真っ白なところから商業地域づくりにかかわったという経験を思

い出しますと、商業地域をつくっていく、またそれをさらに維持していくというの

は、そういう活動というのは、精神的にも行動面でも、もう非日常の日常やったな

ということを思い出します。さすがにそれはお勧めしませんけども、それから考え

ると、日野町の場合は、ちょっと自然体過ぎるかもしれんなというふうにも思って

います。 

 また、町全体を俯瞰して眺めてみると、都市計画上のゾーニングと実態がこれほ

ど合っていないという例も、実は私の知る限りでは、あんまり知らないんです。そ

れならそれで、逆に逆手にとって、これまで例にない日野町らしいまちづくりに、

既成概念にとらわれないゾーニングができる可能性があるんじゃないかなと、そう

いうふうに前向きにとらえることもできるんではないかなというように、思うよう

にもなっています。 
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 ほかに例を見ない、日野町らしいまちづくりに挑戦されてはどうかなということ

を思っています。もちろん、今、町長がおっしゃっていただいたように、まちづく

りというのは行政だけがやるもんじゃなしに、事業所も住民も一緒にやっていくも

のではあると思うんですが、最初の質問で申し上げたように、行政の顔が見える方

が進めやすい場合もあるんです、ものによっては。どうか、その行政の顔が見える

場面というのは、どちらかというと、イベントよりもこういう部分で、より顔が見

えるようにお願いを申し上げまして、今回の私の質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 改めまして、こんにちは。午後からもよろしくお願いします。 

 私、毎回なんですけど、自転車マナーとか日野町の道等、質問させていただいて

おるんですけれども、今回、また２点ほど分割で質問させていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目ですけれども、６月定例会にも質問させていただきました、松尾中央

交差点の横断歩道です。あれが三方しかないということで質問させていただきまし

た。その中で、６月の答弁では、東近江警察署を通じて、滋賀県の公安委員会に要

望しますという答弁をいただきまして、町の方は、いまだに何もされていないので、

町の方はどのような要望をされたのか１点目聞きたいんですけども。またこの21日、

秋の交通安全運動も始まります。私、また松尾中央交差点に立たせていただくんで

すけども、保護者の方から、まだでけへんのという言葉を聞きそうな気がするんで

すけども、今日、それの答弁をまた求めて説明もしたいし、町の方もできれば保護

者の方にも説明していただけたら幸いかなと思っています。 

 横断歩道の要望を出す、それと６月の答弁の中で、行政懇談会の中で、多数要望

があるということを聞いたんですけども、その中で、町に要望されている場所、ま

た数、横断歩道を直された数を教えていただきたい。そのことがまず１点です。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君の質問に対する当局の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 横断歩道についてのご質問でございます。 

 行政懇談会で多数要望をいただいておりまして、その内容を取りまとめ、東近江

警察署を通じて、県の公安委員会へ要望を常々行っておるところでございます。 

 そうした中で、松尾中央交差点北側への横断歩道の設置につきましては、６月に

日野警部交番連絡協議会などでも要望をしておりましたが、交通規制基準により、

横断歩道設置には、歩行者の安全を確保するための滞留スペースが確保できないと

だめだということで、現状の形態では設置できないとの回答でございました。 

 なお、昨年日野町内で横断歩道に関して町から要望いたしましたのは、河原や中

道地先など15ヵ所で、そのうちで、補修など行っていただきましたのは11ヵ所でご

ざいます。 
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 また、今年、年度当初には、松尾地先など15ヵ所の要望を行っております。その

後も要望をお聞きしておりまして、東近江警察署を通じて、県公安委員会に速やか

な施工を行っていただくよう、要望しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今の答弁の中でなんですけども、待機スペースがないというこ

とで、私、６月に言った時点で、町として動いていただけたのかちょっと分からな

いんですけど、その期間、子どもたちが危険な目にさらされている状態だと、私は

思っているんですけども、待機スペースがなかった場合、何らかの形をとっていた

だくのが普通だと思うんですけれども、あそこ、この写真、今日は無理言って現像

していただきまして、見ていただけたらよいかと思いますけど、松尾中央交差点で

す。この今、左側の方にどひ医院さんがあります。この、ないところを通っている

んです、今の新しい平和堂の方まで。ここ、僕、今、小学校の子たちが毎日通学し

ていると思うんですけど、中学校の子もここを自転車で渡られます。なぜか知らん

のやけども、この横断歩道をないところを渡られて、ここから向こうの、今、交番

ができる予定地のあっちへ渡られるんですわ。これについてなんですけど、教育委

員会の方で質問したいですけれど、学校の通学路、小学校と中学校の通学路、決ま

っていると思うんですけれども、この危ないところを渡れという指導をされている

のか、その辺、ちょっと聞きたいんですけれども、なければないで、この秋から、

私、また立ちますけれども、どひさんところの真っ直ぐ行けという指導されるのか、

それとももう１つ疑問なんですけど、どひさんのところに渡った先に、入り口があ

るんです、病院に入る。あそこも車が出入りがすごい激しいんです。どひさんのと

ころ、皆さん知ってられると思うんですけど、朝５時か、私、消防で朝４時ぐらい

から起きているけど、もう場所とりというか番とりというのか、あれで車がかなり

入ります。ここ、出入りするのがかなりあると思うんです。そこもまた危険なんで

す。そこで私は、やっぱり待機スペースがないとか、そんなことを言って命をさら

け出すというか、もうちょっと子どものことを考えてもろうたらどうかなと思うて

いるんですけど、その辺、ちょっと教育委員会の方で一遍聞きたいんですけど、お

願いします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長、滞留スペースは。住民課参事。 

住民課参事（山田敏之君） 奥平議員より再質問いただきましたので、お答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 滞留スペースにつきましては、東近江警察署交通課に確認をさせていただきまし

たところ、滞留スペースがなくても、横断歩道を設置できていなかったけれども、

以前はできていた場合もあったけれども、現在は滞留スペースを整備することによ

ってしか設置ができないということでございまして、滞留スペースを設置すること
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によって横断歩道を設置したケースが、最近は出てきておるということでございま

す。 

 ただ、滞留スペースを整備されたからといって、すぐに設置されるものではござ

いませんけれども、その時期は不明であるということでございました。 

 現場の事情、そういったもので、スペースが一部確保できないような部分もある

わけでございますけれども、先ほども申し上げましたように、滞留帯がないと、歩

行者の巻き込み事故も多く発生しておりますことから、滞留スペースは必要である

という交通基準を厳格に運用することで、方針が変わってきているというようなこ

とでございます。 

議長（杉浦和人君） 通学路。教育次長。 

教育次長（古道 清君） 通学路につきましては、基本は保護者からの申し出を受け

て学校が確認し、安全と認めた場合はそのままそれについて、教育委員会の方に学

校の方から届け出がございます。さらにそれを受けて、教育委員会としては、危険

と見なす場合であれば再考を促すとか、そういうような形で対応はしております。 

 現道で、ちょっと確認がとれていないので、その分についてどうかということは

言えません。一般論としては、そのような対応をとっております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今の答弁ですけど、保護者の方と相談されて通学路を決めてや

るということですか。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 地域の保護者の方から申し出があって、それをもとにして、

学校が再度確認するという形をとって、さらにそれを受けて、学校からの届けを教

育委員会の方が行われるという形をとっております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 再々質問できないんですけれども、もし、私、毎回言っている

んですけど、日野町民の方々は、常に不安に思われている方もおられます。言いた

くても言えない方もおられると思うんです。 

 そこで、やっぱりそういう話を地元に説明していただいて、前回、私、６月議会

にも言いましたけど、松尾の道路問題でも一緒なんですけど、地元に理解を得てい

ただいて、納得していただくように説明お願いしたいと思います。 

 それで、今回、９月の始まる交通安全週間につきましては、まだ分からないとい

う状態だと思うんですけれども、一日も早く対策を考えていただきまして、直すよ

うに要望お願いしたいと思います。 

 続きまして２点目なんですけれども、私、地元なんですけれども、大窪、南大窪、

金英町、そして鎌掛方面へ行く交差点で、以前もちょっとしゃべったと思うんです



 

2-74 

けれども、小林電機さんの十字路、あそこが交通事故が多発されているということ

で、私、角っこの島田さんという方の家も、先々月、車２台突っ込まれて、柱が２

本奥に入って、仏壇もどけて中も壁が飛んだ状態で、直させていただいたんですけ

れども、かなり大きな音がしてびっくりしたわという話で、地元の方もかなり不安

がってられるというのが現状でございます。 

 ここにも質問の中にも書いていますけれども、以前は蒲生水産がありまして、建

物も奥に入っていまして、まだ左右が見やすい状態でした。この写真にもあります

けれども、この標識、ここなんですけれども、こっちにあるんですけれども、ここ

も今、新しく家が２軒建ちまして、かなり見にくくなりました。私、金英町なんで

すけど、金英町と南大窪町の方としゃべると、やっぱし家が建ったさかい見にくく

なったなという話で、以前カーブミラーも設置をお願いしたところ、すぐに対応し

ていただいて、本当にありがたかったんですけれども、カーブミラーもちょっと小

さくて見にくいという状態で、もしできれば大きくしてほしいという要望がありま

した。その中、町の考えをできればお聞かせ願いたいところでございます。 

 事故を起こす方は、大概が日野町外の方が多いということで、またちょっと見て

ほしいんですけど、これは鎌掛なんですけど、カラー写真で本当にありがたいんで

すけど、赤色でよく分かるように、ここは死亡事故があったところです。バイクと

車が当たられて、バイクの方が亡くなられた。この奥に行くと、深山口の方に行く

のかな、ねずみの飼育というか、何かちょっとはっきり分からないんですけど、そ

こへ通り抜けられるんですけど、そこの新しい道ですわ。そこに、これ、私、写真

を撮りに行ったとき、かなり目立つんです。 

 そこで私は、できればこれを南大窪町の方から、私の金英町の方を向いて、あそ

この酢屋忠さんという酒屋さんがあるんですけど、酢屋忠さんから高井パン屋さん、

あの辺がややカーブになっているんです。その状態で、この止まれの標識が全然見

えません。まして、この標識をよく見てもらったら、内側を向いているんですわ。

それは簡単に直したらええという話なんですけれども、先ほども祭りの話が出てい

ましたけど、日野祭でかなりここはにぎわう交差点なので、あんまり出すと、曳山

のちょうちん破れるやないかとかという話もあるんですけども、動ける看板がある

と思うんです、とまれの。そういうようなのを考えていただいたらいいかなと思う

状態でございます。その中での質問で、町としての考えをお聞かせ願いたいんです。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 大窪の交差点の安全対策ということでございますが、先月12日

に東近江警察署の交通課と協議を行いました。 

 町道側の停止線と、「止まれ」および「交差点注意」の文字については、町が修繕

を行うこととしております。また、町道東側におきましても、外側線の設置を指示
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されましたので、既にラインの修繕を業者発注しております。 

 次にカーブミラーについてでございますが、東近江警察署の指示により、町が鏡

面の本体の方向を調整することで協議をいたしたところでございます。 

 また、県道につきましても、交差点の明示および注意喚起の表示を、東近江土木

事務所に要望をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 交差点の今の文字とか業者にも注文を終えていると、今言われ

ましたんやけど、どんなものを注文されたのか。 

 それとカーブミラー、これを私の要望では、ちょっと大きくしてほしいという要

望なんですけど、向きを変えるだけで、ぶっちゃけ、私どもの方、町内でも小さい

で全然見えないわという話で、うちところの方から出ると、大窪の札ノ辻、かね吉

さんがあるとこらは、あそこがまたフェンスをされて、ちょうど乗用車に乗ってい

ると、フェンスのこのラインがまともに横に来るんです。そこでかなり出んと、車

が来るのが見えない。ほんで今言われるカーブミラーがあるんですけれども、それ

が小さいがため、ちょうど時計ぐらい、２と３のあたりしか見えないんですわ、車

が来るのは。もうこれぐらいの状態でしか車が分かりません。そこで、やっぱりち

ょっと今後、大きなカーブミラーができないのかという話でした。 

 そこで今の問題なんですけど、カーブミラーを大きくできないのかと、今のどの

ような対策で注文されたのか、ちょっとお聞かせ願いたいんですけど、お願いしま

す。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 今ほど奥平様の方から、再質問をいただきました。 

 この本町南１号線と県道の交差点につきましては、毎年ほど、各近くの方から、

カーブミラーであったり、いろんなご要望をしていただいていまして、そのつど、

建設計画課の方でもお答えをさせていただいたところがあったと思います。 

 まず最初に、島田さんというんですか、そこのところにカーブミラーがあったこ

ともあります。そのときやと、かなり向こうの大聖寺さんですか、そちらの方、見

えた格好になっておりますが、視点が、左から行って右来るわどうやという話もあ

って、小林電機さんのところにつけてほしいということがあったので、変えたとい

う経過があります。そのときは、島田さんの角の方が、結構くっきり見えていたと

いうカーブミラーの実績もあったのですが、動線が動くということで、こちらの方

にというご要望もございました。 

 また、今回言っていただいていますカーブミラーですが、ちょうど小林電機さん

の角っこにあります電柱から出しておりまして、その指示するものが道路面に出て

こなかったら効果がないということがございますので、今現在、検討もさせていた
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だいているんですが、かなり長尺の指示金具が必要になってまいりますので、それ

が電柱に及ぼす影響というのもやはりあるみたいです。今単純にいいますと、30キ

ロぐらいの全部の重たさがあるということを聞いていますので、それが電柱に風を

受けたときに、どのような影響を及ぼすかということも、今ちょっとまだできる、

できんとは別に、その辺のことはさせていただきたいというふうに、今、検討をさ

せていただいています。 

 それまでに、この間の警察との立会でも、とりあえずカーブミラーを、もう少し

鏡面がずれているので、その辺のところを支え立てしてほしいということも言われ

ましたので、そこにつきましてはすぐに対応させていただきたいというふうに思っ

ています。ただ、高さが結構ございますので、道路は交通の要所でもございますの

で、業者の方でさせていただきたいなというふうに感じております。 

 また、先ほど言われましたとおり、ここは西から来る山、東から下がる山、何か

山がちょうどそこで交差というんですか、皆、大聖寺さんに行くところで、結構山

との通行のときに何か支障があるのかなということも思っていますので、余り角に

出すのはどうかなと思ったり、いろいろ考えています。つけたらつけたで、またい

ろんなことをご指摘も受けますので、ちょっと慎重になっていることは慎重になっ

ております。 

 文字の方でございますが、今、町長が答弁したとおり、今ある規制標識というの

は、赤いのは警察、公安委員会が立てます。白い停止線も公安委員会の担当になる

んですが、舗装面が少し悪いということも指摘されましたので、今回舗装面を、小

林電機さんところを打ちかえまして、そこへ白い線と「止まれ」、そしてもう少し西

側に「交差点注意」という文字は、町の方でさせてもらいます。 

 それと、鎌掛の札ノ辻の方から来ますと、ちょうど金英町の道が道路側溝ができ

ました関係で大きな道に見えますので、そこも道があるよということをするように、

外側線をぐるっと巻き込むような形で、とまれのところまですると、道が確かにあ

るなということも、鎌掛から来た方がカーブミラーとかで分かる、視認性も高まる

んじゃないかという、警察の方からアドバイスいただきましたので、それも今回一

緒に発注をさせていただきたいと考えています。 

 それと、参考資料として、東部農道の赤い着色のことを提案していただいたんで

すが、８月12日の警察の方とのときには、赤をと言うたら、黄色の方がいいという

ことを言われましたので、現在四角い囲みまして、そこに十字マークがついていま

すので、その部分に黄色いものを、今、県土木事務所の方に要請をしておりまして、

それはほぼしていただけるのかなと。時期につきましては、公安委員会との立ち会

いのもとでまたされますが、赤よりか黄がいいということを警察の方が言われまし

たので、黄色の方でさせていただくような予定で、現在県土木事務所の方に要請を
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しております。 

 また、県道の方でございますが、そちらについても横断歩道のダイヤマークが既

にあるんですが、そのダイヤマークと、それに干渉しない感じで、交差点注意であ

ったり交差点ありという文字の方も、県道の方にも入れてもらうということで交渉

させていただいていますので、時期につきましては、立会が終わってからとなりま

すが、あわせた中で、この交差点については対処したいと考えています。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） ありがとうございます、いろいろと骨をおっていただきまして。 

 今言われたように、つけたらつけたで、また文句を言われるということで、ぶっ

ちゃけ、祭りは年に、一遍のことなので、ふだん生活をされている方がかなり通ら

れるので、私も島田さんのところで仕事をさせていただいた中で見ていたら、結構、

携帯をなぶったまま走っている方とか、全然徐行をせんとそのまま素通りして行か

れる方とか、ひやっとする場面が何回もありまして、車の量もかなり多いです、あ

そこは、ぶっちゃけ。 

 その中で、こうやってされるということで、ほんとうにありがたいと思います。 

 ぜいたくと言い方おかしいんですけど、前回、ざっくり12ヵ所あるという話をし

たと思うんです、白線が消えているところが。今、これ、一例で大窪岡本町、南大

窪町て、うを市さんのところかな、ここの交差点も、これを見てもらったら分かる

んですけど、ほとんど白線が消えています。今、事故があるところを集中的に、私、

ちょっと説明させていただいたんですけども、ざっくり、大窪の中では碁盤の目に

なっておるんですけども、道が。各交差点、ここだけではなく、かなり白線がもう

とれてしもうて、今の「交差点注意」とか「止まれ」とか停止線、消えているとこ

ろが本当にたくさんあるので、これからも町の方でチェックしていただいて、一日

も早く直していただけたらありがたいかなと思っております。無理を言いますけど

も、本当に早く、一日も早く要望をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは私も通告書に基づきまして、分割で２点お伺いしたい

と思います。 

 まずはじめに、町のインフラ整備についてでございます。 

 日野町のインフラ整備、特にこの前ある選挙のときに石原経済再生担当大臣がお

見えになりまして、冒頭、日野町は道が悪いですねということを聞きまして、大変

ショックといいますか、ショックを受けたような状態でございます。特に、この日

野町の道路網の整備は、重大かつ町の発展に欠かせない大きな事業であると、私は

考えております。 

 当町、幹線としましては、ご存じのように南北に307号線、そして東西には477号
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線が通過しておりますのは幹線道路であり、その付随して県道が網羅されているよ

うな状況でございます。 

 現代社会は車社会であり、道路整備は喫緊の課題であります。特に隣接する東近

江市や甲賀市に接続する道路は、生活や通勤に欠かせない重要な路線であると思っ

ております。 

 先の、先月８月23日に行われた、日野町内立地主要企業・事業所代表者と日野町

長との懇談会が行われました。この中で、日野第１、第２工業団地の企業様からは、

要望事項などは、そのほとんどが道路関係の要望ばかりでありました。このことは、

十分、町長もご存じだと思っております。 

 中でも、企業様の業務用トラックや通勤者が通行される桜川西中在寺線、これは

一部といいますか、石原八日市線との重複区間でもあります。旧蒲生町綺田地先の

離合困難区間約600メーターの早期拡幅工事を要望されておりました。この問題につ

きましては、私も、今年３月議会において一般質問を行いましたが、懇談会のこと

も踏まえ、再度質問をいたします。 

 そのとき、３月のときの町長答弁は、県の道路整備アクションプラグラムの2008

年計画で、日野町側の蓮花寺バイバスとして日野町の整備が一旦完了して、当箇所

は計画より外れている状況だとお聞きをいたしました。しかし、現在は、地元地権

者の了解も得られるとのことで、地元、髙橋議員をはじめ、地元関係者や東近江市

の議会、あるいは県議会とも連携をとりながら、積極的に要望活動を行っていただ

いております。 

 また、これはちょっと私の勘違いかもしれませんが、当区間は、多分このアクシ

ョンプログラムのときらしいですが、法線も測量と設計が一応概略といいますか完

成しておりまして、私、あの図面を見たときは、もう詳細設計だけで済むのかなと

いうふうなことを思った図面がございます。このようなことから、町としても、東

近江市との連携を図るなど、行政、議会の総力を挙げて県に働きかけ、早期完成を

目指すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 次いで、土山蒲生近江八幡線のことであります。 

 ６月の齋藤議員の質問に対する町長の答弁では、現道の改良を基本とする計画で、

概略設計に取りかかっていただいている状況との答弁がありました。今年度は日野

町側1.1キロが実施される予定だと聞いておりますが、今年度中、その概略設計図は

いつごろできるのかということを、お聞きしたいと思いますが、ちょっとこの辺は

分からないことがあろうかと思いますが、年度内かなというふうに思っております。 

 また、その計画により速やかに地元に説明をしていただき、了解を得た上で、早

期に工事着手していただくように望むものであります。この路線につきましても、

甲賀市との連携を密にして県に働きかけ、要望をしていただくようお願いするもの
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でございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 道路についてのご質問をいただきました。 

 まず最初に、県道桜川西中在寺線についてでございますが、東近江市綺田地先の

狭窄区間、未改良区間でございますが、東近江市の道路計画等の調整を図りながら

対応することが必要と考えております。この路線は、日野町の工業団地へのアクセ

ス道路でもございますし、流通のかなめとなる道路でありますことから、町内企業

からも要望をいただいておきます。 

 また、関連する県、市、町の議員各位にも、積極的な取り組みをいただいており

ます。町といたしましては、当該道路の重要性を認識し、早期の改良に向けて、東

近江市と調整を図りながら、県へ要望をしてまいりたいと考えております。 

 次に、主要地方道土山蒲生近江八幡線についてでございますが、冨田議員ご指摘

のとおり、今年度、県では日野町内の未計画区間1.1キロメートルについて、概略設

計の発注を予定されており、年度内の完了というふうに聞いておるところでござい

ます。引き続き、早期着工、早期完成に向けて、今後も地元の期成同盟会とともに

連携を図りながら、取り組みを強めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 特にこの桜川西中在寺線でございますが、ご存じのように、あ

そこの通られて日野町内に入られる、工業団地に入られる通勤者の方が非常に多く

ございます。むしろ、明らかに日野町から蒲生町、あるいは東近江の方に出て行か

れる人よりも、はるかに多いかというふうに思っておりますので、企業や通勤者の

ためにも、ぜひとも早く完成するような動きをとっていただきたいというふうに思

っているところでございます。 

 建設計画課長にちょっとお聞きしたいんですが、先ほど、ちょっと私、言いまし

た、図面を見せていただいたのは、この2008年の計画の時の図面なんでしょうか。

あるいは、もう少し、この前はちょっと縮小版みたいな図面でしたが、ああいう図

面があって、あるんなら、それをきっかけに話を進めていくことができないのかと

いうことを、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 冨田議員から、再質問をちょうだいいたしました。 

 私は、冨田議員さんが見られた図面の方を、ちょっと承知はしていないんですが、

あの日野町に係る分につきましては、菅川のところで一応完結をしたというふうに

なっておりますので、先線がどのようになっているか、ちょっと私、知らないんで

すが、今となりましたら、日野町側がバイパスで出てきておりますので、あと650

から700メーターの区間でございますので、これは現道拡幅であったり、その辺の中
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心に進めていくのが、現実的な案になるのかなというふうに思っております。 

 ただ、これも地先が全て東近江市さんになりますので、その辺、地先さんとの協

議もなるかと思いますので、この辺のことにつきましては、県とまたその辺のこと

を要望させていただきたいと考えています。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 課長、図面を見ていないということですが、確か、実測できて

いるんじゃないかなと、当時。単曲線じゃなしに、クロソイドが入っていたように

思いました。 

 今となれば、どちらに振るかによって、測量はもちろんやり直さんといかんと思

いますけれど、せっかくああいったもとが、もとの図面もございますので、それを

うまく使っていただいて、働きかけをお願いしたいなというふうに思います。これ

はお願いをしております。 

 それでは２点目の質問を行います。 

 大規模災害発生時の廃棄物処理についてということで、今日までは、今日もそう

ですが、地域の防災対策、あるいは災害、地震対策については、さまざまな質問が

行われておりますし、また現実問題としまして、防災が起こらないような、あるい

は減災を考えていくのが本来かとは思いますが、今回、あえて私、ここで大規模災

害や地震などは、いつどこで発生するかも分かりませんので、今や想定外という言

葉は通用しない時代であります。 

 そこで今回は、この大規模な災害が起きた場合の対処について、その廃棄物処理

についてお伺いいたします。 

 これも去る８月５日、大津市において開催されました廃棄物適正処理推進大会に

出席をしてまいりました。この大会の開催目的は、本年４月に甚大な被害を及ぼし

た熊本地震が発生し、その中で災害時の廃棄物処理について、さまざまな問題が起

こっております。そこで、滋賀県環境整備協同組合の主催で、滋賀県や各市町との

連携のもと、災害が発生した場合に迅速かつ適切な支援が行えるよう、常日ごろよ

り廃棄物の適正処理について、各市町とより一層連携を深めることが重要であると

のことから開催されたものであります。 

 滋賀県では、平成25年３月に、災害廃棄物広域処理調整マニュアルが作成されて

おります。皆さんもご存じのように、その中で、災害廃棄物とは、ガレキ、生ごみ、

し尿、環境汚染が懸念される廃棄物とされ、災害廃棄物の処理責任者は、発生した

市町村にあると言われておりますが、被災した自治体だけで処理することは難しく、

広域的な対応が必要とされています。 

 そこで町長に伺うのでありますが、町では、災害廃棄物処理計画は作成をされて

おられるのかどうか。また、改正廃棄物処理法において、平常時から災害時の備え
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を実施するとされておりますが、具体的な備えはどうされているのかをお伺いいた

します。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 大規模災害発生時の廃棄物処理についてでございますが、平成

26年に国の災害廃棄物対策指針が示され、災害廃棄物処理計画を定め、災害時には

適正かつ迅速に処理が行えるよう、平時から備えておく必要があるということでご

ざいます。 

 県では、今年度から２カ年をかけて調査研究を行い、策定することとされており

ます。今年度は、市町や各処理施設などへ、現状の処理能力などの調査が行われて

いることになっております。 

 日野町といたしましても、広域連携の体制が必要となりますことから、県での策

定を待って、計画の策定を進めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 今の答弁では、現在の時点では、廃棄物処理計画というのは策

定されていないという解釈でよろしいんですか。 

 それからまた、この先ほど申しました平常時からの災害時の備えを実施するとい

うことがされておりますが、具体的な備えはどうされているのかを、再度お伺いし

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（山田敏之君） 冨田議員からのご質問にお答えをさせていただきます。 

 災害時の廃棄物処理につきましては、日野町の地域防災計画の中で、地域災害対

策の風水害対策で、災害廃棄物処理計画の項目を設けております。 

 しかしながら、議員のおっしゃいますように、実際どこでどんな規模で発生する

か分かりませんので、災害の規模にもよりますけれども、大規模災害時には、議員

の方からもご指摘ありましたように、県の災害廃棄物の広域調整マニュアルでござ

いますとか近隣市町との連携の中で、地方自治法によります規定による事務委託な

どにより、県に応援を願うことなども想定をしているところでございます。 

 また、多様なごみが短時間で発生するということが予想されますことから、適正

かつ迅速な廃棄物処理が求められておりますけれども、災害廃棄物の置き場所につ

きましても、町内の施設の敷地などは仮設住宅の予定地や、あるいは防災ヘリポー

トの離着場所などにも使用するということにもなってございまして、その辺の調整

が必要になってまいりますので、総合的に判断する必要があるというふうに考えて

おります。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 少し、参事の方から触れていただきましたが、この発生する廃
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棄物によっては、この発生量の推計、あるいは今申されました、仮置き場の必要面

積等も検討していかなくてはならんというような問題もあります。 

 仮設処理施設の必要性、これもありますやろうし、災害廃棄物処理フロー、処理

スケジュール、いろんな今日まで当然経験したことのないような想定をして、追及

をして検討していかなくてはならんということでございますが、幸い、日野町には

こういった大きな災害はございませんが、先ほど申しました、いつ何時そういうこ

とが起こるやも分かりませんので、できるだけの備えというものはしておくべきか

というふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げまして終わりたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は15時55分から再開いたし

ます。 

－休憩 １５時３４分－ 

－再開 １５時５５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、質疑を許可いたします。 

 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） それでは、通告に従いまして、待機児童対策と障がい者福祉に

ついて、随時質問をさせていただきます。 

 まず、待機児童対策についてであります。 

 今年「保育園を落ちたのは私だ」で、政府にまで影響を与え、安倍政権は１億総

活躍社会の柱に待機児童ゼロ対策をうたいましたが、保護者の深刻な事態は、まだ

まだ続いています。 

 滋賀県内でも、保育所に申し込んだのに入れなかった子どもの数は、４月１日時

点で、厚生労働省定義の待機児童が339人、育児中などが理由の隠れ待機児童が319

人と、計658人に上っていたことが、県の集約から明らかになりました。 

 日野町でも、経済情勢の悪化からか、数年前から急に待機児童が出始めました。

県の調査2016年４月１日現在で、国定義上の待機児童13人、隠れ待機児童27人の、

合計40人の待機児童が日野町にいることが分かりました。昨年の調べでは待機児童

は42人でしたので、今年もほぼ同じ状態なのです。 

 藤澤町政は、この間、かなり思い切った対策をとられたと思いますが、それでも

待機児童はなかなかなくなりません。今議会も、桜谷認定こども園の設置が提案さ

れております。これも待機児童の解消に向けた対策の１つであると思っております。

保育にかける乳幼児に責任を果たさなければならない町行政として、今後の日野町

の待機児童ゼロへの対応策をお示し下さい。 

議長（杉浦和人君） 12番、池元法子君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 
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町長（藤澤直広君） 待機児童対策についてご質問をいただきました。 

 今お話もあったところでございますが、平成24年度から、日野町で待機児童が生

じております。これに対応するため、これまで平成26年度には、第２わらべ保育園

を新設いただき、60名の定数を確保いたしました。平成27年度には、保育所こばと

園の改築で、30名の定員増を実施いたしました。また、平成28年度からは、あおぞ

ら園鎌掛分園を開設することにより、30名の定員増をして対応してきたところでご

ざいます。しかしながら、平成28年度においても待機児童が生じました。ここ近年、

保育所入所申込数は、毎年30名程度増加しているところでございます。 

 このため、平成29年度に向けての対策といたましては、日野福祉会との協議によ

り、第２わらべ保育園で20名の定員増をお願いし、また桜谷認定こども園開園に伴

う受け入れ増と、鎌掛分園の現在の定員の余裕分等で、平成28年度比50名程度の受

け入れ増を行い、待機児童ゼロを目指したいと考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 安心して子どもを生み、育てられる町、出生率の向上は、少子

化対策に大事な問題であって、これは保育園が大事な役割を果たすところだと思っ

ております。 

 この施設を増やすこと、それはまず限られた財源の中でも、大変難しいことであ

ります。来年度、わらべ園での20名の定員増についても、施設はまだ余裕があるの

で、そのまま行けるので、定数増はたやすいということでも、まず保育士の確保が

一番難しい問題となっているということは、当局も分かっておられると思います。 

 保育士の確保に対して、具体的な考えがあるのかどうか、お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） ただいま池元議員の方から、保育士の確保についてのご質

問をいただきました。 

 保育士を確保するにつきましては、現在、全国的に大きな問題となっているとこ

ろでございます。そんな中で、政府といたしましても、処遇改善に取り組むという

ことで、現在発表されている中では、平均２パーセントの給与増、約6,000円の一月

当たりの給与増ということを示されております。 

 しかしながら、それだけでは、到底大きなしっかりとした処遇改善につながるも

のではございません。私たちも、これからも国や県に対しても、しっかりと処遇改

善については、声を大きくして伝えていきたいというふうに思っております。 

 それと、保育士の確保につきましては、ほかの町と比べて、いち早く保育士を募

集していくということも、１つ大事な要素となっております。日野福祉会さんに対

しましては、来年に向けて、町といたしましては、今から定員増をしっかり20名と

いうことは、お願いしたいということを伝えております、そのことで、いち早く日
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野福祉会さんの方も職員募集をされるということは、また確保につながる１つの策

ではないかと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） なかなか町独自で保育士を養成するとか、そういうことも難し

いことですので、本当に早い時期から募集をしていくということは、いいことかな

というふうにも思っておりますし、また、午前中の質疑の中でも、私、幼稚園の預

かり保育の延長というんですか、４時、５時まで預かり保育をできる、できる可能

性はある、できるということでしたので、そのこういう小さな町で待機児童を出さ

ないためにも、そういう柔軟な体制をとって、どうしても入れない人には、そうい

う対策を講じてもらうということも、できたらありがたいなと思いまして、要望と

いたしておきます。 

 続いて２つ目の、障がい者福祉についての質問に入ります。 

 神奈川県相模原市の障がい者支援施設県立津久井やまゆり園で起こった殺傷事件

は、みんなが寝静まった夜中に入所者が襲われ、19人が死亡、26人が負傷したとい

う凄惨な事件は日本中にショックをもたらし、とりわけ障がいのある当事者や家族、

関係者の受けた衝撃、そして不安や悲しみは、言葉であらわすことはできないもの

だと感じています。このような事件が起これば、防止策、防衛策の強化が叫ばれま

すが、問題はもっと深いところにあるのではないでしょうか。支援団体の関係者か

ら次々と命を奪った凶行は決して許されず、裁かれなければなりません。 

 あわせて、障がいのある人もそうでない人も生きづらさを抱えている社会に、目

を向ける必要があるのではないかと言われています。今回の事件で逮捕された容疑

者の男性は、その施設で働いていた人でした。今まであった老人介護施設などの虐

待や殺人等の事件も、職員によるものがたくさんありました。その加害者の人たち

も、はじめはその仕事に奉仕的精神を持ち、夢や希望を持って就職されたのだと思

います。それなのにこのような事件を起こすことになったり、また仕事をやめてし

まったり、どうしてそのような事態を引き起こすことになるのでしょうか。 

 日野町は、これまでも、わたむきの里の法人の設立から、さまざまな補助、助成

をしてきました。今では、県下でも大きな作業所、施設として運営をされています。

人権尊重と福祉の町として、このように福祉現場の利用者とともに、働く職員に対

する配慮や、健常者と障がい者がともに生きる社会についてのお考えをお聞きしま

す。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 障がい者福祉に対する考え方について、ご質問いただきました。 

 神奈川県における事件については、大変大きな衝撃を日本中に与えたところでご

ざいます。容疑者が、障がいのある人の命や尊厳を否定するような供述をしている
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と報道されておりますが、障がいがある人も、その人の家族や施設の職員は、その

歩みを支え、見守っていただいております。このような凶悪事件がなぜ起こったの

か。また、二度と起こらないために、事件の背景を究明することが必要であり、被

害者および被害者の遺族、家族、入所者のみならず、全国の障がいのある人たちに

対する心のケアが十分になされることが大切と思います。 

 町内の社会福祉法人においては、事件後には、人権に関する職員研修が行われま

した。また、利用者の中には、事件を聞いて１人でいることが怖いといった訴えも

あるということでございます。心のケアにも配慮した対応がされております。 

 町は、これまでから法人と連携し、障がいのある人たちの支援を進めてまいりま

した。町内からの利用希望者については、断ることなることなく受け入れていただ

いており、現施設が手狭になってきたことなどから、新たな作業所等の開設につい

ても、計画をしていただいているところでございます。現場で働く職員さんたちが

日々奮闘をしていただいており、今後も、ともに生きる社会を実現していくために、

町としても力を合わせてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 利用者とともに職員に対する配慮について、再度お尋ねいたし

ますが、現状、今の作業所内での現状について、どのようにどこまで把握されてい

るのかをお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（宇田達夫君） 池元議員の方から、再質問をいただきました。 

 どのくらいを配慮しているのかということでございます。 

 私たち福祉課といたしましても、常に福祉会の方とは連絡をとりながら、実情に

ついて、できるだけつかんでいるというふうに考えております。 

 例えましたら、今年４月から、新しくグループホームののぞみが内池に開設をさ

れたわけでございます。なかなか当初につきましては、運営について現場の職員さ

んも苦労されて、大分労働についても厳しかったというふうに聞いております。そ

のあたりも施設側と随時連絡を取りながら、また、職員さんの方も、しっかりと組

合活動などを通じて、こちらの方にも要望もいただいております。そのことを通じ

まして、施設側とも連絡をとっております。その中で、４月は大変でしたが、６月、

７月ごろから、随時順調に運営の方も動き出し、職員さんのローテーションにつき

ましても、順調に進めることができているというふうに伺っております。 

 その後につきましては、組合を通じての話も聞いておりませんので、現在は順調

にされているものと理解しております。今後につきましても、わたむきの里さんと

は随時連絡をとりまして、適正な運営がなされるよう努めていきたいと考えており

ます。 
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議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 今朝の質疑のときにも、職員さんが47名、今おられて、この近

年３名しかやめておられない。結婚とかそういうようなのでやめておられる以外で、

やめる人はない。やはり働きやすい職場だから、そういうふうにやめる人も少ない

んだなというふうに思いますし、職員さんの人とも私も話をさせてもらっていても、

本当に利用者さん、障がいを持った方たちから学ぶところがたくさんあって、すご

く気持ちよく仕事ができるというふうに聞いてもおりますので、その点は本当にう

まく運営をされているのだなと思っておりますが、やはり給料的には安いんじゃな

いかなと。そこが、私も聞いてはおりませんけど、大体どこのどういう施設の職員

さんも、やっぱり給料が安いということろがありますので、そのあたりも先ほど言

いましたように、ここも税金もつぎ込んで補助やらしている町として、その点も配

慮を続けていってほしいなというふうにも思います。 

 こういう弱い立場の人々が安心して暮らせる町というのが、本当に全ての人に対

して優しい町でもあるわけですので、このような施設も大事にしながら、福祉の町

として、人権の町として、これからも住んでいきたいなというふうに思っておりま

すので、また今後ともよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは、通告書に基づきまして、まず分割方式で質問させて

いただきたいと思います。 

 まず、交通安全対策について。 

 今年の東桜谷地区行政懇談会の要望事項にも挙げられましたが、下記２点の交差

点周辺において、自動車が非常に加速して進入する状況であり、非常に危険であり

ます。いずれも学童の通学路でもあるため、以前にも増して、抜本的な対策が必要

であると考えます。地元要望も強い案件であることから、しかるべき対応をお願い

いたします。 

 １つ目ですが、東部広域農道と県道508号が合流する日野ゴルフ場手前の、杣の交

差点周辺であります。広域農道を小野方面からゴルフ場に向かって下りていくとこ

ろなんですけれども、減速なしで加速する自動車が多くございます。私も、そこに

交通安全週間は立たせていただくんですけれども、本当に100キロは飛ばしているや

ろうなという車がすごく多いです。その交差点自体は、子どもたちは利用しないで

すけれども、そのちょっと手前に、杣はもちろんのこと、川原や杉とか、そういっ

た上の子どもたちが、通学時間帯に横断をされる横断歩道がございます。そこが非

常に死角になっておりまして、何かの手違いでほんとうに大事故が起こり得る場所

だなという状況でございます。これに対して、過去さまざまな対策を講じてくださ

っておるんですけれども、やはりそれでも、相当飛ばしてくる自動車は少なくない
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という状況に対しまして、今回、信号機のルーバー式への変更や、また速度制限な

どの速度抑制対策を、まず１点目にお願いさせていただきたいと思います。 

 そして２点目は、今度は、県道相谷原杣線のゑびすやさん抜けるところでござい

ますが、川原と杉を抜けて杣を通過する際に、ゑびすやさんのところは集落に入っ

てきますので、非常に死角が多いです。地域の方ももちろん利用されるんですが、

こちらも登下校で子どもたちが利用されます。そのもう少し先に行ったところ、半

川原に左の方に抜けるところも、道路を横断する地区がありまして、そちらについ

ても、非常に飛ばされて危ないという状況であります。こちらにつきましても、速

度制限等の対策を要望させていただきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博君の質問対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 交通安全対策について、ご質問をいただきました。 

 まず、東部広域農道と県道508号中里山上日野線が合流する日野ゴルフ手前の交差

点に至る下りでは、これまで速度抑制舗装や減速表示、交差点付近にはパトライト

や交差点注意を促す看板等も設置し、速度抑制のための対策を講じております。東

近江警察署に確認いたしましたところ、信号機のルーバー式への変更等は、直線で

連続に信号機が設置されている場合に、手前の信号機を見落とすことがないように

する際に考えられているものでございまして、速度抑制のために信号機の視覚制限

を行うことは難しいとのことでございました。 

 また、県道相谷原杣線の川原バス停から、半川原までの区間の速度制限について

も、東近江警察署を通じて、県公安委員会に地元から要望があることを伝えており

ますが、周辺の道路環境から、速度制限を行うことは難しいということでございま

した。地域におきまして、１人ひとりが交通安全への意識を高めていただき、交通

ルールを順守していただくことをお願いする次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは、再質問をさせていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、公安委員会の方からは、ちょっと現状では厳しいというお

話だったかと思います。 

 そこで、詳しく担当課にお伺いをしたいんですけれども、相谷原杣線のこちらの

速度制限に関しては、今ご答弁がありました周辺の道路環境から速度制限を行うこ

とは難しいという話でありますが、どういった部分で、なぜ速度制限ができないの

かという、そのもう少し詳しいところを教えていただきたいと思います。 

 そして、先ほどの広域農道の方も含めまして、速度制限がすぐにできない、簡単

にはできないということであれば、何かほかの効果的な対策等は考えられないのか、

住民課の範疇で結構でございますので、教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 
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住民課参事（山田敏之君） 堀江議員から再質問をいただきました。お答えさせてい

ただきます。 

 まず、相谷原杣線の集落内といいますか、ところの交通規制の部分で、どういっ

たところかということでございますけれども、再三再四地元の区長様から、今年度

になりましてからも切なる要望をいただいておりまして、何度も直接お話もいただ

いているところでございまして、町としては、東近江警察署はもとより、県内の交

通規制の関係を所管いたします県警本部の交通規制課へも、直接、市町村の連絡会

議等で、地元の要望書の写しも届けさせていただきまして、要望させていただいて

いるところでございますけれども、しかしながら、その場所につきましては、単に

速度規制を行うだけでは、ドライバーが減速されて走行される見込みは少ないとい

うようなことでございますし、また、道路そのものも、一部でございますけれども

拡幅されているというようなこと等、そういった周辺状況、民家がつながっている

とか、いろんな条件が速度制限にはあるようでございますけれども、そういった部

分から、その場所での速度制限の制限をかけることは難しいというような判断をい

ただいております。 

 しかしながら、引き続き、地元からの強い要望であることは、要望を行っていき

たいというふうに考えております。 

 また、広域農道での効果の対策でございますけれども、ルーバー式の信号といい

ますのは、先ほど町長が答弁いたしましたように、そのような視覚制限を加えると

いうようなものの信号機では、原則ないというようなことでございます。ほかに何

かいい方法がないのかということでございますけれども、既に地域の中でざまざま

なお取り組みをいただいているということは、本当にありがたく思っているところ

でございます。 

 ただ、この物理的な面だけでの規制では、なかなかもう難しい状況になってきて

いるようにも思います。ソフト面と申しますか、例えば、既にお考えをいただいて

いるとは存じますけれども、大規模な大きな交差点だけでなく、その交通危険箇所

にも、子どもたちが通学いたします時間帯に、かなりの負担になるかも分かりませ

けれども、ＰＴＡの皆さん方などに立哨指導いただくなど、その地点が危険である

ということの認識を高めるための地域ぐるみの啓発でございますとか、交通安全行

動を家族の中でお話をいただくような、そういった取り組みをさらに進めていただ

くことができないかなというふうにも考えたりもしております。 

 町といたしましては、先ほど申しましたように、引き続き、地元からの強い要望

である旨を、しっかりと伝えてまいりたいと思っておりますし、最終的には、ドラ

イバーのモラル、意識によるところも大きいのではないかというふうに思っており

まして、さらに交通マナーの向上の輪を広げていかなければならないと、こんなふ
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うに思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） １点目の、相谷原杣線の方は、警察さんがおっしゃるには、単

に速度制限しても、恐らくそれだけでは解決はしいひんということであるかと思い

ます。やはり、その住民の方々の周知徹底というのは前提になってくるかと思いま

すが、やはりその周知徹底するにも、根拠に速度制限があるということは大きな理

由になるかと思いますので、前々からご努力いただいているかと思いますが、これ

からも引き続き、速度制限と交通安全に対してご尽力をいただきたいなと思います。 

 そこで、もう１点だけ、再々質問でございますが、看板等は、こちらの県道の方

は主に建設計画課さん、また、広域農道の方は農林課の担当になっていると思うん

ですけれども、その今は住民課の範疇でありましたけれども、建設計画課の範疇、

また農林課の範疇で、そういう交通安全対策のほかの方法がないか、重複していて

も結構でございますので、ちょっとお伺いをさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 交通安全の関係でございます。路面標示であったり減

速マークであったり、種々、いろんな方法はございます。県道の方につきましては、

さっき住民課が申しましたとおり、センターラインの入った改良された道でござい

ますので、ほぼ直線にもなっておりますので、交差点あたりが見にくいということ

でございますので、その辺の交差点があるとか交差点注意であるとか、そういうふ

うな表示もできるかも分かりませんので、その辺、県の方にも伝えていきたいと、

要望の方もさせていただきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 東部広域農道の小野からの交差点に向けての、交通安全対

策でございます。 

 最初の信号の手前の最初の交差点に手前には、路面に速度制御する表示を、現在

もしております。ちょうどあそこは走りますと、がたがたと衝撃がくる表示。それ

から、道路が、幅員を狭く見せる路側帯よりもさらに内側に線が引いてあるという

ことで、狭く道路が見えますので、自然と減速をされるというようなそういった表

示。それから交差点ありの表示、あらゆるものが、今、全てしているという状況で

ございます。 

 いろいろ新たな交通安全対策的なものがございましたら、また検討してまいりた

いというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 今後も、本当に危ない場所であるということは変わりませんし、

地域の皆様と、ソフトの部分、立ち番等も含めて、そしてハードの部分と、しっか
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り皆様のお力添えをいただきながら、交通安全をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、続いて２点目の質問に移らせていただきます。 

 人口減少対策・産業振興施策全般について、一問一答方式で質問いたします。 

 去る８月３日、４日と、島根県海士町にて視察研修を、議員ということでさせて

いただきました。海士町は日本海に浮かぶ離島で、人口も2,353名というほどの小さ

な町であります。ここ近年、過疎化、少子化等で、島の存亡の危機に立たされたこ

とから、十数年前から、町民挙げての改革に取り組んでおられます。その内容とし

ましては、守りの戦略としての行財政改革を皮切りに、攻めの戦略として、100戸以

上の町営住宅の整備、手厚い子育て支援といった定住対策、島まるごとブランド化

と題して、サザエや岩ガキ等の海産物、また、ブランド牛、隠岐牛を使って町にお

金を落としてもらう、これを向こうの方々は外貨獲得というふうにおっしゃってい

ました。そうすることによって、産業振興に一定の成果を上げられておられます。 

 そのほか、上げれば本当にきりがないんですけれども、地元高校に島外の生徒を

募集する高校魅力化プロジェクトやＩＣＴ、そういったインターネットデジタル関

係の技術の整備など、先進的かつ自由な発想のもと、行政上の諸課題に対して積極

的に取り組んでおられました。 

 結果、財政状況はもちろんなんですけれども、累計356世帯、521名の方々が、Ｉ

ターンとして島に訪れるようになったとのことであります。離島であることや人口

規模など諸条件は違いますので、簡単に日野町に全てどうやという話になりません

けれども、地理的にも財政的にも不利な状況であるにもかかわらず、自治体の努力

によって課題の解決に成果を上げておられることから、大いに学ぶべき点があった

なと思っております。 

 そこでお伺いをまずさせていただきたいと思います。 

 ともに視察に参加された、企画振興課長ならびに商工観光課長にお伺いをいたし

ますが、視察研修を経てどのような総括をされ、今後の町政にいかに生かされるの

かお教え下さい。できるだけ具体的な事例などを挙げていただき、具体的に町政の

どの部分で生かしていくのかをお教えいただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま堀江議員の方からご質問いただきました。 

 このたびは、議員の皆さんと一緒に勉強させていただく機会をいただきまして、

ありがとうございました。 

 今、堀江議員の方からもおっしゃったとおり、人口とか自然環境等違う中でどう

かということでございます。当町と海士町とは、先ほど言いました交通状況もあり

ますし、地形、自然環境など大きな違いがございますけども、町として、一定、し
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っかり力を入れるところを明確にして、それに取り組むということが必要だという

ふうに感じました。 

 また、海士町のように、「たから」が直接産業に結びつかなくても、当町にある「た

から」を生かそうとする発想と姿勢は、絶えず持ち続ける必要があるというふうに

思います。 

 そうした中、具体的に当町が学び、取り組むべきはということでございますが、

特にＩターン、Ｕターンに対する取り組みと姿勢でございます。高いスキルを持っ

たＩターン、Ｕターンの方は町の大きな力となります。そのためには、まずはこの

町のファンにもらうこと、そして居住が紹介でき、新たな職の可能性も支援できる

など、一定ハードルは高い部分はございますけれども、今以上に移住受け入れに対

して、親切丁寧な仕組みと体制づくりに力を入れることが必要だと考えさせていた

だきました。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 私の方から感想ですけれど、島根県海士町への視察

についての感想ということでございます。 

 まず感じましたのは、やはり島という厳しい自然環境と、さらに人口減少の中で、

その環境を逆に地域資源として捉え、生かされているということは、すばらしいこ

とだと感じたところでございます。 

 海士町におかれましても活発に取り組んでおられました、都市と農村の交流とい

うことで、日野町におきましても、近江日野田舎体験としまして取り組んでおりま

す。毎年3,000人以上の子どもたちが、日野町での体験を通して、人とのつながりの

大切さを学んでいます。日野町の地域資源を生かした交流の取り組みが、学生だけ

でなく、今後企業研修などの形で広がるよう、地方創生加速化交付金事業による日

野まちなか定期観光交流事業などの取り組みとあわせて、定着させていくことが大

切だと考えております。 

 また、海士町で、地元を愛する人を育てる取り組みというのがされていました。

日野町の自然や歴史文化、生活文化など、地元に愛着を持ち、住み続けたいと思う

人材の育成に、引き続き取り組むことが大切だと考えております。 

 総合計画、昨年度策定しました総合戦略に基づくこの４つの事業、柱があります

が、この事業を円滑に図れるように取り組んでいくことが、大切だと感じたところ

でございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 一問一答でございますが、まず、企画振興課長にいくつかお伺

いをさせていただきたいと思います。 

 今ご答弁いただきまして、町として力を入れる施策というものを明確にしていく
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と。安田課長がおっしゃるには、Ｉターン、Ｕターンというものを全面的に取り組

んでいくべきだというご答弁であったのかなと、そのように感じておりますが、そ

こでちょっと、その海士町の例ではありますけれども、いただいた資料や当日のお

話を聞いて、どうやってＩターン、Ｕターンの方、ちょっと置いておいて、Ｉター

ンの方、全く知らない人を、どうやって寄せてきたかという話の大きなきっかけが、

産業振興であるかと思います。ご存じやと思います。例えば、先ほど話を出してき

ました、その岩ガキというものを、高品質なものとして島外に輸出して、そしてそ

れで１つの商売を成り立たせていく。それに手を挙げたＩターンの方々が、その島

にやってきた。岩ガキ以外にも、隠岐牛に関しても、三世帯の方が隠岐牛をやって

みたいということで、初めて島の方にやってきた。となりますと、１つのヒントの

中に、とりあえず来ませんかという形ではなくて、こういうおもしろいプロジェク

トがある。ここは隠岐牛とか、また資源は全く違いますけれども、こういった隠岐

牛なり岩ガキなり、こんなものをこれから町としてやっていきたいと。それに手を

挙げてくれる人、いいひんかと、そういう呼び水となるものが、能力があるＩター

ンの方々、そういう興味ある方は、絶対僕は来はると思うんです。その点について、

課長もきっとそういった、いかにＩターンの方々に仕事を持ってもらうかというと

ころ、大きな課題やと思うんですけれども、その新たな仕事の創出という部分につ

いて、ご意見をお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま堀江議員の方からおっしゃったとおりでござ

いますが、非常に難しい部分がございまして、特に海士町の場合は、非常に海とか

特徴だったところが非常にございまして、私どもも確かにたからはございますが、

それをそのまま産業にどう生かしていくのかという、非常に難しい部分でございま

す。 

 ただ、先ほどから申し上げています部分といいますのは、できるだけ、はっきり

言いましてスキルの高い方を獲得するということは、実を言うと町の活性化に大き

な力になってくるということは、海士町の中でも当然感じられたことでございます

ので、そういう方々をどうするのかという部分でいいますと、既に今移住をいただ

いている方、ございます。その方々は、実をいうとスキルの高い方、ちょこちょこ

とおられまして、そのつながりというのは、非常に強うございます。その関係で、

こちらに訪ねてきていただいている場合が１点ございますのと、もう１つは、おっ

しゃるとおり、これからの話ですが、町としては、今の近江日野商人という部分の

歴史等を踏まえた企業さん、それから大学等の研修の機会を、どんどん増やしてい

こうやないかと。そうした中で、ファンを何とかつくっていかないかと、そういう

ような、今のところはちょっと若干、程度の部分しかございませんけども、もう少
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したからを見つけて、先ほど申しましたように、こんなんできないでしょうかとい

う提案をいただいた分を、どう支援ができるのかとか、そういう部分は、先ほど言

いました、ちょっとハードルが若干高い部分がございますけども、そういうところ

はしっかりと整備をして、支援できるような形は持っていかなあかんなというよう

に考えています。 

 やはり、先ほど申しましたように、いかに親身になって、この地域に住んでいた

だくために、行政の、視察先でもおっしゃったように、態度、お金ではないんです。

そこに最初行ったときに、こうです、こうです、それなら一度こうしてみようかな

というような気持ちにさせる、そういう部分が必要かなというふうに考えておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それで質問でございまして、今、高いスキルを持った方々が、

既にもういらっしゃるというお話で、今後もそういう方々は貴重な存在であるとい

うお話だと思うんですけれども、高いスキルって、どういったことでしょうか。か

つ、今、既におられる中で高いスキルの方、例えばどういった方なのか。それに対

して、町として何かサポートというのは、今現段階でされていらっしゃったりする

んでしょうか。そのあたりを教えて下さい。 

企画振興課長（安田尚司君） 現在、スキルの高い方というのは、どちらかといいま

すと、いわゆる１つこだわりのある部分が必要かなと。変なこだわりではなしに、

いわゆる質の高いものを目指すというのが１つと、それから公的に、町全体、地域

のことを一生懸命考えていただける方、そういうような方が多くございます。そう

した部分でいいますと、町は、そういう方々の提言を受けながら、じゃ、こうさせ

てもらいましょうと。そういう方というのは、町の方にも、こういうのはできひん

やろうかという話があると、じゃ、こういう方法はやってみたらどうだろうかとい

うような話でさせていただいているのが、今現状でございます。話によりますと、

できるだけいろんな形で、私、この町でこんなんですよというので、いろいろＬＩ

ＮＥ等で紹介している人が、もし、いいなということでもし来はったら、よろしく

お願いしますねとか、そういうような具体的な話がある中で、それを進めていけた

らなというふうに実際には考えている。スキル高いというのはそういうような意味

合いで考えています。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 具体的なスキルもあるという部分と、本当にアーティストさん

みたいな、そういうすごく特化した能力をお持ちの方とか、そういう意味合いなの

かなと思います。 

 いずれにしましても、課長も海士町に行かれたときに、非常に開放的、それは島
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国といいますか島なので、閉鎖的な要素も大いにあるとはおっしゃっておられまし

たけれども、ただその中で、町、そこの職員さん全体で、どんどん何でもやってい

いというような、職員さんそれぞれが起業しているぐらいの町でしたので、そうい

う風土というか、そういうメンタリティがすごく大事だなと思いました。 

 やはりＩターンでわざわざ本当にお住まいいただくというのは、すごく貴重な方

だと思いますので、いろいろな面で、今後もサポートのあり方を研究して追求して

いただければと思います。 

 そこで１つ、課長に質問という、ご意見を伺いたいなと思いまして、私、寄せて

もらって、たくさん学ぶべき部分はあったんですけれども、１つ、これって大事だ

なと思ったのが、地元の高校とコラボレーションをするというか、非常に親密に、

一緒にやっていくということであろうかなと思います。あそこは島前高校の魅力化

プロジェクトということで、この高校は、少子化の影響を受けて、約10年間で入学

者数が77人から28人、これは平成20年です、まで、激減してしまったと。全学年１

クラスになって、統廃合の危機になったわけであります。高校の存続というものが、

島の存続に直結するということで、改革を実施されたと。その高校自体のコースの

中に、地域創造コースというのをつくって、まちづくりとか商品開発などを通して、

地域づくりを担うリーダーを育成すると、そういったコースを新設したり、あと、

生徒が企画した地域活性化に向けた観光プランが、観光甲子園でグランプリを獲得

した。また、島でありますので、民間の塾がないので、公営の塾をつくって、そう

いう進学にも対応するようにしたと。全国から意欲ある生徒の募集をして、寮費と

か食費を補助して、島留学という名前をつくって募集して、平成20年は全生徒数が

89名だったらしいですが、それが平成28年、今年度には180名、100名、この８年で

増えたという結果が出ております。 

 もちろん、これ、そのまんま日野町に、日野高校にどうこうというわけではない

んですけれども、やはり過去に日野高校統廃合みたいなお話が出てきた、あったか、

議論が出てきたと思います。そういった中で、仮に日野高校がなかったら、やはり

どんどん日野の人口って減っていったりとか、愛着とか減っていくやろうなという

ことは、もちろん私もそうですし、皆様も容易に想像できることだと思います。 

 そういった中で、どうしても行政は、小学校、中学校とか、そこをメーンになっ

てくるかと思うんですけれども、もう一歩視点を広げて、日野高校の生徒さんとの

つながりというものも、やっぱりさらにつくっていくという必要があるのかなと思

います。 

 さまざまなイベントレベルでは、従来からおつき合いはあると思うんですけれど

も、ある程度戦略的に、今年六、七月ごろに、18歳選挙でいろいろ総務課さんもか

かわられたと思います。そういった政治とか行政的な部分も、高校生ですので、ま
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じめな話も、難しい話もできる年代だと思いますし、そういった機会づくり、日野

高校とかかわっていくという部分が必要ではないかなと思いますが、そちらの見解

について、課長、ご意見を伺いたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま日野高校の関係でお話をいただきました。 

 日野高校生は、活気の問題も当然あるんですが、公共交通では非常に担い手にな

っていただいているところでございまして、特に近江鉄道関係なんていうのは、非

常に通学の時期には、高校生によって支えられている部分も、実はあるところが現

実でございます。そうした意味で見ますと、大事にしていくべきでございます。 

 ただ、今の形と少し、どうしていったらいいかという今の変え方というのは、や

はり何らかの形のキーマンが必要になってくるのかなというふうに、１つございま

す。そのキーマンを取り巻く支援者というのがあって、そこに関係者、さらには関

係機関、そして恐らく県というのが出てくるんだろうとは思うんですが、そういう

関係をつくっていかないと、実際には、ですから、恐らく海士町の方でも、最初の

キーマンを外から、いわゆる結局呼んできた中で、その方を中心に、最初は教職員

さんも、何のこと、みたいな形だったのが、やはり徐々に、その周り、協力者がい

て、そこに行政もかかわりながら関係者がつくっていったという経緯からしますと、

やはり１つキーマンがあって、その戦略をどうしていくのかという部分を、やっぱ

りしっかり押さえていかないと、何をどうしていこうとするところを、やっぱりあ

の人、あの教えていただいたあの方を何とか引っ張ってきて、これ、何とかしよう

というぐらいでないと、なかなか動かないのかなと、ちょっと視察のときには感じ

ていたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 了解いたしました。 

 今後、いろいろなハードルはあるかと思いますけれども、非常に重要な、高校と

この町をつくっていくという視点も、大いに重要であると思いますので、またそう

いったことも視野に入れながら、お取り組みもいただければなと思います。 

 続きまして、商工観光課長、どうもありがとうございました。 

 そこで、ちょっとお伺いをしたいんですけれども、海士町の商工観光施策といい

ますか、商業施策でキーワードになるのが、外貨を獲得するんやと。外貨というと、

海外のお金というのが一般的な定義ですけれども、島から、外から、島の外から来

てもらって、お金を落としてもらう、そういった考え方になるかと思います。 

 そこで、商工観光課長が考えられる、この日野町においての、いかに町内での経

済循環はもちろんなんですが、それ以外のところから、しっかりお金を落としても

らえる、ちょっと言い方あれですけれども、ことに関して、どういうビジョンなり
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戦略なりお持ちなのか、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） まさしく、今おっしゃたとおり、地域内でお金がく

るくる回っているだけでは、それだけの話ですので、外貨獲得というのは確かに大

切なことで、前からそういう話は、当然した中で動いているんですけども、やっぱ

り１つは、観光の面で、先ほど、例えば一例でいいますと、今、田舎体験で3,000

人の方が来られていると。その人たちは、日野町で泊まっているというような形で

いくと、日野町に他府県から外貨がやってきているというようなことにつながって

いますし、観光というのは、やはり外貨獲得のための１つの施策であるのかなとい

うふうに思っていますので、先ほど申しました、ひなまつり紀行とか桟敷窓アート

という形で、町内で町をにぎやかにするんやというふうにおっしゃっている中でも、

やはりそこでよそから来られた方に、サービスなり商品の提供をできることによっ

て、外貨の獲得になるというようなことにつながるのではないかということで、観

光振興の方は、やっぱり進めていきたいなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） そのようであるかと思います。 

 そこで今、専ら議論になっております、日野駅の改修に伴って、通常の駅という

要素から、そこが大きな観光の拠点の１つになるようになると思います。そういっ

た中で、今、町なかの商人屋敷がある部分から日野駅のこのラインというものが、

先ほどもゾーニングというようなお話も山田議員からございましたけれども、そう

いったあのラインというものを、商業的に観光的にも発展させていくという視野は

必要だと思うんですけれども、そうなったときに、やはり今回の駅舎のその周辺に

関しても、例えば、大きな駐車場のスペースが、果たしてつくれたりするのかとか、

そういった議論の余地も出てきたりすると思うんです。その部分に関して、課長の

考え方をお伺いさせていただきたいと思います。日野駅というものの位置づけ、商

業政策において。 

議長（杉浦和人君） ここで会議時間を延長いたします。 

 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 現在取り組んでおります日野駅の駅舎の改修工事と

いうことについては、商工観光課としましても、今おっしゃったような形で、人が

集える場所というような位置づけにしていけたらなというふうに思いますし、そこ

を拠点にして、町内への観光客の入れ込みも、つながりになっていくのかなという

ふうに思っています。 

 そのためには、やはり駅前通りの共栄会さんとか、その上につながっていきます

ひばりの会さん、松尾から銀座商店街という形で商店街が連なっていけば、次々と
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歩いてでも行っていただけるのかなというふうに思いますが、なかなか今現状をみ

ますと、ぽつんぽつんと途切れたような状況になっていますので、そこを、先ほど

言いましたような新たな創業者さんを、先ほど安田課長が言うていましたように、

そういうスキルを持った、外から来ていただける方を誘致するというんですか、呼

んできて、あの通りが、商店のつながるような、そういう町並みになればなという

ふうに思います。 

 ただ、随分昔に商工会の方でも、駅前から続くこの通りについては、ある一定の

統一したようなデザインとか、道を統一したような形にしていくことか、そういう

ようなことによって、つながりを持っていきたいなというような計画もされていま

した。 

 １つは、駅前から順番に、一番最初は日野銀座商店街さんの方で街路灯を整備さ

れるときに、デザインを曳山をモチーフにしたようなデザインということでされま

して、それを、できたら日野駅までずっと、通りは街路灯がありますので、それを

つなげていきたいなということで、共栄会さんとひばりの会さんまでは、そのよう

なデザインでつながっていったというようなこともありますので、今後もそういう

統一的なデザインというか、次、何があるのかなという期待感を持たせるような形

で、進めていけたらなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 今回の日野駅の改修って、すごくチャンスやと思います。一方

で見たらピンチなんですけれども、ピンチはチャンスといいますか、ただ、言葉で

は簡単ですけれども、いろんな課題等もたくさんあるかと思います。ですが、本当

にそれが大きな、あのときにあれをやらはったから、うまいこといったんやなと言

ってもらえるように、これからもさまざまな広い視野でお取り組みをいただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 そこで、続きましてですが、今は視察研修に関連してご質問をさせていただきま

したが、目下、日野町版の総合戦略というものがおつくりいただいて、１年弱とい

う段階に入ってまいりました。この諸施策の取り組み状況について、お伺いをさせ

ていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、いわゆる日野町くらし安心ひとづくり総合

戦略ということで、総合戦略の方をつくらせていただきました取り組み状況でござ

います。 

 主なものを申し上げますと、まず策として、『日野の「たから」情報発信の推進』

という項目、施策がございます。これにつきましては、近江日野商人ふるさと館な

どのホームページの作成に着手しまして、情報発信を推進するための仕組みづくり



 

2-98 

を、取り組ませていただきました。 

 また、いわゆる施策の、空き家を活用した定住促進というのがございます。それ

につきましては、各地区行政懇談会や、また出前講座におきまして、空き家情報登

録制度、今現在しておりますけど、それを周知させていただきまして、地元自治会

との連携による登録物件の掘り起こしと、移住される方の受け入れについてのお願

いをしているところでございます。 

 また、昨年度、滋賀県建築組合日野支部に、町内の空き家の現地調査を委託させ

ていただきました。空き家の実態と管理状況を把握するとともに、空き家情報登録

制度に登録可能な物件の把握に取り組んだところでございます。 

 そして、その調査によりまして、利用可能とされた物件つきましては、その所有

者に、空き家情報登録制度の利用案内をさせていただきまして、空き家登録をして

いただくというようなことを進めているところでございます。 

 また、施策「出会いの場の創出」というのもございます。それでは、男女の出会

いの場の提供などによる、独身男女の結婚に向けた支援ということでございます。

地域による婚活事業への支援というのに取り組みまして、平成27年度では、町の事

業のほかに、南比都佐地区で婚活事業に取り組んでいただきまして、今年度はさら

に南比都佐地区以外でも、ほかの地区でも取り組んでいいただけるという方向で進

んでいるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 商工観光課におきましては、まず、施策の創業・第

二創業の促進ということで、日野町商工会と連携しまして、町内で創業を希望され

る方や創業間もない方を対象に、財務、経営、人材育成、販路開拓等を学ぶ実践創

業塾を開催いたしました。述べ４日間開催し、20名の受講があったところでござい

ます。また、引き続き、その方たちが、新たな創業されるということに、期待をし

ているところでございます。 

 次に、施策、地域内経済循環の推進におきましては、「三方よし！ 近江日野田舎

体験の農村生活体験民泊」では、平成27年度、約3,000人を受け入れました。 

 また、住宅リフォーム助成事業では、84件、約770万円を助成させていただき、取

り組まれた総工事費をもとに算出した経済波及効果は、約３億8,000万円となりまし

た。 

 次に、企業誘致と企業・異業種間の交流促進につきましては、現在鳥居平地先に

おいて工場用地の造成が進められており、今後の企業誘致に向けて、県企業誘致推

進室と連携を図り、情報発信につなげたいと考えております。 

 次に、施策、魅力ある商店づくりの促進についてということで、地方創生交付金

を活用して、シールラリー事業、おさんぽカードポイント付与等の事業を実施し、
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地元商店への集客に努めるとともに、地元特産品などを紹介する土産物パンフレッ

トも製作したところでございます。 

 次に、施策、体験型観光の推進ですが、大学や企業研修の受け入れに向けて、情

報発信に努めているところです。４月には、町内企業の研修を、ふるさと館を会場

に実施をいただきました。また、10月にも、町内企業さんが研修を計画していただ

いております。引き続き、近江日野商人を学ぶ体験型観光の推進に向けて、情報発

信に努めてまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） それでは、続きまして、農林課に関連する取り組み状況を

申し上げます。 

 施策、農業経営体の育成では、集落に出向きまして、人・農地プランの作成。ま

た、認定農業者や集落営農の法人化の説明、相談によりまして、地域農業の担い手

育成、確保を図っています。 

 また、ＪＡと町、県によります戦略会議を開催しまして、担い手の情報を共有し、

特に新規就農者の経営安定に向けた支援を行っています。 

 次に、施策、地元野菜生産者の担い手育成では、加工用キャベツの生産拡大に取

り組み、約80アールの面積で生産が行われたところでございます。町とＪＡ、県が

連携しまして、生産者の確保と組織化、また栽培研修会の開催による技術支援など

を行っております。 

 施策、日野菜のブランド化の推進では、栽培研修会や日野菜漬けコンクールによ

る生産への動機づけや食文化の伝承を図っています。また、作付補助金で生産を支

援いたしまして、ＪＡや日野菜生産部会と連携をして、首都圏等の展示商談会へ出

店するなど、販路拡大にも努めているところでございます。 

 このほか、新たな日野菜加工施設の早期建設に向けまして、ＪＡと連携して協議

をしているところでございます。 

 施策、獣肉の利活用を促進では、猟友会有志の解体処理施設「獣美恵堂」の衛生

機能をより高めるため、電解質精製水装置の導入を支援するなど、獣美恵堂の主体

的な取り組みを支援しております。また、新規のレストランなどからの受注に対応

できるよう、日野町有害鳥獣被害対策協議会が、獣美恵堂からの受託業務により、

随時受注可能な体制を整えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは質問をさせていただきます。 

 まず、企画振興課長にお伺いをさせていただきます。 

 日野のたから情報発信の推進ということで、総合戦略のこの冊子にも書かれてお

りますが、日野大当番仲間のような仕組みをつくり、ＳＮＳを利用し、全国、世界
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に日野町を発信するということでありますが、この状況はどうなっていますでしょ

うか、詳しくお教えいただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 非常に大きな目標を立てまして、取り組む方向で検討

もさせていただいています。 

 ただ、なかなか登録という形をするのが、どういう形でするのか、ＬＩＮＥの中

で、そういうものを募ってつないでいくのを登録とみるのか、どうしていくのかと

いうのと、実を言うと、今、試行錯誤といいますか検討する最中でございまして、

ただ、いかにそれを意識して情報発信をしていただく方を増やしていくかという部

分を中心に、その登録という部分がいいのかはちょっと別にして、そういう人をど

う増やしていくのかという施策を、どう打って出ようかというのを、今現在検討し

ている最中でございます。また、いろいろよい分がありましたら、提案いただきた

いと思っております。 

１番（堀江和博君） 検討中ということで、全国、世界に発信でございますので、非

常に目標は高くてすばらしいと思います。 

 やはり、言い方はあれなんですけれども、各市町それぞれ自分の町のことをＰＲ

合戦になっているこの昨今の世の中だと思います。 

 そういった中で、やはり何でもかんでも主張するといいますか情報発信するとい

うのは、恐らく埋もれてしまって得策ではないと思います。その中で、例えば、も

う特化して、先ほどからの話で恐縮なんですが、明治時代の風情を残した日野駅と、

その周辺の観光地ゾーンとか、本当に江戸時代の商人屋敷、蒲生氏郷、いろんな資

源がありますが、どれもこれも何でもかんでも日野のたからをアピールするという

よりかは、本当に切れ味が鋭いもので、まず１点突破していくというのが、本当に

ちょっと具体的な話なんですけど重要かなと思っています。 

 ご存じかもしれないですけど、滋賀県が、おもしろい例で石田三成を最近ＰＲを

されていて、ＣＭも、ほんとうに笑ってしまうＣＭを、あえてつくって放映をされ

ていたりしているかと思います。そういった感じで、ちょっとユニークで切れ味の、

ちょっとエッジの効いた情報発信の仕方じゃないと、これからは意味がなくなって

しまうと思いますので、そういった部分、課長のさらに知恵を絞っていただいて、

情報発信につなげていただければと思います。 

 あと、企画振興関係で、もう１点お伺いしたいんですけれども、進取の町の推進、

大きく４番目で、コミュニティー関連の話、まちづくり計画の策定実地回数をＫＰ

Ｉで上げていらっしゃると思います。これの現状と、そのそもそもまちづくり計画

というものがどういったもので、それを策定するとどうなるのか。それに対して何

か補助があったりするのかどうか、その点について、ちょっとお教えていただけま
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すでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 進取のまちづくり事業でございます。 

 これは、大きく、かなり大きな部分でございますが、今おっしゃっていただいた

まちづくり計画にもどうかという部分に当てはめますと、既に、ちょっと正確な数

字じゃない、十いくつの町というか自治会内で計画をいただいております。 

 それのどういう利点があるかというと、恐らく、地元でございます杣さんもそう

ですし、今まで宝くじ関係の補助を受けるにあたっての１つの条件として、そのま

ちづくり計画、その地域をどうしていくのか、今の現状とこれからの課題、そして

どう取り組むのかという部分を構成した１つの計画をつくっていただいています。

その計画によって、宝くじの、こういう事業を利用しようやないか、そういうよう

なことで優先して、それを採択の方に上げさせていただけるというのが利点の１つ

でございます。 

 もう１点は、各地区の行政懇談会の方に回らせていただいておりますけれども、

人口がそれぞれの集落でいろんな形で将来的に不安があるということでございます

ので、それに対する推計等、お示しをさせていただきながら、じゃ、この地域とし

てどうしていこうかなというような部分も、一緒に考えていきましょうよというよ

うなことで、声かけをさせていただいているという状況で、今後、この出前講座と

いう名前でも、それに特化して、一緒に寄るさかいに一遍話ししてくれということ

でいただけるような呼びかけを、さらにしていかんならんというふうに考えており

ます。特に、そういうような取り組みになっております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 続きまして、商工観光課長にお伺いさせていただきます。 

 先ほどから、創業を頑張らなあかんと、先ほど山田議員のご質問の中にありまし

たけれども、やはり既存の商店さん、もちろんですけれども、創業というものに力

を入れていかなあかんというお話だったと思いますが、では、その今回、今その創

業の塾、研修というのが、ご参加が20名様おられたと思うんですけれども、実際に

そこから創業に至ったケースというものは現段階であるのか。また、ここ近年で、

創業というものが、この日野町でなされているのかということについて、教えて下

さい。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） ちょっと詳しく資料があれなんですけども、実際今

年の夏に西大路地先で開店していただきました向町カフェというのが、あそこは去

年受けていただいて、開業いただいた第１号というふうに思っていますし、ここ最

近でいいますと、町なかに、上鍛冶町にらっこやさんというお店ができていますし、
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銀座商店街でも、前の井口薬局さんが入っておられたところに散髪屋さん、理容店

が新規に開業いただいています。ちょっとまだいくつかあると思うんですけども、

そういうような形で、空き店舗とか古民家を活用したお店とかということでご相談

に、今２件ぐらい来ていただいていますし、さらにまだコーヒーの専門店をやりた

いというお話も聞いていますので、そういうような方たちを、また今年も支援塾が

ありますので、それを受けていただいて、新たな開店に、創業に結びつけていきた

いなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 今、カフェさんのお話等、ご紹介いただいたと思います、本当

にもうフォローもしていただいているかと思うんですけれども、非常にそういった

部分、きめ細やかな支援というのが大事なのかなと思います。 

 カフェとかそういう飲食ももちろんそうですけれども、やはり若い世代となると、

場所を選ばずに、今インターネット、ＳＯＨＯというんですけれども、そういった

インターネット関係の方々というものも、都会にいる必要がありませんので、本当

に場所と雰囲気があれば、古民家で空き家で開業してもらうということは可能だと

思います。ほかの他の市町でも、そういうのを積極的にやられているところがあっ

たと思いますので、その部分、さらに引き続き、創業支援をしていただければと思

います。 

 そこで１点だけ、さらにお伺いします。 

 若者等の就職相談窓口の整備というのが、１つ入ってあるかと思います。これに

関して整備をされていらっしゃるのか、その状況についてお伺いをさせていただき

ます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 施策の９番の、若者等の就職相談窓口ということで、

現在、今年度につきましては、窓口を設置するための調査、研究ということで、最

近ですと、長浜とか草津とか、隣の東近江市さんも甲賀市さんも設置の方をされて

いますので、そちらの方を順次伺いながら、どういう状況なんかということを踏ま

えて、今、ちょっといろいろと研究の方をさせていただいて、来年度、できるだけ

早い時期に、そういう窓口が開設できるような体制を整えていけたらなというふう

に思っているような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは、最後に農林課にお伺いをさせていただきます。 

 お話にもございました、農業経営体の育成ということで、現在の人・農地プラン

作成件数、これ、ＫＰＩに目標数値で入っていたかと思います。平成26年段階が累

計８件で、平成31年に30件を目指すということでありますが、このプランの作成件
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数の状況をお教え下さい。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 人・農地プランの作成件数でございますが、平成27年度末

で11件でございます。今現在、28年度につきましては、新たに何件か申請をいただ

いておりまして、まだ承認の方はしておりませんけれども、進んでいるという状況

でございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 累計で11件という現状ということで、これは30件まで、平成31

年まで持っていくというその見通しは、どうなんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） １つ、この、人・農地プランにつきましては、実は国の方

の施策との関係もございまして、こういった集落で話し合って、次の担い手をどこ

に持っていくか、そういったことを集落内で取り決めをするということをしていか

ないと、実はその新たな担い手さんが補助金を受けたり、いろんなメリットが受け

られないような施策展開を今されております。そういった面で、今、新たに農地を

拡大したいとかそういった方には、集落でこういったプランをつくっていくとか、

そういったふうに進めております。農家さんの有利なようにということでプランを

つくらないと、なっていかないような施策展開になっておりますので、目標として

十分いけるというふうに判断しております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 最後１点だけ、このテーマについてお伺いさせていただきます。 

 日野菜のブランド化の促進ということで、引き続きお取り組みをいただいている

かと思います。 

 そこで課長のご意見をお伺いしたいんですけれども、日野菜のブランド化とよく

言われる言葉ですけれども、そもそもブランド化をどういったものなのか。どうや

ってブランド化していくのか、日野産の日野菜を。そのご意見、考えを教えて下さ

い。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（藤澤 隆君） 日野菜のブランド化でございます。 

 今現在、日野菜につきましては、実は日野町では伝統野菜というふうに言ってお

りますけれども、全国にこの伝統野菜の日野菜というのが広まっておるような状況

です。種も普及をしております。伝統野菜といいつつ、これだけ全国に広まってい

る日野菜というのは、珍しいというふうに逆に言われております。 

 じゃ、そこでどうしてブランド化していくかという話でございます。それにつき

ましては、今年度、県の推しもございまして、町も考えておるところでございます
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が、ＪＡさんの方で、日野菜生産部会がございます。そこで、日野菜の地理的認証

というものを受けていこうということで、今動いております。ただ、日野町の日野

菜だけでは、そういった認証を受けにくいということで、いかに原産の日野菜とい

うのを打ち出して認証を受けるかというところで、今、ちょっとアドバイザーさん、

国の方から派遣していただきますアドバイザーさんの支援を受けまして、そういっ

た手続に入っているようなところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） その認証を得て差別化を図っていくということで、生産量もほ

かの地域が日野菜は多かったりと、いかに日野の日野菜が、ここにしかないものと

いう状態、付加価値をつけておくということと、あとプラス情報発信ということが、

ブランド化には必要不可欠であるかと思います。 

 そういった意味では、全町横断的になるかもしれないですけど、この先ほど来話

をしている、日野町の特化してＰＲしていくものの１つの中に、原産の日野菜とい

うものも位置づけてアピールしていくというのも、大きな１つのテーマかなと思っ

ております。 

 非常にブランド化て、難しいと思います。今、地域も含めて盛り上げてきてくだ

さっているので、課長の知恵を絞っていただいて、これからその日野菜のブランド

化をきっちりやっていっていただければと思います。 

 私の一般質問、以上とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 以上で５名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一般

質問は明15日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は明15日に行いますので、定刻ご参集をお願

いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １７時１６分－ 


